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１．事業指定基準規則要求への対応について

無断複製・転載禁止 日本原燃株式会社

事業指定基準規則および解釈 分類

（規則）
第七条 安全機能を有する施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。

（規則）

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能を有する施設の安全機能の喪
失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。

変更なし

追加要求事項

追加要求事項

変更なし

（事業指定基準規則 解釈 別記２抜粋）
５ 第七条第二項に規定する「地震力」の「算定」に当たっては、以下に掲げる方法によること。
一 弾性設計用地震動による地震力

② 弾性設計用地震動による地震力は、水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたも
のとして算定すること。

（規則）

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による
加速度によって作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわ
れるおそれがないものでなければならない。

（事業指定基準規則 解釈 別記２抜粋）
８ 第七条第三項に規定する「基準地震動による地震力」の算定に当たっては、以下に掲げる方法によ

ること。
一 基準地震動による地震力は、基準地震動を用いて、水平２方向及び鉛直方向について適切に組
み合わせたものとして算定すること。

（規則）

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が
損なわれるおそれがないものでなければならない。



２．これまでの審査における主な論点
（既許可からの変更点）

 旧申請書における再処理施設安全審査指針（昭和61年２月20日原子力安全委員会決定。）に基づく耐震重要度の分類であ
るＡｓクラス及びＡクラスをＳクラス、Ｂクラス及びＣクラスをそれぞれＢクラス及びＣクラスに置き換える。

 また、以下の施設については、事業指定基準規則の要求事項に照らし、当該設備に求められる安全機能の重要度を再検討
し耐震クラスを変更する。

 地震による損傷防止に関して整理した結果を整理資料「第７条：地震による損傷の防止」に示す。

2無断複製・転載禁止 日本原燃株式会社

耐震クラス 対象設備 変更理由

Ｃクラス
↓

Ｓクラス

Ａクラス
（Ｓクラス）

↓
Ｂクラス

Ａｓ又は
Ａクラス
（Ｓクラス）

↓
Ｃクラス

・前処理建屋換気設備 建屋排気系
・分離建屋換気設備 分離建屋排気系
・精製建屋換気設備 精製建屋排気系
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋排気系
・高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 高レベル廃液ガラス固化
建屋排気系

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
・定量ポットグローブ ボックス
・脱硝装置グローブ ボックス
・上記グローブ ボックスの漏えい液回収系統、排気系統、グローブ
ボックス内のプルトニウム溶液を内包する耐震Ｓクラス機器と接続す
る配管を収納する二重配管の外管

分離建屋
・補助抽出器中性子検出器の計数率高による工程停止回路及び
しゃ断弁
・抽出塔供給溶解液流量高による送液停止回路及びしゃ断弁
・抽出塔供給有機溶媒液流量低による工程停止回路及びしゃ断弁
・第１洗浄塔洗浄廃液密度高による工程停止回路及びしゃ断弁
精製建屋
・プルトニウム濃縮缶に係る注水槽の液位低による警報
・注水槽

建屋換気設備の排気経路において、高性能粒子フィルタよ
り下流の設備の信頼性を向上させるため、耐震Ｃクラスから
耐震Ｓクラスへ変更する。
【補足説明資料2-7】

左記のグローブ ボックス内に設置されている機器は閉じ込
めバウンダリとしての機能を持っており、当該グローブボック
スは主に点検及び保修作業を行うために設置したものであ
る。設置の目的およびその影響を踏まえ、耐震Ａクラス（Ｓク
ラス）からＢクラスに変更する。なお、当該グローブ ボックス
については、収納する耐震Ｓクラス施設への波及的影響を
防止できる設計とする。

【補足説明資料2-6】
左記の臨界に係る計測制御系及びしゃ断弁並びにプルトニ
ウム精製設備の注水槽及び注水槽の液位低警報に関して
は、安全上重要な施設の見直しに伴い、地震時においても
機能を期待するものではないことから、耐震Ａｓ又はＡクラス
（Ｓクラス）としていたものを耐震Ｃクラスに変更する。
【第15条 整理資料 補足説明資料1-2、1-3】
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１章 基準適合性 
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1-1 
 

１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

地震による損傷の防止について，事業指定基準規則と再処理施設安全審査

指針の比較並びに当該指針を踏まえた，これまでの許認可実績により，事業

指定基準規則第 7 条において追加された又は明確化された要求事項を整理す

る。（第１表） 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（1／38） 

 

 

1-2 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

第七条 安全機能を有する施設は、地震力に十分

に耐えることができるものでなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

（解釈） 

１ 第７条第１項に規定する「地震力に十分に

耐える」とは、ある地震力に対して施設全体と

しておおむね弾性範囲の設計がなされることを

いう。この場合、上記の「弾性範囲の設計」と

は、施設を弾性体とみなして応力解析を行い、

施設各部の応力を許容限界以下に留めることを

いう。また、この場合、上記の「許容限界」と

は、必ずしも厳密な弾性限界ではなく、局部的

に弾性限界を超える場合を容認しつつも施設全

体としておおむね弾性範囲に留まり得ることを

いう。 

 

（指針 13） 

再処理施設は、想定されるいかなる地震力

に対してもこれが大きな事故の誘因となら

ないよう十分な耐震性を有していること。

また、建物・構築物は十分な強度・剛性及

び耐力を有する構造とするとともに、重要

な建物・構築物は安定な地盤に支持させる

こと。 

 

 

（指針 13 解説） 

1 十分な「強度」を有する構造とは、建

物・構築物に常時作用している荷重、運転

時に作用する荷重及び想定される地震力

が、建物・構築物に同時に作用した時にそ

の結果発生する応力が、安全上適切と認め

られる規格及び基準による許容応力度以下

である構造をいう。 

十分な「剛性」を有する構造とは、その際

に発生する変形が、過大とならないような

剛性を有している構造をいう。 

十分な「耐力」を有する構造とは、建物・

構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力

に対して、重要度に応じた妥当な安全余裕

を有している構造をいう。 

 

変更無し 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（2／38） 

 

 

1-3 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

（解釈） 

４ 第７条第１項に規定する「地震力に十分に

耐えること」を満たすために、耐震重要度分類

の各クラスに属する安全機能を有する施設の耐

震設計に当たっては、以下に掲げる方針による

こと。 

 

（指針 13） 

2 耐震設計評価法及び荷重の組合せと許容

限界 

耐震設計評価法及び荷重の組合せと許容

限界については、「発電用原子炉施設に関す

る耐震設計審査指針」のそれぞれの該当項

目を適用するものとする。 

 

（耐震設計審査指針） 

７．荷重の組合せと許容限界 

 耐震安全性に関する設計方針の妥当性の

評価に当たって考慮すべき荷重の組合せと

許容限界についての基本的考え方は、以下

に示すとおりである。 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（3／38） 

 

 

1-4 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

一 Ｓクラス（津波防護施設、浸水防止設備及

び津波監視設備を除く。） 

① 弾性設計用地震動による地震力又は静的地

震力のいずれか大きい方の地震力に対してお

おむね弾性状態に留まる範囲で耐えること。 

 

② 建物・構築物については、常時作用して

いる荷重及び運転時に作用する荷重と、弾性

設計用地震動による地震力又は静的地震力を

組み合わせ、その結果発生する応力に対し

て、建築基準法等の安全上適切と認められる

規格及び基準による許容応力度を許容限界と

すること。 

 

（耐震設計審査指針） 

７．荷重の組合せと許容限界 

(１) 建物・構築物 

①S クラスの建物・構築物 

i)基準地震動 Ss との組合せと許容限界 

常時作用している荷重及び運転時に作用

する荷重と基準地震動 Ss による地震力との

組合せに対して、当該建物・構築物が構造

物全体としての変形能力（終局耐力時の変

形）について十分な余裕を有し、建物・構

築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有

していること。 

ii)弾性設計用地震動 Sd 等との組合せと許

容限界 

 常時作用している荷重及び運転時に作用

する荷重と、弾性設計用地震動 Sd による地

震力又は静的地震力とを組み合わせ、その

結果発生する応力に対して、安全上適切と

認められる規格及び基準による許容応力度

を許容限界とする。 

 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（4／38） 

 

 

1-5 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

③ 機器・配管系については、運転時、停止

時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に

生じるそれぞれの荷重と、弾性設計用地震動

による地震力又は静的地震力を組み合わせた

荷重条件に対して、応答が全体的におおむね

弾性状態に留まること。なお、「運転時の異常

な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの

荷重」については、地震によって引き起こさ

れるおそれのある事象によって作用する荷重

及び地震によって引き起こされるおそれのな

い事象であっても、いったん事故が発生した

場合、長時間継続する事象による荷重は、そ

の事故事象の発生確率、継続時間及び地震動

の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と

組み合わせて考慮すること。 

（２）機器・配管系 

①S クラスの機器・配管系 

ii)弾性設計用地震動 Sd 等との組合せと許

容限界 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、

及び事故時に生じるそれぞれの荷重と、弾

性設計用地震動 Sd による地震力又は静的地

震力とを組み合わせ、その結果発生する応

力に対して、降伏応力又はこれと同等な安

全性を有する応力を許容限界とする。 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（5／38） 

 

 

1-6 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

二 Ｂクラス 

① 静的地震力に対しておおむね弾性状態に

留まる範囲で耐えること。また、共振のおそ

れのある施設については、その影響について

の検討を行うこと。その場合、検討に用いる

地震動は、弾性設計用地震動に２分の１を乗

じたものとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 建物・構築物については、常時作用して

いる荷重及び運転時に作用する荷重と静的地

震力を組み合わせ、その結果発生する応力に

対して、建築基準法等の安全上適切と認めら

れる規格及び基準による許容応力度を許容限

界とすること。 

（耐震設計審査指針） 

６．耐震設計方針 

（１）基本的な方針 

②B クラスの各施設は、以下に示す静的地

震力に耐えること。また、共振のおそれの

ある施設については、その影響についての

検討を行うこと。 

（耐震設計審査指針 解説） 

Ⅲ．耐震設計方針について 

（２）弾性設計用地震動 Sd の設定について 

なお、B クラスの施設について、「共振のお

それのある施設については、その影響につ

いての検討を行うこと」としたが、この検

討に用いる地震動に関しては、弾性設計用

地震動 Sd に 2 分の 1 を乗じたものとするこ

とができる。 

 

（耐震設計審査指針） 

７．荷重の組合せと許容限界 

②B クラス、C クラスの建物・構築物 

常時作用している荷重及び運転時に作用

する荷重と静的地震力を組み合わせ、その

結果発生する応力に対して、上記① ii) の

許容応力度を許容限界とする。 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（6／38） 

 

 

1-7 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

③ 機器・配管系については、運転時、停止

時、運転時の異常な過渡変化時の荷重と静的

地震力を組み合わせ、その結果発生する応力

に対して、応答が全体的におおむね弾性状態

に留まること。 

 

 

 

三 Ｃクラス 

① 静的地震力に対しておおむね弾性状態に

留まる範囲で耐えること。 

 

 

 

② 建物・構築物については、常時作用して

いる荷重及び運転時に作用する荷重と静的地

震力を組み合わせ、その結果発生する応力に

対して、建築基準法等の安全上適切と認めら

れる規格及び基準による許容応力度を許容限

界とすること。 

 

（２）機器・配管系 

② B クラス、C クラスの機器・配管系 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時

の荷重と静的地震力とを組み合わせ、その

結果発生する応力に対して、降伏応力又は

これと同等な安全性を有する応力を許容限

界とする。 

 

（耐震設計審査指針） 

６．耐震設計方針 

（１）基本的な方針 

③ C クラスの各施設は、以下に示す静的

地震力に耐えること。 

 

（耐震設計審査指針）７．荷重の組合せと

許容限界（１）②と同様 

 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（7／38） 

 

 

1-8 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

③ 機器・配管系については、運転時、停止

時、運転時の異常な過渡変化時の荷重と静的

地震力を組み合わせ、その結果発生する応力

に対して、応答が全体的におおむね弾性状態

に留まること。 

（耐震設計審査指針）７．荷重の組合せと

許容限界（２）②と同様 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（8／38） 

 

 

1-9 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ず

るおそれがある安全機能を有する施設の安全機

能の喪失に起因する放射線による公衆への影響

の程度に応じて算定しなければならない。 

 

（解釈） 

２ 第７条第２項に規定する「地震の発生によ

って生ずるおそれがある安全機能を有する施設

の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆

への影響の程度」とは、地震により発生するお

それがある安全機能を有する施設の安全機能の

喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波

及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を

含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影

響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪

失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震

重要度」という。）をいう。安全機能を有する施

設は、耐震重要度に応じて、以下に掲げるクラ

ス（以下「耐震重要度分類」という。）に分類す

るものとする。 

 

（指針 13） 

1 耐震設計上の重要度分類 

再処理施設の耐震設計上の施設別重要度

を、地震により発生する可能性のある放射

線による環境への影響の観点から、次のよ

うに分類する。 

 

変更無し 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（9／38） 

 

 

1-10 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

一 Ｓクラス 

自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施

設に直接関係しておりその機能喪失により放

射性物質を外部に拡散する可能性のある施

設、放射性物質を外部に放出する可能性のあ

る事態を防止するために必要な施設及び事故

発生の際に、外部に放出される放射性物質に

よる影響を低減させるために必要な施設、並

びに地震に伴って発生するおそれがある津波

による安全機能の喪失を防止するために必要

となる施設であって、環境への影響が大きい

ものをいい、例えば、次の施設が挙げられ

る。 

① その破損又は機能喪失により臨界事故

を起こすおそれのある施設 

② 使用済燃料を貯蔵するための施設 

③ 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する

系統及び機器並びにその冷却系統 

④ プルトニウムを含む溶液を内蔵する系

統及び機器 

⑤ 上記③及び④の系統及び機器から放射

性物質が漏えいした場合に、その影響の拡

大を防止するための施設 

⑥ 上記③、④及び⑤に関連する施設で放

射性物質の外部への放出を抑制するための

施設 

 

(1) 機能上の分類 

A クラス…以下に示す機能を有する施設で

あって、環境への影響、効果の大きいも

の。 

① 自ら放射性物質を内蔵しているか又は内

蔵している施設に直接関係しており、そ

の機能喪失により放射性物質を外部に放

散する可能性のあるもの。 

② 放射性物質を外部に放散する可能性のあ

る事態を防止するために必要なもの。 

③ 上記のような事故発生の際に、外部に放

散される放射性物質による影響を低減さ

せるために必要なもの。 

B クラス…上記において影響、効果が比較

的小さいもの。 

C クラス…A クラス、B クラス以外であっ

て、一般産業施設と同等の安全性を保持す

ればよいもの。 

 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（10／38） 

 

 

1-11 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

⑦ 津波防護機能を有する設備（以下「津波

防護施設」という。）及び浸水防止機能を有

する設備（以下「浸水防止設備」という。） 

⑧ 敷地における津波監視機能を有する施設

（以下「津波監視設備」という。） 

⑨ 上記①から⑧の施設の機能を確保するた

めに必要な施設 

上記に規定する「環境への影響が大きい」と

は、敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が発

生事故あたり５mSv を超えることをいう。 

 

（耐震設計審査指針） 

８．地震随伴事象に対する考慮 

施設は、地震随伴事象について、次に示

す事項を十分考慮したうえで設計されなけ

ればならない。 

（２）施設の共用期間中に極めてまれで

はあるが発生する可能性があると想定す

ることが適切な津波によっても、施設の

安全機能が重大な影響を受けるおそれが

ないこと。 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（11／38） 

 

 

1-12 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

二 Ｂクラス 

安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場

合の影響がＳクラス施設と比べ小さい施設をい

い、例えば、次の施設が挙げられる。 

① 放射性物質の放出を伴うような場合に、

その外部放散を抑制するための施設で、Ｓク

ラスに属さない施設 

② 放射性物質を内蔵している施設であっ

て、Ｓクラスに属さない施設（ただし内蔵量

が少ないか又は貯蔵方式により、その破損に

より公衆に与える放射線の影響が十分小さい

ものは除く。） 

 

（指針 13） 

(1) 機能上の分類 

B クラス…上記において影響、効果が比較

的小さいもの。 

（耐震設計審査指針） 

４．耐震設計上の重要度分類 

（１）機能上の分類 

Ｂクラス 

上記において、影響が比較的小さいもの 

（指針 13） 

(2) クラス別施設 

②B クラスの施設 

1) 放射性物質の外部に対する放散を抑制

するための施設で A クラス以外の施設 

2) 放射性物質を内蔵している施設であっ

て、A クラス以外の施設(ただし内蔵量が少

ないか又は貯蔵方式により、その破損によ

り一般公衆に与える放射線の影響が十分小

さいものは除く。) 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（12／38） 

 

 

1-13 

 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

三 Ｃクラス 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施

設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安

全性が要求される施設をいう。 

  

 

（指針 13） 

(1) 機能上の分類 

C クラス…A クラス、B クラス以外であっ

て、一般産業施設と同等の安全性を保持す

ればよいもの。 

（耐震設計審査指針） 

４．耐震設計上の重要度分類 

（１）機能上の分類 

Ｃクラス 

S クラス、B クラス以外であって、一般産

業施設と同等の安全性を保持すればよい

もの 

（指針 13） 

(2) クラス別施設 

③C クラスの施設 

上記 A,B クラスに属さない施設 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（13／38） 

 

 

1-14 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

（解釈） 

３ 一 上記２一①に規定する「その破損又は

機能喪失により臨界事故を起こすおそれのあ

る施設」とは、地震によって破損又は機能喪

失した場合に、それが直接的に臨界事故を引

き起こすこととなる施設をいう。例えば、形

状管理されている機器は、形状管理されてい

るからといって直ちにＳクラスに分類される

ものではないが、基準地震動による地震力に

よって当該機器から放射性物質が漏えいする

おそれがある場合には、漏えいした放射性物

質の漏えいの拡大を防ぐためのドリップトレ

イ等（臨界防止機能を有するもの）は、Ｓク

ラスに分類される。   

二 上記２一②に規定する「使用済燃料を貯

蔵するための施設」とは、使用済燃料を一時

的に輸送容器内に貯蔵する場合を含まないも

のをいう。 

三 上記２一③に規定する「高レベル放射性

液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにそ

の冷却系統」とは、当該液体廃棄物が固化さ

れた後の工程に関連する系統及び機器を含ま

ないものをいう。   

 

（指針 13 解説） 

4 「その破損又は機能喪失により臨界事故

を起こすおそれのある施設」とは、地震に

よって破損又は機能喪失した場合に、それ

が直接的に臨界事故を引き起こすこととな

る施設をいう。例えば、形状管理されてい

る槽類は、形状管理されているからといっ

て直ちに A クラスに分類されるものではな

いが、SI クラスの地震によって当該槽類か

ら放射性物質が漏洩するおそれがある場合

には、形状管理又は中性子吸収材管理され

ている、漏洩した放射性物質の拡散を防ぐ

ためのドリップトレイ等は、A クラスに分

類される。 

5 「使用済燃料を貯蔵するための施設」に

は、使用済燃料を一時的に輸送容器内に貯

蔵する場合を含まない。 

 

6 「高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する

系統及び機器」には、当該液体廃棄物が固

化された後の工程に関連する系統及び機器

を含まない。 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（14／38） 

 

 

1-15 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

四 上記２一⑤に規定する「上記③及び④の

系統及び機器から放射性物質が漏えいした場

合に、その影響の拡大を防止するための施

設」とは、高レベル放射性液体廃棄物又はプ

ルトニウムを含む溶液が漏えいした場合に、

その拡大を防止するためのセル、ドリップト

レイ等をいう。 

五 上記２一⑥に規定する「上記③、④及び

⑤に関連する施設で放射性物質の外部への放

出を抑制するための施設」とは、以下に掲げ

るものが含まれるものである。 

① 上記２一③及び上記２一④に規定される

施設の換気系統及びオフガス処理系統 

② 上記２一⑤に規定されるセルの換気系統 

③ その他の放射性物質の外部への放出を抑

制するための施設のうち、地震による破損又

は機能喪失により、一般公衆に対し著しい放

射線被ばくのリスクを与えると判断される施

設 

六 上記２一⑨に規定する「上記①から⑧の

施設の機能を確保するために必要な施設」と

は、上記２一①から上記２一⑧の施設の機能

を確保するために必要な安全保護系、非常用

所内電源系統等をいう。  

7 A クラスの 5)に規定される施設は、高レ

ベル放射性液体廃棄物又はプルトニウムを

含む溶液が漏洩した場合に、その拡大を防

止するためのセル、ドリップトレイ等をい

う。 

 

 

8 A クラスの 6)に規定される施設には、次

のものが含まれる。 

(1) 3)及び 4)に規定される施設の換気系

統及びオフガス処理系統 

(2) 5)に規定されるセルの換気系統(主排

気筒を含む) 

(3) その他の放射性物質の外部に対する放

散を抑制するための施設のうち、地震によ

る破損又は機能喪失により、一般公衆に対

し著しい放射線被ばくのリスクを与えると

判断される施設 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（15／38） 

 

 

1-16 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

（解釈） 

５ 第７条第２項に規定する「地震力」の「算

定」に当たっては、以下に掲げる方法によるこ

と。 

一 弾性設計用地震動による地震力 

① 弾性設計用地震動は、基準地震動（第

７条第３項の「その供用中に当該耐震重要

施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地

震」による地震動をいう。以下同じ。）との

応答スペクトルの比率の値が、目安として

０．５を下回らないような値で、工学的判

断に基づいて設定すること。   

② 弾性設計用地震動による地震力は、水

平２方向及び鉛直方向について適切に組み

合わせたものとして算定すること。なお、

建物・構築物と地盤との相互作用、埋込み

効果及び周辺地盤の非線形性について、必

要に応じて考慮すること。 

③ 地震力の算定に当たっては、地震応答

解析手法の適用性及び適用限界等を考慮の

うえ、適切な解析法を選定するとともに、

十分な調査に基づく適切な解析条件を設定

すること。 

 

（耐震設計審査指針） 

６．耐震設計方針 

（２） 地震力の算定法 

②弾性設計用地震動 Sd による地震力 

弾性設計用地震動 Sd は、基準地震動 Ss に

基づき、工学的判断により設定する。ま

た、弾性設計用地震動 Sd による地震力は、

水平方向及び鉛直方向について適切に組み

合わせたものとして算定されなければなら

ない。 

（耐震設計審査指針 解説） 

Ⅲ．耐震設計方針について 

（２）弾性設計用地震動 Sd の設定について 

弾性設計用地震動 Sd と基準地震動 Ss の応

答スペクトルの比率(Sd/Ss)の値は、弾性設

計用地震動 Sd に求められる性格上、ある程

度以上の大きさであるべきであり、めやす

として、0.5 を下回らないような値で求め

られることが望ましい。 

 

追加要求事項 

 

25



  

第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（16／38） 

 

 

1-17 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

④ 地震力の算定過程において建物・構築物の設

置位置等で評価される入力地震動について

は、解放基盤表面からの地震波の伝播特性を

適切に考慮するとともに、必要に応じて地盤

の非線形応答に関する動的変形特性を考慮す

ること。また、敷地における観測記録に基づ

くとともに、最新の科学的・技術的知見を踏

まえて、その妥当性が示されていること。 

 

 

 

(３) 基準地震動 Ss 及び弾性設計用地震動

Sd による地震力の算定について 

 基準地震動 Ss 及び弾性設計用地震動 Sd

による地震力を地震応答解析に基づいて算

定する場合には、応答解析法の適用範囲、

適用制限等を考慮のうえ、適切な解析法を

選定するとともに、十分な調査に基づく適

切な解析条件を設定することとする。 

 なお、解放基盤表面が施設を設置する地

盤に比して相当に深い場合は、解放基盤表

面より上部の地盤における地震動の増幅特

性を十分に調査し、必要に応じて地震応答

評価等に反映させることとする。 

 

 

 

 

 

 

変更無し 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（17／38） 

 

 

1-18 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

二 静的地震力 

① 建物・構築物 

a) 水平地震力は、地震層せん断力係数Ｃｉ

に、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた

係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じ

て算定すること。 

      Ｓクラス ３．０ 

      Ｂクラス １．５ 

      Ｃクラス １．０ 

   ここで、地震層せん断力係数Ｃｉは、標

準せん断力係数Ｃ０を０．２以上とし、建

物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考

慮して求められる値とすること。 

b) また、建物・構築物の保有水平耐力が必要

保有水平耐力を上回ることの確認が必要であ

り、必要保有水平耐力の算定においては、地

震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重

要度分類に応じた係数は、耐重要度分類の各

クラスともに１．０とし、その際に用いる標

準せん断力係数Ｃ０は１．０以上とするこ

と。この際、施設の重要度に応じた妥当な安

全余裕を有していること。 

 

 

６．耐震設計方針 

（２）地震力の算定方法 

③静的地震力 

 静的地震力の算定は以下に示す方法によ

らなければならない。  

 i)建物・構築物 

水平地震力は、地震層せん断力係数 Ci に、

次に示す施設の重要度分類に応じた係数を

乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算

定するものとする。 

  Ｓクラス ３．０ 

  Ｂクラス １．５ 

  Ｃクラス １．０ 

 ここで、地震層せん断力係数Ｃｉは、標

準せん断力係数 Co を 0.2 とし、建物・構築

物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求

められる値とする。 

S クラスの施設については、水平地震力と

鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで

作用するものとする。鉛直地震力は、震度

0.3 を基準とし、建物・構築物の振動特

性、地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震

度より算定するものとする。ただし、鉛直

震度は高さ方向に一定とする。 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（18／38） 
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事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

c)  Ｓクラスの施設については、水平地震力と

鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作

用するものとすること。鉛直地震力は、震度

０．３以上を基準とし、建物・構築物の振動

特性及び地盤の種類等を考慮して求めた鉛直

震度より算定すること。 

ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする

こと。 

② 機器・配管系 

a) 耐震重要度分類の各クラスの地震力は、上

記①に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の

耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを

水平震度とし、当該水平震度及び上記①の鉛

直震度をそれぞれ２０％増しとした震度より

求めること。 

b) なお、水平地震力と鉛直地震力は同時に不

利な方向の組合せで作用させること。ただ

し、鉛直震度は高さ方向に一定とするこ

と。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)機器・配管系 

 各耐震クラスの地震力は、上記 i)に示す

地震層せん断力係数 Ci に施設の重要度分

類に応じた係数を乗じたものを水平震度と

し、当該水平震度及び上記 i)の鉛直震度を

それぞれ 20%増しとした震度より求めるも

のとする。 

 なお、水平地震力と鉛直地震力は同時に

不利な方向の組合せで作用するものとす

る。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定と

する。 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（19／38） 

 

 

1-20 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

   なお、上記二①及び②において標準せん

断力係数Ｃ０等を０．２以上としたことに

ついては、再処理事業者に対し、個別の

建物・構築物、機器・配管系の設計にお

いて、それぞれの重要度を適切に評価

し、それぞれに対し適切な値を用いるこ

とにより、耐震性の高い施設の建設等を

促すことを目的としている。耐震性向上

の観点からどの施設に対してどの程度の

割増し係数を用いれば良いかについて

は、設計又は建設に関わる者が一般産業

施設及び公共施設等の耐震基準との関係

を考慮して設定すること。 

 

 前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（20／38） 

 

 

1-21 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重

要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震

による加速度によって作用する地震力（以下

「基準地震動による地震力」という。）に対して

安全機能が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならない。  

 

 

 

（解釈） 

６ 第７条第３項に規定する「基準地震動」と

は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷地

及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並び

に地震活動性等の地震学及び地震工学的見地か

ら想定することが適切なものをいい、次の方針

により策定すること。 

一 基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定し

て策定する地震動」及び「震源を特定せず策

定する地震動」について、解放基盤表面にお

ける水平方向及び鉛直方向の地震動としてそ

れぞれ策定すること。 

 

（指針 13） 

再処理施設は、想定されるいかなる地震力

に対してもこれが大きな事故の誘因となら

ないよう十分な耐震性を有していること。

また、建物・構築物は十分な強度・剛性及

び耐力を有する構造とするとともに、重要

な建物・構築物は安定な地盤に支持させる

こと。 

 

（耐震設計審査指針 解説） 

Ⅱ．基準地震動 Ss の策定について 

 （１）基準地震動 Ss の性格について 

 旧指針においては、基準地震動に関し

て、地震動 S1及び地震動 S2の 2 種類を策定

することとしていたが、今次改訂において

はこの双方の策定方針を統合し、基準地震

動 Ss として、検討用地震の選定、地震動評

価等について高度化を図ったものである。 

この基準地震動 Ss は、施設の耐震安全性を

確保するための耐震設計の前提となる地震

動であり、その策定に当たっては、個別の

安全審査時における最新の知見に照らし

て、その妥当性が十分確認されなければな

らない。 

 （２）基準地震動 Ss の策定に関して使用

する用語の意味解釈は次による。 

 

変更無し 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（21／38） 

 

 

1-22 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

上記の「解放基盤表面」とは、基準地震動を

策定するために、基盤面上の表層及び構造物

が無いものとして仮想的に設定する自由表面

であって、著しい高低差がなく、ほぼ水平で

相当な拡がりを持って想定される基盤の表面

をいう。ここでいう上記の「基盤」とは、概

ねせん断波速度 Vs＝７００m/s 以上の硬質地

盤であって、著しい風化を受けていないもの

をいう。 

 

二 上記の「敷地ごとに震源を特定して策定す

る地震動」は、内陸地殻内地震、プレート間

地震及び海洋プレート内地震について、敷地

に大きな影響を与えると予想される地震（以

下「検討用地震」という。）を複数選定し、選

定した検討用地震ごとに、不確かさを考慮し

て応答スペクトルに基づく地震動評価及び断

層モデルを用いた手法による地震動評価を、

解放基盤表面までの地震波の伝播特性を反映

して策定すること。 

上記の「内陸地殻内地震」とは、陸のプレー

トの上部地殻地震発生層に生じる地震をい

い、海岸のやや沖合で起こるものを含む。 

上記の「プレート間地震」とは、相接する二

つのプレートの境界面で発生する地震をい

う。 

 ①「解放基盤表面」とは、基準地震動を

策定するために、基盤面上の表層や構造物

が無いものとして仮想的に設定する自由表

面であって、著しい高低差がなく、ほぼ水

平で相当な拡がりを持って想定される基盤

の表面をいう。ここでいう「基盤」とは、 

概ねせん断波速度 Vs=700m/s 以上の硬質地

盤であって、著しい風化を受けていないも

のとする。 

 

 ②「活断層」とは、最近の地質時代に繰

り返し活動し、将来も活動する可能性のあ

る断層をいう。 

（３）基準地震動 Ss の策定方針について 

 ①検討用地震の選定に当たっては、敷地

周辺の活断層の性質や過去の地震の発生状

況を精査し、さらに、敷地周辺の中・小・

微小地震の分布、応力場、地震発生様式

（プレートの形状・運動・相互作用を含

む。）に関する既往の研究成果等を総合的に

検討することとする。 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（22／38） 

 

 

1-23 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

上記の「海洋プレート内地震」とは、沈み込

む（沈み込んだ）海洋プレート内部で発生す

る地震をいい、海溝軸付近又はそのやや沖合

で発生する「沈み込む海洋プレート内の地

震」又は海溝軸付近から陸側で発生する「沈

み込んだ海洋プレート内の地震（スラブ内地

震）」の２種類に分けられる。 

なお、上記の「敷地ごとに震源を特定して策

定する地震動」とは、以下に掲げる方針によ

り策定することをいう。 

① 内陸地殻内地震、プレート間地震及び

海洋プレート内地震について、活断層の

性質や地震発生状況を精査し、中・小・

微小地震の分布、応力場、及び地震発生

様式（プレートの形状・運動・相互作用

を含む。）に関する既往の研究成果等を総

合的に検討し、検討用地震を複数選定す

ること。 

② 内陸地殻内地震に関しては、以下に掲

げる事項を考慮することをいう。 

 

② 検討用地震は、次に示す地震発生様式

等に着目した分類により選定することとす

る。 

  i)内陸地殻内地震 

「内陸地殻内地震」とは、陸のプレー

トの上部地殻地震発生層に生じる地震

をいい、海岸のやや沖合で起こるもの

を含む。 

  ii)プレート間地震 

  「プレート間地震」とは、相接する二

つのプレートの境界面で発生する地震

をいう。 

  iii)海洋プレート内地震 

  「海洋プレート内地震」とは、沈み込

む（沈み込んだ）海洋プレート内部で

発生する地震をいい、海溝軸付近ない

しそのやや沖合で発生する「沈み込む

海洋プレート内の地震」と、海溝軸付

近から陸側で発生する「沈み込んだ海

洋プレート内の地震（スラブ内地震）」

の 2 種類に分けられる。 

③ 震源が敷地に近く、その破壊過程が地

震動評価に大きな影響を与えると考えられ

る地震については、断層モデルを用いた手

法を重視すべきである。 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（23／38） 
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事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

a） 震源として考慮する活断層の評価に

当たっては、調査地域の地形・地質条件

に応じ、既存文献の調査、変動地形学的

調査、地質調査、地球物理学的調査等の

特性を活かし、これらを適切に組み合わ

せた調査を実施した上で、その結果を総

合的に評価し活断層の位置・形状・活動

性等を明らかにすること。 

b） 震源モデルの形状及び震源特性パラ

メータ等の評価に当たっては、孤立した

短い活断層の扱いに留意するとともに、

複数の活断層の連動を考慮すること。 

③ プレート間地震及び海洋プレート内地

震に関しては、国内のみならず世界で起

きた大規模な地震を踏まえ、地震の発生

機構及びテクトニクス的背景の類似性を

考慮した上で震源領域の設定を行うこ

と。 

 

④ 「基準地震動 Ss の策定過程に伴う不確

かさ（ばらつき）」の考慮に当たっては、基

準地震動 Ss の策定に及ぼす影響が大きいと

考えられる不確かさ（ばらつき）の要因及

びその大きさの程度を十分踏まえつつ、適

切な手法を用いることとする。 

 

（耐震設計審査指針） 

５．基準地震動の策定 

（２）敷地ごとに震源を特定し策定する地

震動 

② 上記①の「敷地周辺の活断層の性質」

に関しては、次に示す事項を考慮するこ

と。 

i) 耐震設計上考慮する活断層として

は、後期更新世以降の活動が否定できな

いものとする。なお、その認定に際して

は最終間氷期の地層又は地形面に断層に

よる変位・変形が認められるか否かによ

ることができる。 

ii) 活断層の位置・形状・活動性等を明

らかにするため、敷地からの距離に応じ

て、地形学・地質学・地球物理学的手法

等を総合した十分な活断層調査を行うこ

と。 

 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（24／38） 

 

 

1-25 

 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

④ 上記①で選定した検討用地震ごとに、下記

a）の応答スペクトルに基づく地震動評価及び

b）の断層モデルを用いた手法による地震動評

価を実施して策定すること。なお、地震動評

価に当たっては、敷地における地震観測記録

を踏まえて、地震発生様式及び地震波の伝播

経路等に応じた諸特性（その地域における特

性を含む。）を十分に考慮すること。   

 

a) 応答スペクトルに基づく地震動評価 

検討用地震ごとに、適切な手法を用いて

応答スペクトルを評価のうえ、それらを

基に設計用応答スペクトルを設定し、こ

れに対して、地震の規模及び震源距離等

に基づき地震動の継続時間及び振幅包絡

線の経時的変化等の地震動特性を適切に

考慮して地震動評価を行うこと。 

b) 断層モデルを用いた手法に基づく地

震動評価 

検討用地震ごとに、適切な手法を用いて

震源特性パラメータを設定し、地震動評

価を行うこと。 

 

③上記①で選定した検討用地震ごとに、次

に示す i)の応答スペクトルに基づく地震動

評価及び ii)の断層モデルを用いた手法に

よる地震動評価の双方を実施し、それぞれ

による基準地震動 Ss を策定する。なお、地

震動評価に当たっては、地震発生様式、地

震波伝播経路等に応じた諸特性（その地域

における特性を含む。）を十分に考慮する 

こととする。 

i) 応答スペクトルに基づく地震動評価 

 検討用地震ごとに、適切な手法を用いて

応答スペクトルを評価のうえ、それらを基

に設計用応答スペクトルを設定し、これに

地震動の継続時間、振幅包絡線の経時的変

化等の地震動特性を適切に考慮して地震動

評価を行うこと。 

 

ii) 断層モデルを用いた手法による地震動

評価 

検討用地震ごとに、適切な手法を用いて震

源特性パラメータを設定し、地震動評価を

行うこと。 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（25／38） 
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事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

⑤ 上記④の基準地震動の策定過程に伴う

各種の不確かさ（震源断層の長さ、地震発

生層の上端深さ・下端深さ、断層傾斜角、

アスペリティの位置・大きさ、応力降下

量、破壊開始点等の不確かさ、並びにそれ

らに係る考え方及び解釈の違いによる不確

かさ）については、敷地における地震動評

価に大きな影響を与えると考えられる支配

的なパラメータについて分析した上で、必

要に応じて不確かさを組み合わせるなど適

切な手法を用いて考慮すること。 

 

 ④ 上記③の基準地震動 Ss の策定過程に

伴う不確かさ（ばらつき）については、適

切な手法を用いて考慮することとする。 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（26／38） 
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事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

⑥ 内陸地殻内地震について選定した検討

用地震のうち、震源が敷地に極めて近い場

合は、地表に変位を伴う断層全体を考慮し

た上で、震源モデルの形状及び位置の妥当

性、敷地及びそこに設置する施設との位置

関係、並びに震源特性パラメータの設定の

妥当性について詳細に検討するとともに、

これらの検討結果を踏まえた評価手法の適

用性に留意の上、上記⑤の各種の不確かさ

が地震動評価に与える影響をより詳細に評

価し、震源の極近傍での地震動の特徴に係

る最新の科学的・技術的知見を踏まえた上

で、さらに十分な余裕を考慮して基準地震

動を策定すること。 

⑦ 検討用地震の選定や基準地震動の策定

に当たって行う調査や評価は、最新の科学

的・技術的知見を踏まえること。また、既

往の資料等について、それらの充足度及び

精度に対する十分な考慮を行い、参照する

こと。なお、既往の資料と異なる見解を採

用した場合及び既往の評価と異なる結果を

得た場合には、その根拠を明示すること。 

⑧ 施設の構造に免震構造を採用する等、

やや長周期の地震応答が卓越する施設等が

ある場合は、その周波数特性に着目して地

震動評価を実施し、必要に応じて他の施設

とは別に基準地震動を策定すること。 

耐震設計審査指針 5 項 基準地震動の策

定（２）①～④及び耐震設計審査指針 解

説のⅡ（1）～（3）と同様 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（27／38） 

 

 

1-28 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

三 上記６一の「震源を特定せず策定する地

震動」とは、震源と活断層を関連づけること

が困難な過去の内陸地殻内の地震について得

られた震源近傍における観測記録を収集し、

これらを基に、各種の不確かさを考慮して敷

地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定

して策定することをいう。なお、上記の「震

源を特定せず策定する地震動」については、

次に示す方針により策定すること。 

① 解放基盤表面までの地震波の伝播特性

を必要に応じて応答スペクトルの設定に反

映するとともに、設定された応答スペクト

ルに対して、地震動の継続時間及び振幅包

絡線の経時的変化等の地震動特性を適切に

考慮すること。 

② 上記の｢震源を特定せず策定する地震

動｣として策定された基準地震動の妥当性に

ついては、申請時における最新の科学的・

技術的知見を踏まえて個別に確認するこ

と。その際には、地表に明瞭な痕跡を示さ

ない震源断層に起因する震源近傍の地震動

について、確率論的な評価等、各種の不確

かさを考慮した評価を参考とすること。 

（耐震設計審査指針） 

 ５．基準地震動の策定 

(3)「震源を特定せず策定する地震動」は、

震源と活断層を関連付けることが困難な過

去の内陸地殻内の地震について得られた震

源近傍における観測記録を収集し、これら

を基に敷地の地盤物性を加味した応答スペ

クトルを設定し、これに地震動の継続時

間、振幅包絡線の経時的変化等の地震動特

性を適切に考慮して基準地震動 Ss を策定す

ることとする。 

（耐震設計審査指針 解説） 

Ⅱ．基準地震動 Ss の策定について  

（３）基準地震動 Ss の策定方針について 

⑤「震源を特定せず策定する地震動」の策

定方針については、敷地周辺の状況等を十

分考慮した詳細な調査を実施しても、なお

敷地近傍において発生する可能性のある内

陸地殻内の地震の全てを事前に評価しうる

とは言い切れないことから、敷地近傍にお

ける詳細な調査の結果にかかわらず、全て

の申請において共通的に考慮すべき地震動

であると意味付けたものである。 

 

 

 

 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（28／38） 

 

 

1-29 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

 この考え方を具現化して策定された基準地

震動 Ss の妥当性については、申請時点にお

ける最新の知見に照らして個別に確認すべ

きである。なお、その際には、地表に明瞭

な痕跡を示さない震源断層に起因する震源

近傍の地震動について、確率論的な評価等

を必要に応じて参考とすることが望まし

い。 

前記のとおり 

 

38



  

第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（29／38） 
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事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

四 基準地震動の策定に当たっての調査につ

いては、目的に応じた調査手法を選定すると

ともに、調査手法の適用条件及び精度等に配

慮することによって、調査結果の信頼性と精

度を確保すること。 

また、上記の「敷地ごとに震源を特定して策

定する地震動」及び「震源を特定せず策定す

る地震動」の地震動評価においては、適用す

る評価手法に必要となる特性データに留意の

上、地震波の伝播特性に係る次に示す事項を

考慮すること。 

① 敷地及び敷地周辺の地下構造（深部・浅

部地盤構造）が地震波の伝播特性に与える影

響を検討するため、敷地及び敷地周辺におけ

る地層の傾斜、断層及び褶曲構造等の地質構

造を評価するとともに、地震基盤の位置及び

形状、岩相・岩質の不均一性並びに地震波速

度構造等の地下構造及び地盤の減衰特性を評

価すること。なお、評価の過程において、地

下構造が成層かつ均質と認められる場合を除

き、三次元的な地下構造により検討するこ

と。 

 

耐震設計審査指針 5 項 基準地震動の策

定（２）①～④及び耐震設計審査指針 解

説のⅡ（1）～（3）と同様 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（30／38） 
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事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

② 上記①の評価の実施に当たって必要な敷

地及び敷地周辺の調査については、地域特

性及び既往文献の調査、既存データの収

集・分析、地震観測記録の分析、地質調

査、ボーリング調査並びに二次元又は三次

元の物理探査等を適切な手順と組合せで実

施すること。 

なお、上記の「敷地ごとに震源を特定して

策定する地震動」及び「震源を特定せず策

定する地震動」については、それぞれが対

応する超過確率を参照し、それぞれ策定さ

れた地震動の応答スペクトルがどの程度の

超過確率に相当するかを把握すること。 

 

 

 

（解釈） 

７ 第７条第３項に規定する「安全機能が損な

われるおそれがないものでなければならない」

ことを満たすために、基準地震動に対する安全

機能を有する施設の設計に当たっては、以下の

方針によること。 

一 耐震重要施設のうち、二以外のもの 

①  基準地震動による地震力に対して、そ

の安全機能が保持できること。 

⑥「敷地ごとに震源を特定して策定する地

震動」及び「震源を特定せず策定する地震

動」については、それぞれ策定された地震

動の応答スペクトルがどの程度の超過確率

に相当するかを把握しておくことが望まし

いとの観点から、それぞれが対応する超過

確率を安全審査において参照することとす

る。 

⑦検討用地震の選定や基準地震動 Ss の策定

に当たって必要な調査や評価を行う際は、

既往の資料等について、それらの精度に対

する十分な考慮を行い、参照することとす

る。なお、既往の評価と異なる結果を得た

場合には、その根拠を明示しなければなら

ない。 

 

（耐震設計審査指針） 

７.荷重の組合せと許容限界 

耐震安全性に関する設計方針の妥当性の評

価に当たって考慮すべき荷重の組合せと許

容限界についての基本的考え方は、以下に

示すとおりである。 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（31／38） 
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事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

②  建物・構築物については、常時作用し

ている荷重及び運転時に作用する荷重と基

準地震動による地震力との組合せに対し

て、当該建物・構築物が構造物全体として

の変形能力（終局耐力時の変形）について

十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐

力に対し妥当な安全余裕を有しているこ

と。 

 

 

③ 機器・配管系については、運転時、停

止時、運転時の異常な過渡変化時及び事故

時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動に

よる地震力を組み合わせた荷重条件に対し

て、その施設に要求される機能を保持する

こと。なお、上記により求められる荷重に

より塑性ひずみが生じる場合であっても、

その量が小さなレベルに留まって破断延性

限界に十分な余裕を有し、その施設に要求

される機能に影響を及ぼさないこと。 

また、動的機器等については、基準地震動

による応答に対して、その設備に要求され

る機能を保持すること。具体的には、実証

試験等により確認されている機能維持加速

度等を許容限界とすること。 

(1)建物・構築物 

①S クラスの建物・構築物 

 i)基準地震動 Ss との組合せと許容限界 

常時作用している荷重及び運転時に作用

する荷重と基準地震動 Ss による地震力との

組合せに対して、当該建物・構築物が構造

物全体としての変形能力（終局耐力時の変

形）について十分な余裕を有し、建物・構

築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有

していること。 

(2)機器・配管系 

①S クラスの機器・配管系 

 i)基準地震動 Ss との組合せと許容限界 

通常運転時、運転時の異常な過渡変化

時、及び事故時に生じるそれぞれの荷重と

基準地震動 Ss による地震力とを組み合わ

せ、その結果発生する応力に対して、構造

物の相当部分が降伏し、塑性変形する場合

でも、過大な変形、亀裂、破損等が生じ、

その施設の機能に影響を及ぼすことがない

こと。 

なお、動的機器等については、基準地震

動 Ss による応答に対して、実証試験等によ

り確認されている機能維持加速度等を許容

限界とする。 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（32／38） 

 

 

1-33 

 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

なお、上記の「運転時の異常な過渡変化時

及び事故時に生じるそれぞれの荷重」につ

いては、地震によって引き起こされるおそ

れのある事象によって作用する荷重及び地

震によって引き起こされるおそれのない事

象であっても、いったん事故が発生した場

合、長時間継続する事象による荷重は、そ

の事故事象の発生確率、継続時間及び地震

動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震

力と組み合わせて考慮すること。 

（耐震設計審査指針 解説） 

Ⅳ.荷重の組合せと許容限界について 

 荷重の組合せと許容限界についての解釈

は以下による。 

 (1)「運転時の異常な過渡変化時及び事故

時に生じるそれぞれの荷重」については、

地震によって引き起こされるおそれのある

事象によって作用する荷重、及び地震によ

って引き起こされるおそれのない事象であ

っても、一たん事故が発生した場合は長時

間継続する事象による荷重は、地震力と組

み合わせて考慮しなければならない。 

 ただし、「事故時に生じる荷重」であって

も、その事故事象の発生確率と継続時間及

び地震動の超過確率の関係を踏まえ、両者

が同時に発生する可能性が極めて小さい場

合には、そのような事象によって発生する

荷重を地震力と組み合わせて考慮する必要

はない。 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（33／38） 
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事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

なお、上記の「終局耐力」とは、構造物に

対する荷重を漸次増大した際、構造物の変

形又は歪みが著しく増加する状態を構造物

の終局状態と考え、この状態に至る限界の

最大荷重負荷をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（耐震設計審査指針 解説） 

Ⅳ.荷重の組合せと許容限界について 

(3)建物・構築物の基準地震動 Ss との組合

せに対する項目中の「終局耐力」とは、構

造物に対する荷重を漸次増大した際、構造

物の変形又は歪みが著しく増加する状態を

構造物の終局状態と考え、この状態に至る

限界の最大荷重負荷を意味する。 

(4)機器・配管系の許容限界については、

「発生する応力に対して降伏応力又はこれ

と同等な安全性」を有することを基本的な

考え方としたが、具体的には、電気事業法

に定める「発電用原子力設備に関する技術

基準」等がこれに相当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（34／38） 
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また、耐震重要施設が、耐震重要度分類の

下位のクラスに属するものの波及的影響に

よって、その安全機能を損なわないように

設計すること。この波及的影響の評価に当

たっては、敷地全体を俯瞰した調査・検討

の内容等を含めて、事象選定及び影響評価

の結果の妥当性を示すとともに、耐震重要

施設の設計に用いる地震動又は地震力を適

用すること。 

なお、上記の「耐震重要施設が、耐震重要

度分類の下位のクラスに属するものの波及

的影響によって、その安全機能を損なわな

い」とは、少なくとも以下に掲げる事項に

ついて、耐震重要施設の安全機能への影響

が無いことを確認することをいう。 

a) 設置地盤及び地震応答性状の相違等

に起因する相対変位又は不等沈下による

影響 

 

（耐震設計審査指針） 

６．耐震設計方針 

（１）基本的な方針 

④ 上記各号において、上位の分類に属す

るものは、下位の分類に属するものの破損

によって波及的破損が生じないこと。 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（35／38） 
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事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

b) 耐震重要施設と下位のクラスの施設

との接続部における相互影響 

c) 建屋内における下位のクラスの施設

の損傷、転倒及び落下等による耐震重要

施設への影響 

d) 建屋外における下位のクラスの施設

の損傷、転倒及び落下等による耐震重要

施設への影響 

 

 

（解釈） 

 ８ 第７条第３項に規定する「基準地震動に

よる地震力」の算定に当たっては、以下に掲

げる方法によること。 

一 基準地震動による地震力は、基準地震

動を用いて、水平２方向及び鉛直方向につ

いて適切に組み合わせたものとして算定す

ること。 

なお、建物・構築物と地盤との相互作用、

埋込み効果及び周辺地盤の非線形性につい

て、必要に応じて考慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)地震力の算定法 

施設の耐震設計に用いる地震力の算定は以

下に示す方法によらなければならない。 

 ①基準地震動 Ss による地震力 

基準地震動 Ss による地震力は、基準地震動

Ss を用いて、水平方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせたものとして算定され

なければならない。 

 

前記のとおり 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（36／38） 
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事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

二 基準地震動による地震力の算定に当た

っては、地震応答解析手法の適用性及び適

用限界等を考慮の上、適切な解析法を選定

するとともに、十分な調査に基づく適切な

解析条件を設定すること。 

三 地震力の算定過程において建物・構築

物の設置位置等で評価される入力地震動に

ついては、解放基盤表面からの地震波の伝

播特性を適切に考慮するとともに、必要に

応じて地盤の非線形応答に関する動的変形

特性を考慮すること。また、敷地における

観測記録に基づくとともに、最新の科学

的・技術的知見を踏まえて、その妥当性が

示されていること。  

（耐震設計審査指針 解説） 

Ⅲ．耐震設計方針について 

(3) 基準地震動 Ss 及び弾性設計用地震動

Sd による地震力の算定について 

 基準地震動 Ss 及び弾性設計用地震動 Sd

による地震力を地震応答解析に基づいて算

定する場合には、応答解析法の適用範囲、

適用制限等を考慮のうえ、適切な解析法を

選定するとともに、十分な調査に基づく適

切な解析条件を設定することとする。 

 なお、解放基盤表面が施設を設置する地

盤に比して相当に深い場合は、解放基盤表

面より上部の地盤における地震動の増幅特

性を十分に調査し、必要に応じて地震応答

評価等に反映させることとする。 

 

前記のとおり 

 

46



  

第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（37／38） 

 

 

1-38 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によっ

て生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全

機能が損なわれるおそれがないものでなければ

ならない。 

 

（解釈） 

９ 第７条第４項は、耐震重要施設の周辺斜面

について、基準地震動による地震力を作用させ

た安定解析を行い、崩壊のおそれがないことを

確認するとともに、崩壊のおそれがある場合に

は、当該部分の除去及び敷地内土木工作物によ

る斜面の保持等の措置を講じることにより、耐

震重要施設に影響を及ぼすことがないようにす

ることをいう。 

また、安定解析に当たっては、以下に掲げる方

針によることをいう。 

一 安定性の評価対象としては、重要な安全

機能を有する設備が内包された建屋及び重要

な安全機能を有する屋外設備等に影響を与え

るおそれのある斜面とすること。 

二 地質・地盤の構造、地盤等級区分、液状

化の可能性及び地下水の影響等を考慮して、

すべり安全率等により評価すること。 

 

（耐震設計審査指針） 

８.地震随伴事象に対する考慮 

施設は、地震随伴事象について、次に示す

事項を十分考慮したうえで設計されなけれ

ばならない。 

（１）施設の周辺斜面で地震時に想定しう

る崩壊等によっても、施設の安全機能が重

大な影響を受けるおそれがないこと。 

 

変更無し 
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第１表 事業指定基準規則第７条と再処理施設安全審査指針 比較表（38／38） 

 

 

1-39 

事業指定基準規則 

第７条（地震による損傷の防止） 
再処理施設安全審査指針 備 考 

三 評価に用いる地盤モデル、地盤パラメー

タ及び地震力の設定等は、基礎地盤の支持性

能の評価に準じて行うこと。特に地下水の影

響に留意すること。 

 前記のとおり 
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１．２ 要求事項に対する適合性 

ロ．再処理施設の一般構造 

（１） 耐震構造 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行い，「事業指定基準規則」

に適合するように設計する。 

なお，事業指定基準規則の解釈別記２に基づき，安全機能を有する施設を

耐震重要度に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類する方針とす

る。 

(ⅰ) 安全機能を有する施設は，地震力に対して十分耐えることができる構造

とする。 

(ⅱ) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全

機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の

観点から，耐震設計上の重要度をＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類し，

それぞれの重要度に応じた地震力に十分耐えることができるように設計する。 

(ⅲ) 安全機能を有する施設は，耐震設計上の重要度に応じた地震力が作用

した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができ

る地盤に設置する。 

(ⅳ) Ｓクラスの施設は，基準地震動による地震力に対してその安全機能が損

なわれるおそれがないように設計する。 

(ⅴ) 基準地震動は，最新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷地及び敷地周辺

の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的知

見から想定することが適切なものを選定することとし，敷地ごとに震源を特

定して策定する地震動及び震源を特定せず策定する地震動について，敷地の

解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定す

る。策定した基準地震動の応答スペクトルを第６図に，加速度時刻歴波形を
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第７図に示す。解放基盤表面は，敷地地下で著しい高低差がなく，ほぼ水平

で相当な拡がりを有し，著しい風化を受けていない岩盤でＳ波速度が概ね

0.7ｋｍ／ｓ以上となる標高－70ｍとする。 

また，弾性設計用地震動を以下の通り設定する方針とする。 

(ａ) 地震動設定の条件 

基準地震動との応答スペクトルの比率について，工学的判断として

以下を考慮し，Ｓｓ－Ｂ１からＢ５，Ｓｓ－Ｃ１からＣ４に対して0.5，

Ｓｓ－Ａに対して0.52と設定する。 

(イ) 基準地震動との応答スペクトルの比率は，再処理施設の安全機能

限界と弾性限界に対する入力荷重の比率に対応し，その値は0.5程度

である。 

(ロ) 弾性設計用地震動は，発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指

針（昭和56年７月20日原子力安全委員会決定，平成13年３月29日一

部改訂）に基づく旧申請書等における基準地震動Ｓ１の応答スペク

トルを概ね下回らないようにする｡ 

(ｂ) 弾性設計用地震動 

震源を特定して策定する地震動（Ｓｓ－Ａ，Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５）に

対応する弾性設計用地震動の最大加速度は水平方向364.0ｃｍ／ｓ２及び

鉛直方向242.8ｃｍ／ｓ２，震源を特定せず策定する地震動（Ｓｓ－Ｃ１

～Ｃ４）に対応する弾性設計用地震動の最大加速度は水平方向310.0 

ｃｍ／ｓ２及び鉛直方向160.0ｃｍ／ｓ２である。 

(ⅵ) 地震応答解析による地震力及び静的地震力の算定方針 

(ａ) 地震応答解析による地震力 

以下のとおり，地震応答解析による地震力を算定する方針とする。 
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(イ) Ｓクラスの施設の地震力の算定方針 

基準地震動及び弾性設計用地震動から定まる入力地震動を用いて，

水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

(ロ) Ｂクラスの施設の地震力の算定方針 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設の影響検討に当た

って，弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものから定まる入力地

震動を用いることとし，加えてＳクラスと同様に，水平２方向及び

鉛直方向について適切に組み合わせ，地震力を算定する。 

(ハ) 入力地震動の設定方針 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動について，解放

基盤表面からの伝播特性を考慮し，必要に応じて，地盤の非線形応

答に関する動的変形特性を考慮する。 

(ニ) 地震応答解析方法 

地震応答解析方法については，対象施設の形状，構造特性，振動

特性等を踏まえ，解析手法の適用性，適用限界を考慮のうえ，解析

方法を選定するとともに，調査に基づく解析条件を設定する。また，

対象施設の形状，構造特性等を踏まえたモデル化を行う。 

 (ｂ) 静的地震力 

以下のとおり，静的地震力を算定する方針とする。 

(イ) 建物・構築物の水平地震力 

水平地震力について，地震層せん断力係数に，再処理施設の重要

度分類に応じた係数（Ｓクラスは3.0，Ｂクラスは1.5及びＣクラス

は1.0）を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定する。 

ここで，地震層せん断力係数は，標準せん断力係数を0.2以上と

し，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる
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値とする。 

(ロ) 建物・構築物の保有水平耐力 

保有水平耐力について，必要保有水平耐力を上回るものとし，必

要保有水平耐力については，地震層せん断力係数に乗じる係数を

1.0，標準せん断力係数を1.0以上として算定する。 

(ハ) 建物・構築物の鉛直地震力 

鉛直地震力について，震度0.3以上を基準とし，建物・構築物の

振動特性並びに地盤の種類等を考慮し，高さ方向に一定として求め

た鉛直震度より算定する。 

(ニ) 機器・配管系の地震力 

機器・配管系の地震力について，建物・構築物で算定した地震層

せん断力係数に再処理施設の耐震クラスに応じた係数を乗じたもの

を水平震度と見なし，その水平震度と建物・構築物の鉛直震度をそ

れぞれ20％増しとして算定する。 

(ホ) 水平地震力と鉛直地震力の組合せ 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不

利な方向の組合せで作用するものとする。 

(ヘ) 標準せん断力係数の割増し係数 

標準せん断力係数の割増し係数の適用については，耐震性向上の

観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮し

て設定する。 

(ⅶ) 荷重の組合せと許容限界の設定方針 

(ａ) 建物・構築物 

以下のとおり，建物・構築物の荷重の組合せ及び許容限界を設定す

る。 
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(イ) 荷重の組合せ 

Ｓクラス施設を有する建物・構築物について，基準地震動による地

震力，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる

荷重は，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及

び通常の気象条件による荷重），運転時の状態で施設に作用する荷重

及び設計用自然条件（積雪荷重，風荷重）とする。 

Ｂクラス施設を有する建物・構築物について，共振影響検討用の地

震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，常時作用し

ている荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重及び設計用自然条件

とする。 

Ｃクラス施設を有する建物・構築物について，静的地震力と組み合

わせる荷重は，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用す

る荷重及び設計用自然条件とする。 

(ロ) 許容限界 

Ｓクラス施設を有する建物・構築物について，基準地震動による地

震力との組合せにおいては，建物・構築物全体としての変形能力（終

局耐力時の変形）について十分な余裕を有し，終局耐力に対し妥当な

安全余裕を有することとする。なお，終局耐力は，建物・構築物に対

する荷重又は応力が漸次増大し，その変形又はひずみが著しく増加す

るに至る限界の最大荷重負荷とする。Ｓクラス，Ｂクラス並びにＣク

ラス施設を有する建物・構築物について，基準地震動以外の地震動に

よる地震力又は静的地震力との組合せにおいては，地震力に対して概

ね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，建築基準法等の

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界と

する。  
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(ｂ) 機器・配管系 

以下のとおり，機器・配管系の荷重の組合せ並びに許容限界を設定

する方針とする。 

(イ) 荷重の組合せ 

Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地震力，弾

性設計用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，

運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に

生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重及び設計用自然条件（積

雪荷重，風荷重）とする。Ｂクラスの機器・配管系について，共振

影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷

重は，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変

化時に生じる荷重及び設計用自然条件とする。Ｃクラスの機器・配

管系について，静的地震力と組み合わせる荷重は，運転時の状態で

施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重及び

設計用自然条件とする。 

(ロ) 許容限界 

Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地震力との

組合せにおいては，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が

小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施

設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値

を許容限界とする。なお，地震時又は地震後の機器及び配管系の動

的機能要求については，実証試験等により確認されている機能維持

加速度等を許容限界とする。 

Ｓクラス，Ｂクラス並びにＣクラスの機器・配管系について，基

準地震動以外の地震動による地震力又は静的地震力との組合せによ
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る影響評価においては，応答が全体的に概ね弾性状態に留まること

を許容限界とする。 

(ⅷ) 波及的影響に係る設計方針 

以下のとおり，波及的影響の評価に係る事象選定及び影響評価を行う

方針とする。 

(ａ) 敷地全体を網羅した調査及び検討の内容を含めて，以下に示す４つ

の観点について，波及的影響の評価に係る事象選定を行う。 

(イ) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈

下による影響 

(ロ) 耐震重要施設と下位クラスの施設との接続部における相互影響 

(ハ) 建屋内における下位クラスの施設の損傷，転倒，落下による耐震

重要施設への影響 

(ニ) 建屋外における下位クラスの施設の損傷，転倒，落下による耐震

重要施設への影響 

(ｂ) 各観点より選定した事象に対して波及的影響の評価を行い，波及的

影響を考慮すべき施設を摘出する。 

(ｃ) 波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震

動又は地震力を適用する。 

(ｄ) これら４つの観点以外に追加すべきものがないかを，原子力発電所

の地震被害情報をもとに確認し，新たな検討事象が抽出された場合に

は，その観点を追加する。 

 

55



1-47 

１．３ 規則への適合性 

「事業指定基準規則」第七条では，安全機能を有する施設に関する地

震による損傷の防止について，以下の要求がされている。 

 

（地震による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は，地震力に十分に耐えることができ

るものでなければならない。 

２ 前項の地震力は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機

能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への

影響の程度に応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は，その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を

及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以

下「基準地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわ

れるおそれがないものでなければならない。 

４ 耐震重要施設は，前項の地震の発生によって生ずるおそれがある

斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

(1) 安全機能を有する施設は，耐震重要度に応じて以下に示すＳ，Ｂ

及びＣの３クラス（以下「耐震重要度分類」という。）に分類し，そ

れぞれに応じた耐震設計を行う。 

・Ｓクラスの施設：自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に

直接関係しておりその機能喪失により放射性物質
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を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質

を外部に放出する可能性のある事態を防止するた

めに必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出

される放射性物質による影響を低減させるために

必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

・Ｂクラスの施設：安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合

の影響がＳクラス施設と比べ小さい施設。 

・Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設

以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性

が要求される施設。 

(2) Ｓ，Ｂ及びＣクラスの施設は，以下に示す地震力に対しておおむ

ね弾性範囲に留まる設計とする。 

・Ｓクラス：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のい

ずれか大きい方の地震力。 

・Ｂクラス：静的地震力 

共振のおそれのある施設については，弾性設計用地震動

Ｓｄに２分の１を乗じた地震力。 

・Ｃクラス：静的地震力 

   ａ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力 

弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動Ｓｓとの応答スペクトル

の比率の値が，目安として 0.5 を下回らないような値で，工学的

判断に基づいて設定する。 

ｂ．静的地震力 

(ａ) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃⅰに，次に示す施設の耐震
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重要度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて

算定するものとする。 

・Ｓクラス  3.0  

・Ｂクラス  1.5  

・Ｃクラス  1.0  

ここで，地震層せん断力係数Ｃⅰは，標準せん断力係数Ｃ０を

0.2以上とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し

て求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数

Ｃⅰに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，耐震重要度分

類の各クラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数 

Ｃ０は1.0以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不

利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3

以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮

して求めた鉛直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は

高さ方向に一定とする。 

(ｂ) 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(ａ)に示す地震層せ

ん断力係数Ｃⅰに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたもの

を水平震度とし，当該水平震度及び上記(ａ)の鉛直震度をそれぞれ

20％増しとした震度より求めるものとする。なお，水平地震力と鉛

直地震力とは同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。た

だし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

第３項について 
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(１) 基準地震動Ｓｓは，最新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷地及

び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等の地震学

及び地震工学的見地から想定することが適切なものを策定する。 

(２) 耐震重要施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して安全機能

を損なわれないよう設計する。 

第４項について 

耐震重要施設周辺においては，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすお

それのある斜面はない。 
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第６図(１) 基準地震動の応答スペクトル（水平方向） 

実線：ＮＳ方向

   ダム軸方向（Ｓｓ-Ｃ２のみ）

破線：ＥＷ方向

   上下流方向（Ｓｓ-Ｃ２のみ）

基準地震動 Ss-A 

基準地震動 Ss-B1 

基準地震動 Ss-B2 
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第６図(２) 基準地震動の応答スペクトル（鉛直方向） 

基準地震動 Ss-A 

基準地震動 Ss-B1 

基準地震動 Ss-B2 
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基準地震動 Ss-C3 
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第７図(１) 基準地震動Ｓｓ－Ａの設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形 
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第７図(２) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ１の加速度時刻歴波形 
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第７図(３) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ２の加速度時刻歴波形 
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第７図(４) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ３の加速度時刻歴波形 
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第７図(５) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ４の加速度時刻歴波形 
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第７図(６) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ５の加速度時刻歴波形 
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第７図(７) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ１の加速度時刻歴波形 

68



1-60 

0 10 20 30 40 50 60
-800
-600
-400
-200
0

200
400
600
800

時間(s)

加
速
度
(c
m
/
s2
)

450.0

（a）ダム軸方向 

0 10 20 30 40 50 60
-800
-600
-400
-200
0

200
400
600
800

時間(s)

加
速
度
(c
m
/
s2
)

490.0

（b）上下流方向 

0 10 20 30 40 50 60
-800
-600
-400
-200
0

200
400
600
800

時間(s)

加
速
度
(c
m
/
s2
)

320.0

（c）鉛直方向 

第７図(８) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ２の加速度時刻歴波形 
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第７図(９) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ３の加速度時刻歴波形 
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第７図(10) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ４の加速度時刻歴波形 
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２．耐震設計 

再処理施設の耐震設計は，「事業指定基準規則」に適合するように，

「２．１ 安全機能を有する施設の耐震設計」に従って行う。 

２．１ 安全機能を有する施設の耐震設計 

２．１．１ 安全機能を有する施設の耐震設計の基本方針 

(１) 安全機能を有する施設は，地震力に十分耐えることができるように設

計する。 

(２) 安全機能を有する施設は，地震により発生するおそれがある安全機能

の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，

耐震重要度に応じてＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類し，それぞ

れの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えることができるように設計す

る。 

(３) Ｓクラスの安全機能を有する施設は，基準地震動による地震力に対し

てその安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。また，Ｓク

ラスの安全機能を有する施設は，弾性設計用地震動による地震力又は静

的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留ま

る範囲で耐えるように設計する。 

(４) Ｂクラス及びＣクラスの安全機能を有する施設は，静的地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計する。また，Ｂク

ラスの安全機能を有する施設のうち，共振のおそれのある施設について

は，その影響についての検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，

弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものとする。 

(５) 安全機能を有する施設は，耐震設計上の重要度に応じた地震力が作用

した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することが

できる地盤に設置する。 
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(６) Ｓクラスの施設に対し，静的地震力は，水平方向と鉛直方向が同時に

不利な方向の組合せで作用するものとする。また，基準地震動及び弾性

設計用地震動による地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて作用するものとする。 

 (７) Ｓクラスに属する施設が，耐震重要度分類の下位のクラスに属する

ものの波及的影響によって，その安全機能が損なわれないものとする。 

(８) 安全上重要な施設の周辺斜面は，基準地震動による地震力に対して，

安全上重要な施設に影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれがないもの

とする。 

【補足説明資料2-1】 
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２．１．２ 耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を，事業指定基準規則の解

釈別記２に基づき，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類する方針とす

る。 

具体的には，旧申請書における再処理施設安全審査指針（昭和61年２月

20日原子力安全委員会決定。）に基づく耐震重要度の分類であるＡクラス

及びＡｓクラスをＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスをそれぞれＢクラス及

びＣクラスに置き換える。また，以下の施設については，事業指定基準規

則の要求事項に照らし，当該設備に求められる安全機能の重要度に応じた

耐震クラスとする。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の定量ポット，エアリフト分離ポッ

ト，中間ポット及び脱硝装置を収納するグローブ ボックス並びにそれに

附随する排気系統等は主に点検及び保修作業を行うために設置したもので

ある。当該グローブ ボックスの閉じ込め機能が喪失した場合においても，

除去できない少量の核燃料物質が存在するのみであり，その影響はＳクラ

ス施設と比べ小さいことから，旧申請書等でＡクラスとしていたものをＢ

クラスとする。なお，機器を収納するグローブ ボックスについては，収

納する耐震Ｓクラス施設への波及的影響を防止できる設計とする。 

【補足説明資料2-7】 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋の換気設備排気系は，汚染のおそれのあ

る区域からの排気を閉じ込める機能を有する設備であることから，旧申請

書等では耐震ＣクラスとしていたものをＳクラスとする。 

【補足説明資料2-8】 

分離設備の臨界に係る計測制御系及び遮断弁並びにプルトニウム精製設

74



2-4

備の注水槽及び注水槽の液位低警報に関しては，安全上重要な施設の区分

見直しのとおり，当該設備は地震時においても機能を期待するものではな

いことから，耐震Ａクラス又はＡｓクラスとしていたものを耐震Ｃクラス

とする。 

【第15条：安全機能を有する施設 整理資料 補足説明資料1-2，1-3】 

安全保護回路及び遮蔽設備等，旧申請書等において主要設備としての具

体的な記載がなく，その後の設計および工事の方法の認可申請書において

耐震重要度分類を示した設備について記載を明確にする。 

      【補足説明資料2-10】 

(１) 耐震重要度による分類

ａ．Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりそ

の機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射

性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止するために必要な施設

及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減さ

せるために必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

ｂ．Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラス施

設と比べ小さい施設。 

ｃ．Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設 

又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

(２) クラス別施設

上記耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示す。

ａ．Ｓクラスの施設 
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(ａ) その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

ⅰ．形状寸法管理を行う設備のうち，平常運転時その破損又は機能喪失

により臨界を起こすおそれのある設備 

(ｂ) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

ⅰ．使用済燃料受入れ設備の燃料取出し設備並びに使用済燃料貯蔵設備

の燃料貯蔵設備，燃料移送設備及び燃料送出し設備のプール，ピット，

移送水路，ラック，架台 

(ｃ) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器 

ⅰ．高レベル廃液を内蔵する系統及び機器のうち安全上重要な施設 

(ｄ) プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

ⅰ．プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器のうち安全上重要

な施設 

(ｅ) 上記(ｃ)及び(ｄ)の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，そ

の影響の拡大を防止するための施設 

  ⅰ．上記(ｃ)及び(ｄ)のＳクラスの設備を収納するセル等及びせん断セル 

(ｆ) 上記(ｃ)，(ｄ)及び(ｅ)に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制

するための施設 

  ⅰ．上記(ｃ)及び(ｄ)のＳクラスの機器の廃ガス処理設備のうち安全上重要

な施設 

  ⅱ．上記(ｅ)のＳクラスのセル等の換気設備のうち安全上重要な施設 

  ⅲ．上記(ｅ)のＳクラスのセル等を収納する構築物の換気設備のうち安全

上重要な施設 

(ｇ) 上記(ａ)～(ｆ)の施設の機能を確保するために必要な施設 

ⅰ．非常用所内電源系統，安全圧縮空気系及び安全蒸気系 

ⅱ．安全冷却水系及び使用済燃料貯蔵設備のプール水冷却系 
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ⅲ．安全保護回路及び保護動作を行う機器 

ⅳ．安全上重要な施設の漏えい液を受ける漏えい液受皿の集液溝の液位

警報及び漏えい液受皿から漏えい液を回収するための系統のうち安全

上重要な施設 

ⅴ．計測制御系統施設等に係る安全上重要な施設のうち，地震後におい

ても，その機能が継続して必要な施設 

(ｈ) その他の施設 

ⅰ．固化セル移送台車 

ⅱ．ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管 

ⅲ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備のうち貯蔵室か

ら排風機までの範囲 

ⅳ．使用済燃料貯蔵設備の補給水設備 

ⅴ．その機能喪失により臨界に至る可能性のある計測制御系統施設に係

る安全上重要な施設は，Ｓクラスとするか又は検出器の故障を検知し

警報を発する故障警報及び工程停止のための系統をＳクラスとする。 

ⅵ．制御建屋中央制御室換気設備 

ⅶ．水素掃気用の安全圧縮空気系はＳクラスとする。 

また,Ｓクラスの水素掃気用の安全圧縮空気系が接続されている機器

は，溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止するた

め，構造強度上Ｓクラスとする。 

 ⅷ．遮蔽設備のうち安全上重要な施設 

ｂ．Ｂクラスの施設 

(ａ) 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設

（ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損により公

衆に与える放射線の影響が十分小さいものは除く。） 
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ⅰ．使用済燃料貯蔵設備のプール水浄化系 

ⅱ．高レベル廃液を内蔵する設備のうち，溶解施設，分離施設，高レベ

ル廃液処理設備，高レベル廃液ガラス固化設備の系統及び機器

ⅲ．プルトニウムを含む溶液を内蔵する設備のうち，溶解施設，分離施

設，精製施設，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の系統及び機器 

ⅳ．ウランを内蔵する系統及び機器 

ⅴ．プルトニウムを含む粉体を内蔵する系統及び機器 

ⅵ．酸回収設備及び溶媒回収設備 

ⅶ．低レベル廃液処理設備，ただし，洗濯廃液，床ドレンの一部，試薬

ドレン，手洗いドレン，空調ドレンに係る設備，及び海洋放出管の一

部を除く。 

ⅷ．低レベル固体廃棄物処理設備 

 ⅸ．分析設備 

(ｂ) 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するため

の施設でＳクラスに属さない施設 

ⅰ．Ｂクラスの設備を収納するセル等 

ⅱ．Ｂクラスの機器の廃ガス処理設備のうち，塔槽類から排風機を経て

弁までの範囲 

ⅲ．Ｂクラスのセル等の換気設備のうち，セル等から排風機を経てダン

パまでの範囲 

(ｃ) その他の施設 

ⅰ．放射性物質を取り扱う移送機器及び装置類。ただし，以下の設備を

除く。 

  (ⅰ) 放射性物質の環境への放出のおそれがない移送機器及び装置類 

  (ⅱ) 放射能濃度が非常に低いか，又は内蔵量が非常に小さいものを取り
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扱う移送機器及び装置類 

 ⅱ．主要な遮蔽設備 

ｃ．Ｃクラスの施設 

上記Ｓ，Ｂクラスに属さない施設 

(３) 耐震重要度分類上の留意事項

ａ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，基準地震

 動にて臨界安全が確保されていることの確認を行う。 

ｂ．上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で液体状の放射

性物質を移送するための配管及びサンプリング配管のうち，明らかに

取扱い量が少ない配管は，設備のバウンダリを構成している範囲を除

き，下位の分類とする。 

ｃ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の定量ポット，中間ポット及び脱

硝装置のグローブ ボックスは，収納するＳクラスの機器へ波及的影響

を及ぼさない設計とする。 

ｄ．分離施設の補助抽出器中性子検出器の計数率高による工程停止回路及

び遮断弁，抽出塔供給溶解液流量高による送液停止回路及び遮断弁，

抽出塔供給有機溶媒液流量低による工程停止回路及び遮断弁，第１洗

浄塔洗浄廃液密度高による工程停止回路及び遮断弁，精製施設のプル

トニウム濃縮缶に係る注水槽の液位低による警報及び注水槽は，上位

の分類に属するものへ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

ｅ．竜巻防護対策設備は，竜巻防護施設に波及的影響を及ぼさない設計と

する。 

ｆ．溢水防護設備は，地震を起因として発生する溢水によって安全上重要

な施設の安全機能が損なわれない設計とする。  

g．主排気筒及びその排気筒モニタのＳクラスとＢクラス以下の配管又は
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ダクトの取合いは，Ｂクラス以下の廃ガス処理設備又は換気設備の機

能が喪失したとしても，Ｓクラスの廃ガス処理設備又は換気設備に影

響を与えないようにする。 

上記に基づくクラス別施設を第1.6－１表に示す。 

【補足説明資料2-1】 

80



2-10

２．１．３ 地震力の算定法 

安全機能を有する施設の耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法

で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

２．１．３．１ 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用すること

とし，それぞれ耐震重要度分類に応じて以下の地震層せん断力係数及び震

度に基づき算定する。 

耐震重要度分類に応じて定める静的地震力を第1.6－２表に示す。 

(１) 建物・構築物

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要

度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定する

ものとする。 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上

とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類，地震層せん断力の係数

の高さ方向の分布係数，地震地域係数を考慮して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉ

に乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，耐震重要度分類の各ク

ラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上と

する。 

Ｓクラスの建物・構築物については，水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3
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以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類を考慮して求

めた鉛直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に

一定とする。 

(２) 機器・配管系

耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(１)に示す地震層せん断力

係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度

とし，当該水平震度及び上記(１)の鉛直震度をそれぞれ20％増しとした震

度より求めるものとする。なお，水平地震力と鉛直地震力とは同時に不

利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向

に一定とする。 

上記(１)及び(２)の標準せん断力係数Ｃ０の割増し係数の適用については，

耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を

考慮して設定する。 

【補足説明資料2-1】 

２．１．３．２ 動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設の設計に適用することとする。 

基準地震動による地震力は，基準地震動から求める入力地震動を入力と

して，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

また，弾性設計用地震動による地震力は，弾性設計用地震動から求める

入力地震動を入力として，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせたものとして算定する。弾性設計用地震動は，基準地震動との応答ス

ペクトルの比率の値が目安として0.5を下回らないよう基準地震動に係数

を乗じて設定する。 

ここで，基準地震動に乗じる係数は，工学的判断として，原子炉施設の

安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率が0.5程度であるという
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知見を踏まえた値とし，さらに，応答スペクトルに基づく地震動評価によ

る基準地震動Ｓｓ－Ａに対しては，「発電用原子炉施設に関する耐震設計

審査指針（昭和56年７月20日原子力安全委員会決定，平成13年３月29日一

部改訂）」を踏まえて設定した再処理施設の基準地震動Ｓ１の応答スペク

トルをおおむね下回らないよう配慮した値とする。具体的には，工学的判

断により基準地震動Ｓｓ－Ａに対して係数0.52を乗じた地震動，基準地震

動Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５及び基準地震動Ｓｓ－Ｃ１～Ｃ４に対して係数0.5を

乗じた地震動を弾性設計用地震動として設定する。 

また，建物・構築物及び機器・配管系共に同じ値を採用することで，弾

性設計用地震動に対する設計に一貫性をとる。 

弾性設計用地震動の応答スペクトルを第1.6－１図に，弾性設計用地震

動の加速度時刻歴波形を第1.6－２図に，弾性設計用地震動と基準地震動

Ｓ１の応答スペクトルの比較を第1.6－３図に，弾性設計用地震動と解放

基盤表面における地震動の一様ハザードスペクトルの比較を第1.6－４図

に示す。 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ１～Ｂ５の年超過確率はおおむ

ね10-3～10-4程度，Ｓｄ－Ｃ１～Ｃ４の年超過確率はおおむね10-3～10-5程

度である。 

なお，Ｂクラスの施設のうち支持構造物の振動と共振のおそれのあるも

のについては，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性設計用地震動に２分の

１を乗じたものから定める入力地震動を入力として，水平２方向及び鉛直

方向について適切に組み合わせて算定する。 

耐震重要度分類に応じて定める動的地震力を第1.6－３表に示す。 

【補足説明資料2-1，2-3】 
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(１) 入力地震動

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第

三紀の鷹架層が十分な広がりをもって存在することが確認されている。 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が700ｍ／ｓ以上

を有する標高約－70ｍの位置に想定することとする。 

基準地震動は，解放基盤表面で定義する。 

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤

表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮して作成したものとするとと

もに，必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。 

【補足説明資料2-4】 

(２) 動的解析法

ａ．建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用

性及び適用限界を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建

物・構築物に応じた解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時

刻歴応答解析法を用いて求めるものとする。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれら

の形状，構造特性，振動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質

点系に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用を考慮するものとし，

解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考

慮して定める。設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるもの

を用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及
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び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。 

基準地震動及び弾性設計用地震動に対する応答解析において，主要構

造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づ

き，該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模

擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

構築物のうち洞道の動的解析に当たっては，洞道と地盤の相互作用を

考慮できる連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，

地盤及び洞道の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，

等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地盤の地震応答解析モデル

は，洞道と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。洞道

の地震応答解析に用いる減衰定数については，地盤と洞道の非線形性を

考慮して適切に設定する。 

ｂ．機器・配管系 

機器については，その形状を考慮して，１質点系又は多質点系モデル

に置換し，設計用床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法

又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用い

た応答スペクトル・モーダル解析法により応答を求める。 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度

の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。 

動的解析に用いる減衰定数は，既往の振動実験，地震観測の調査結

果を考慮して適切な値を定める。

【補足説明資料2-5】 
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２．１．３．３ 波及的影響の確認に適用される設計用地震力 

波及的影響については、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力

を適用する。なお，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状

況，使用時間を踏まえて適切に設定する。 
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２．１．４ 荷重の組合せと許容限界 

安全機能を有する施設に適用する荷重の組合せと許容限界は，以下によ

るものとする。 

２．１．４．１ 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(１) 建物・構築物

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転状態にあり，通常の自然条件下におかれている状態。 

ｂ．設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件。 

(２) 機器・配管系

ａ．運転時の状態 

再処理施設の運転が計画的に行われた場合であって，インタ－ロック

又は警報が設置されている場合は，圧力及び温度がインタ－ロック又は

警報の設定値以内にある状態。 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又

は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想され

る外乱によって発生する異常な状態であって，当該状態が継続した場合

には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が安全設計

上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべ

き事象が発生した状態。 

ｃ．設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当
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該状態が発生した場合には再処理施設から多量の放射性物質が放出する

おそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。 

ｄ．設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件。 

【補足説明資料2-1】 

２．１．４．２ 荷重の種類 

(１) 建物・構築物

ａ．再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，

すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気象条件による荷

重 

ｂ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

ｃ．設計用自然条件（積雪荷重，風荷重） 

ただし，運転時の荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれ

るものとし，地震力には，地震時土圧，機器・配管系からの反力，スロ

ッシングによる荷重が含まれるものとする。 

(２) 機器・配管系

ａ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

ｃ．設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ｄ．設計用自然条件（積雪荷重，風荷重） 

【補足説明資料2-1】 
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２．１．４．３ 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

(１) 建物・構築物

ａ．常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重及び設計

用自然条件と地震力を組み合わせる。 

(２) 機器・配管系

ａ．運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生

じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重及び設計用自然条件と地震力

を組み合わせる。 

(３) 荷重の組合せ上の留意事項

ａ．ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明している

場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。 

ｂ．耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機

能を確認する場合においては，支持される施設の耐震クラスに応じた地

震力と常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合

わせる。 

ｃ．機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時（以下，

本項目では「事故等」という。）に生じるそれぞれの荷重については，

地震によって引き起こされるおそれのある事故等によって作用する荷重

及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等であっても，いっ

たん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その

事故等の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適

切な地震力と組み合わせて考慮する。 

【補足説明資料2-1】 
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２．１．４．４ 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，

以下のとおりとする。 

(１) 建物・構築物

ａ．Ｓクラスの建物・構築物 

(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十

分な余裕を有し，建物・構築物の終局耐力に対して，妥当な安全余裕を

持たせることとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構造物に対する荷重を漸次増大していく

とき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，

既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 

 (ｂ) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する

許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状

態に留まるように，発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切

と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

上記ａ. (ｂ)による許容応力度を許容限界とする。 

ｃ．建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（屋外重要土木構造物である洞道を除く）については，

当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して，耐震重

要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。 

(２) 機器・配管系

ａ．Ｓクラスの機器・配管系 
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(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響

を及ぼすことがないものとする。 

(ｂ) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許

容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるよ

うに，降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記ａ．(ｂ)による応力を許容限界とする。 

ｃ．動的機器 

地震時及び地震後に動作を要求される機器・配管系については，実証

試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。 

(３) 基礎地盤の支持性能

建物・構築物が設置する地盤の支持性能については，基準地震動又は

静的地震力により生じる施設の基礎地盤の接地圧が，安全上適切と認め

られる規格及び基準に基づく許容限界に対して，妥当な余裕を有するよ

う設計する。 

【補足説明資料2-1，2-6】 
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２．１．５ 設計における留意事項 

２．１．５．１ 波及的影響 

耐震重要施設は，耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設（以下

「下位クラス施設」という。）の波及的影響によって，その安全機能が損

なわれないものとする。 

評価に当たっては，以下の４つの観点をもとに，敷地全体をふかんした

調査・検討を行い，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認す

る。 

なお，原子力施設の地震被害情報をもとに，４つの観点以外に検討すべ

き事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点

を追加する。 

(１) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下に

よる影響 

ａ．不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下によ

り，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

ｂ．相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設

と耐震重要施設の相対変位により，耐震重要施設の安全機能へ影響がな

いことを確認する。 

(２) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施

設に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能へ

影響がないことを確認する。 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要
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施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下

位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能へ

影響がないことを確認する。 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要

施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下

位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能へ

影響がないことを確認する。 

【補足説明資料2-1】

２．１．５．２ 一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平

方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には，工学的

に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動（以下「一関東

評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いる。 

一関東評価用地震動（鉛直）は，一関東観測点における岩手・宮城内陸

地震で得られた観測記録のＮＳ方向及びＥＷ方向のはぎとり解析により算

定した基盤地震動の応答スペクトルを平均し，平均応答スペクトルを作成

する。水平方向に対する鉛直方向の地震動の比３分の２を考慮し，平均応

答スペクトルに３分の２を乗じた応答スペクトルを設定する。一関東観測

点における岩手・宮城内陸地震で得られた鉛直方向の地中記録の位相を用

いて，設定した応答スペクトルに適合するよう模擬地震波を作成する。作

成した模擬地震波により厳しい評価となるように振幅調整した地震動を一

関東評価用地震動（鉛直）とする。 
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また，弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４についても，水平方向の地震動のみ

であることから，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を

行う場合には，上記で設定した一関東評価用地震動（鉛直）に0.5を乗じ

た地震動を用いる。 

一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトルを第1.6－５図に，

設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を第1.6－６図に示す。

【補足説明資料2-1】
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２．１．６ 主要施設の耐震構造 

２．１．６．１ 使用済燃料輸送容器管理建屋 

使用済燃料輸送容器管理建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造及び鉄骨造）で，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫，

空使用済燃料輸送容器保管庫及びトレーラエリアが地上１階（地上高さ約

26ｍ），除染エリアが地上３階（地上高さ約16ｍ）， 地下１階，並びに

保守エリアが地上２階（地上高さ約21ｍ）， 地下１階，平面が約68ｍ

（南北方向）×約180ｍ（東西方向） の建物であり， 堅固な基礎版上に

設置する。 

 建物のうち， 除染エリアは，相当に剛性が高く， 耐震設計上の重要度

に応じた耐震性を有する構造とする。また， 他のエリアは，耐震設計上

の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

２．１．６．２ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造及び鉄骨造）で，地上３階（地上高さ約21ｍ），地下３階，

平面が約130ｍ（南北方向）×約86ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。 

 建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

２．１．６．３ 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２階

（地上高さ約15ｍ），地下３階，平面が約53ｍ（南北方向）×約33ｍ（東

西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 
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２．１．６．４ 前処理建屋 

 前処理建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び

鉄骨造）で，地上５階（地上高さ約32ｍ），地下４階，平面が約87ｍ（南

北方向）×約69ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

２．１．６．５ 分離建屋 

 分離建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上４階（地上高さ約26ｍ），地

下３階，平面が約89ｍ（南北方向）×約65ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

 建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

２．１．６．６ 精製建屋 

 精製建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上６階（地上高さ約29ｍ），地

下３階，平面が約92ｍ（南北方向）×約71ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 

 建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

２．１．６．７ ウラン脱硝建屋 

ウラン脱硝建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上５階（地上高さ約27

ｍ），地下１階，平面が約39ｍ（南北方向）×約41ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。 
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 建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

２．１．６．８ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２

階（地上高さ約16ｍ），地下２階，平面が約69ｍ（南北方向）×約57ｍ

（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

２．１．６．９ ウラン酸化物貯蔵建屋 

ウラン酸化物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリ

ート造）で，地上２階（地上高さ約13ｍ），地下２階，平面が約53ｍ（南

北方向）×約53ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

２．１．６．１０ ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，

地上１階（地上高さ約14ｍ），地下４階，平面が約56ｍ（南北方向）×約

52ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

なお，本建屋の地下４階において，ＭＯＸ燃料加工施設の貯蔵容器搬

送用洞道と接続する。 

97



2-27 
 

２．１．６．１１ 高レベル廃液ガラス固化建屋 

 高レベル廃液ガラス固化建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造及び鉄骨造）で，地上２階（地上高さ約15ｍ），地下４階，

平面が約59ｍ（南北方向）×約84ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。 

 建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．１．６．１２ 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で，地上１階（地上高さ約14ｍ），地下２階，平

面が第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟で約47ｍ（南北方向）×約56ｍ（東西

方向），第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟で約47ｍ（南北方向）×約56ｍ

（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

 

２．１．６．１３ 低レベル廃液処理建屋 

 低レベル廃液処理建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上３階（地上高さ

約17ｍ），地下２階，平面が約63ｍ（南北方向）×約58ｍ（東西方向）の建

物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．１．６．１４ 低レベル廃棄物処理建屋 
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 低レベル廃棄物処理建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上４階（地上高

さ約29ｍ），地下２階，平面が約98ｍ（南北方向）×約99ｍ（東西方向）

の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

  建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．１．６．１５ チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 

 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋は，鉄筋コンクリ

ート造で，地上２階（地上高さ約26ｍ），地下１階，平面が約61ｍ（南北

方向）×約61ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．１．６．１６ ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

 ハル・エンド ピース貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋

コンクリート造及び鉄骨造）で，地上２階（地上高さ約18ｍ），地下４階，

平面が約43ｍ（南北方向）×約54ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。 

 建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．１．６．１７ 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地

上高さ約６ｍ），平面が約73ｍ（南北方向）×約38ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。 
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 建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．１．６．１８ 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地

上高さ約13ｍ），地下３階，平面が約70ｍ（南北方向）×約65ｍ（東西方

向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 建物は，相当に剛性が高く，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有す

る構造とする。 

 

２．１．６．１９ 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地

上高さ約６ｍ），平面が約 73ｍ（南北方向）×約 38ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．１．６．２０ 制御建屋 

 制御建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で，地上３階（地上高

さ約18ｍ）， 地下２階，平面が約40ｍ（南北方向）×約71ｍ（東西方

向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．１．６．２１ 分析建屋 

 分析建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，

地上３階（地上高さ約18ｍ），地下３階，平面が約46ｍ（南北方向）×約

104ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 
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 建物の内部は，多くの耐震壁があり，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．１．６．２２ 非常用電源建屋 

  非常用電源建屋は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（地上高さ約14

ｍ），地下１階，平面が約25ｍ（南北方向）×約50ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。 

 建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．１．６．２３ 緊急時対策所 

緊急時対策所は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート

造）で，地上１階（一部地上２階建て）（地上高さ約17ｍ），地下１階，

平面が約60ｍ（南北方向）×約79ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上（鷹架層）に設置する。 

 建物は，耐震Ｓクラスの施設に適用される地震力及び許容限界を考慮し

た耐震構造とすることにより，緊急時対策所の機能を喪失しない構造とす

る。 

 

２．１．６．２４ 第１保管庫・貯水所 

第１保管庫・貯水所は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（保管庫）

（地上高さ約 16ｍ，地下に第１貯水槽を収納する），地下１階（貯水槽），

平面が約 52ｍ（南北方向）×約 113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。 

 建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 
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２．１．６．２５ 第２保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（保管庫）

（地上高さ約 16ｍ，地下に第２貯水槽を収納する），地下１階（貯水槽），

平面が約 52ｍ（南北方向）×約 113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固

な基礎版上に設置する。 

 建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．１．６．２６ 溶解槽（連続式） 

 溶解槽（連続式）は，補強リブ等によって剛性が高く，十分な耐震性を

持つ構造とする。また，これを取り付ける支持構造物も十分剛性を持った

耐震性のあるものとする。 

 

２．１．６．２７ 清澄機（遠心式） 

 清澄機（遠心式）のケーシングは，十分剛性のある構造とし，建物の床

に固定することで耐震性を持たせる。また，回転部分も耐震性を十分考慮

した設計とする。 

 

２．１．６．２８ 環状形パルスカラム 

 環状形パルスカラムは細長い容器であるため，支持構造物を建物に取り

付け，それによって全体として十分な剛性を持った耐震性のある構造とす

る。 

 

２．１．６．２９ 円筒形パルスカラム 

 円筒形パルスカラムは細長い容器であるため，支持構造物を建物に取り

付け，それによって全体として十分な剛性を持った耐震牲のある構造とす

る。 

102



2-32 
 

２．１．６．３０ そ の 他   

 その他の機器・配管系は，運転時荷重，地震荷重による荷重により不都

合な応力が生じないよう必要に応じロッド レストレイント，スナバ，そ

の他の装置を使用し耐震性を確保する。 

 

２．１．６．３１ 間接支持構造物 

間接支持構造物については，支持する主要設備等と同様の設計とする。 
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第 1.6－１表  クラス別施設  

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等          
 

                              (注１)  

補   助   設   備            
 
          (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                   (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
 耐 震 
 
 クラス 

適 用 範 囲       
 耐 震 
 
 クラス 

適 用 範 囲       
 耐 震 
 
 クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

 

Ｓ  １）その破損又は機能喪   溶解槽（連続式）   Ｓ      機器等の支持構造 Ｓ  前処理建屋 

   失により臨界事故を起   抽出塔   Ｓ      物   分離建屋 

   こすおそれのある施設   プルトニウム濃縮   Ｓ      精製建屋等 

    液一時貯槽等        

      （注11）       

  ２）使用済燃料を貯蔵す  使用済燃  燃料取出しピット   Ｓ  冷却水設備安全冷 Ｓ  機器等の支持構造 Ｓ  使用済燃料受入れ・貯蔵建  使用済燃料受入れ・貯蔵建 

   るための施設  料の受入  燃料仮置きピット   Ｓ  却水系   物    屋 屋天井クレーン 

   れ施設及  燃料仮置きラック   Ｓ  第１非常用ディー Ｓ      燃料取出し装置 

   び貯蔵施  燃料貯蔵プール   Ｓ  ゼル発電機      燃料移送水中台車 

   設  燃料貯蔵ラック   Ｓ  第１非常用蓄電池 Ｓ     燃料取扱装置  

    燃料送出しピット   Ｓ       バスケット取扱装置 

    バスケット仮置き   Ｓ        バスケット搬送機 

    架台        第１切断装置 (注６) 

    プール水冷却系   Ｓ       

    補給水設備   Ｓ       

           

  ３）高レベル放射性液体  溶解施設  不溶解残回収槽   Ｓ  冷却水設備安全冷 Ｓ  機器等の支持構造 Ｓ  前処理建屋  

   廃棄物を内蔵する系統        却水系   物   非常用電源建屋  

   及び機器並びにその冷     第２非常用ディー Ｓ    制御建屋  

   却系統     ゼル発電機      

      第２非常用蓄電池 Ｓ     

           

   分離施設  ＴＢＰ洗浄塔 Ｓ  冷却水設備安全冷 Ｓ  機器等の支持構造 Ｓ  分離建屋  

    抽出廃液受槽   Ｓ  却水系   物    非常用電源建屋  

    抽出廃液中間貯槽   Ｓ  第２非常用ディー Ｓ    制御建屋  

    抽出廃液供給槽   Ｓ  ゼル発電機      

    第４一時貯留処理   Ｓ  第２非常用蓄電池 Ｓ     

    槽        

    第６一時貯留処理   Ｓ       

    槽        
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

                              (注１) 

補 助 設 備            
 

                  （注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                 (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ  ３）高レベル放射性液体  液体廃棄  高レベル廃液供給   Ｓ  冷却水設備安全冷 Ｓ  機器等の支持構造 Ｓ  分離建屋  

   廃棄物を内蔵する系統  物の廃棄  槽   却水系   物   高レベル廃液ガラス固化建  

   及び機器並びにその冷  施設  高レベル廃液濃縮   Ｓ      屋  

   却系統  （つづき）   缶     中間熱交換器     非常用電源建屋  

    高レベル濃縮廃液   Ｓ    を含む。     制御建屋  

    貯槽        

    不溶解残廃液貯   Ｓ  第２非常用ディー Ｓ     

    槽   ゼル発電機      

    高レベル廃液共用   Ｓ  第２非常用蓄電池 Ｓ     

    貯槽   高レベル廃液濃縮 Ｓ     

    高レベル濃縮廃液   Ｓ  缶加熱蒸気温度高      

    一時貯槽   による加熱停止回      

    不溶解残廃液一   Ｓ  路及び遮断弁      

    時貯槽        

           

           

   固体廃棄  ガラス溶融炉   Ｓ  冷却水設備安全冷 Ｓ  機器等の支持構造 Ｓ  高レベル廃液ガラス固化建  

   物の廃棄  高レベル廃液混合   Ｓ  却水系   物   屋  

   施設  槽   第２非常用ディー Ｓ    非常用電源建屋  

    供給液槽   Ｓ  ゼル発電機     制御建屋  

    供給槽   Ｓ  第２非常用蓄電池 Ｓ     

    固化セル移送台車   Ｓ  固化セル移送台車 Ｓ     

      上の質量高による      

      ガラス流下停止回      

      路      

      結合装置圧力信号 Ｓ     

      による流下ノズル      

      加熱停止回路      

      ガラス溶融炉の流 Ｓ     

      下停止系      

           

    収納管，通風管   Ｓ    機器等の支持構造 Ｓ  高レベル廃液ガラス固化建  

        物   屋  

          第１ガラス固化体貯蔵建屋  
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
クラス別施設 

主 要 設 備 等           
                               
                              (注１) 

補 助 設 備            
 

                  （注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                   (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 

                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ  ４）プルトニウムを含む  溶解施設  溶解槽（連続式）   Ｓ  冷却水設備安全冷 Ｓ  機器等の支持構造 Ｓ  前処理建屋  

   溶液を内蔵する系統及   第１よう素追出し   Ｓ  却水系   物   非常用電源建屋  

   び機器   槽   第２非常用ディー Ｓ    制御建屋  

    第２よう素追出し   Ｓ  ゼル発電機      

    槽   第２非常用蓄電池 Ｓ     

    中間ポット   Ｓ  可溶性中性子吸収 Ｓ     

    清澄機（遠心式）   Ｓ  材緊急供給回路及      

    中継槽   Ｓ  びせん断停止回路      

    リサイクル槽   Ｓ  可溶性中性子吸収 Ｓ     

    計量前中間貯槽   Ｓ  材緊急供給系      

    計量・調整槽   Ｓ       

    計量補助槽   Ｓ       

    計量後中間貯槽   Ｓ       

   分離施設  抽出塔 Ｓ  冷却水設備安全冷 Ｓ  機器等の支持構造   Ｓ  分離建屋  

    第１洗浄塔 Ｓ  却水系   物   非常用電源建屋  

    第２洗浄塔 Ｓ  第２非常用ディー Ｓ    制御建屋  

    溶解液中間貯槽   Ｓ  ゼル発電機      

    溶解液供給槽   Ｓ  第２非常用蓄電池 Ｓ     

    プルトニウム分配 Ｓ       

    塔        

    ウラン洗浄塔 Ｓ       

    プルトニウム溶液   Ｓ       

    ＴＢＰ洗浄器        

    プルトニウム溶液 Ｓ       

    受槽        

    プルトニウム溶液 Ｓ       

    中間貯槽        

    第１一時貯留処理   Ｓ       

    槽        

    第２一時貯留処理 Ｓ       

    槽        

    第３一時貯留処理   Ｓ       

    槽        

    第７一時貯留処理   Ｓ       

    槽        

    第８一時貯留処理   Ｓ       

    槽        
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等          
                              
                              (注１) 

補 助 設 備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                   (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                      (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ  ４）プルトニウムを含む  精製施設  第１酸化塔   Ｓ  冷却水設備安全冷 Ｓ  機器等の支持構造 Ｓ  精製建屋  

   溶液を内蔵する系統及   第２酸化塔   Ｓ  却水系   物    非常用電源建屋  

   び機器  （つづき）   第１脱ガス塔   Ｓ  第２非常用ディー Ｓ    制御建屋  

    第２脱ガス塔   Ｓ  ゼル発電機      

    抽出塔 Ｓ  第２非常用蓄電池 Ｓ     

    核分裂生成物洗浄 Ｓ  プルトニウム濃縮 Ｓ     

    塔   缶加熱蒸気温度高      

    プルトニウム溶液 Ｓ  による加熱停止回      

    供給槽   路及び遮断弁      

    逆抽出塔 Ｓ       

    ＴＢＰ洗浄器 Ｓ       

    ウラン洗浄塔 Ｓ       

    補助油水分離槽 Ｓ       

    プルトニウム溶液   Ｓ       

    受槽        

    油水分離槽   Ｓ       

    プルトニウム溶液   Ｓ       

    一時貯槽        

    プルトニウム濃縮   Ｓ       

    缶供給槽        

    プルトニウム濃縮 Ｓ       

    缶        

    プルトニウム濃縮   Ｓ       

    液受槽        

    プルトニウム濃縮   Ｓ       

    液一時貯槽        

    プルトニウム濃縮   Ｓ       

    液計量槽        

    プルトニウム濃縮   Ｓ       

    液中間貯槽        

    リサイクル槽   Ｓ       

    希釈槽   Ｓ       

    第１一時貯留処理槽   Ｓ       

   第２一時貯留処理槽  Ｓ       

   第３一時貯留処理槽  Ｓ       

   第７一時貯留処理槽 Ｓ       
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等          
 

                              (注１) 

補 助 設 備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                   (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ  ４）プルトニウムを含む  脱硝施設  硝酸プルトニウム   Ｓ  冷却水設備安全冷 Ｓ  機器等の支持構造 Ｓ  ウラン・プルトニウム混合 グローブ ボックス（定量 

   溶液を内蔵する系統及   貯槽   却水系   物    脱硝建屋 ポット，中間ポット及び脱 

   び機器  （つづき）   混合槽   Ｓ  第２非常用ディー Ｓ    非常用電源建屋 硝装置）(注12) 

    一時貯槽   Ｓ  ゼル発電機     制御建屋  

    定量ポット   Ｓ  第２非常用蓄電池 Ｓ      

    中間ポット   Ｓ       

   脱硝装置   Ｓ       

           

  ５）上記３)及び４)の系統  セル等  高レベル放射性液   Ｓ       

    及び機器から放射性物   体廃棄物又はプル        

   質が漏えいした場合に，   トニウムを含む溶        

   その影響の拡大を防止   液を内蔵するＳク        

    するための施設   ラスの設備を収納        

    するセル等及び        

   
 せん断セル 

 
       

   その他再  蒸気供給設備安全   Ｓ  第２非常用ディー Ｓ  機器等の支持構造   Ｓ  前処理建屋  

   処理設備  蒸気系   ゼル発電機   物   分離建屋  

   の附属施    第２非常用蓄電池 Ｓ    高レベル廃液ガラス固化建  

   設        屋  

          非常用電源建屋  

     
 

   
 制御建屋 
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

                      (注１) 

補 助 設 備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ  ６）上記３),４)及び５)に  気体廃棄  せん断処理・溶解   Ｓ  第２非常用ディー Ｓ  機器等の支持構造   Ｓ  前処理建屋  

   関連する施設で放射性  物の廃棄  廃ガス処理設備   ゼル発電機   物   非常用電源建屋  

 

   物質の外部への放出を 

   抑制するための施設 

    

 

 施設 

 

 

 

  

 第２非常用蓄電池 

 せん断処理・溶解 

 廃ガス処理設備の 

 系統の圧力警報 

Ｓ 

Ｓ 

 

 

  

 制御建屋 

 

 

 

 

           

    Ｓクラスの塔槽類   Ｓ  第２非常用ディー Ｓ  機器等の支持構造   Ｓ  前処理建屋  

    の塔槽類廃ガス処   ゼル発電機   物   分離建屋  

   

 理設備 

 

 

 

 

 第２非常用蓄電池 

Ｓクラスの廃ガス 

 処理設備の系統の 

 圧力警報 

Ｓ 

Ｓ 

 

 

  

 精製建屋 

 ウラン・プルトニウム混合 

 脱硝建屋 

高レベル廃液ガラス固化建 

 

      高レベル廃液濃縮 Ｓ   屋 
 

 

    

 

 缶凝縮器排気出口    非常用電源建屋  

     温度高による加熱    制御建屋  

     停止回路    洞道  

          

    高レベル廃液ガラ   Ｓ  第２非常用ディー Ｓ  機器等の支持構造 Ｓ  高レベル廃液ガラス固化建  

    ス固化廃ガス処理   ゼル発電機   物   屋  

   

 設備 

 

 

 

 

 

 第２非常用蓄電池 

 高レベル廃液ガラ 

 ス固化廃ガス処理 

 設備の系統の圧力 

 警報 

Ｓ 

Ｓ 

 

 

 

  

 非常用電源建屋 

制御建屋 
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

                      (注１) 

補 助 設 備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ  ６）上記３),４)及び５)に 

  関連する施設で放射性 

   物質の外部への放出を 

   抑制するための施設 

       （つづき） 

 気体廃棄 

 物の廃棄 

 施設 

 Ｓクラスのセル等   Ｓ  第２非常用ディー Ｓ  機器等の支持構造 Ｓ  前処理建屋  

  の排気系及び換気   ゼル発電機   物   分離建屋  

  設備の排気系   第２非常用蓄電池 Ｓ    精製建屋  

    高レベル廃液ガラ Ｓ    ウラン・プルトニウム混合  

    ス固化建屋換気設     脱硝建屋  

     備のセル内クーラ     高レベル廃液ガラス固化建  

         屋  

         非常用電源建屋  

    
 

   
 制御建屋 

 
洞道 

   ウラン・プルトニ   Ｓ  第２非常用ディー Ｓ  機器等の支持構造 Ｓ  ウラン・プルトニウム混合  

    ウム混合酸化物貯   ゼル発電機   物   酸化物貯蔵建屋  

    蔵建屋換気設備   第２非常用蓄電池 Ｓ    非常用電源建屋  

          制御建屋  

      貯蔵室から排          

      風機までの範        

      囲        

           

  

  主排気筒   Ｓ      支持鉄塔，基礎  

 液体廃棄 

物の廃棄 

施設 

 高レベル廃液濃縮 

缶凝縮器 

 減衰器 

Ｓ 

 

Ｓ 

   機器等の支持構造 

 物 

  分離建屋  

   放射線管  主排気筒の排気筒   Ｓ  第２非常用ディー Ｓ  機器等の支持構造   主排気筒管理建屋  

   理施設  モニタ   ゼル発電機   物   非常用電源建屋  

      第２非常用蓄電池 Ｓ    制御建屋  
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

                      (注１) 

補 助 設 備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ  ７）上記１)～６)の施設 

   の機能を確保するため 

   の設備 

   （非常用所内電源系統，

安全圧縮空気系，安全

蒸気系及び安全冷却水

系） 

 その他再 

 処理設備 

 の附属施 

 設 

非常用所内電源系統 

第１非常用ディー 

ゼル発電機 

第１非常用蓄電池 

重油タンク 

第２非常用ディー 

ゼル発電機 

第２非常用蓄電池 

燃料油貯蔵タンク 

安全圧縮空気系 

空気圧縮機 

空気貯槽 

安全蒸気系 

ボイラ 

安全冷却水系 

冷却塔 

冷却水循環ポンプ 

 

 

Ｓ 

 

Ｓ 

Ｓ 

Ｓ 

 

Ｓ 

Ｓ 

 

Ｓ 

Ｓ 

 

Ｓ 

 

Ｓ 

Ｓ 

 

   機器等の支持構造 Ｓ  使用済燃料受入れ・貯蔵建  北換気筒(注13) 

    物   屋  

      前処理建屋  

      分離建屋  

      精製建屋  

       ウラン・プルトニウム混合  

       脱硝建屋  

       高レベル廃液ガラス固化建  

  

 

   

 屋 

 非常用電源建屋 

 制御建屋 

 洞道 
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

                      (注１) 

補 助 設 備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲        

Ｓ  ７）上記１)～６)の施設 

   の機能を確保するため 

   の設備 

   （安全保護回路及び保

護動作を行う機器） 

 

－ 高レベル廃液濃縮缶

加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路及び

遮断弁 

逆抽出塔溶液温度高

による加熱停止回路

及び遮断弁 

分離施設のウラン濃

縮缶加熱蒸気温度高

による加熱停止回路

及び遮断弁 

プルトニウム濃縮缶

加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路及び

遮断弁 

第２酸回収系の蒸発

缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路 

及び遮断弁 

可溶性中性子吸収材

緊急供給回路及びせ

ん断停止回路並びに

可溶性中性子吸収材

緊急供給系 

固化セル移送台車上

の質量高によるガラ

ス流下停止回路及び

ガラス溶融炉の流下

停止系 

プルトニウム洗浄器

中性子検出器の計数

率高による工程停止

回路及び遮断弁 

高レベル廃液濃縮缶

凝縮器排気出口温度

高による加熱停止回

路 

固化セル圧力高によ

る固化セル隔離ダン

パの閉止回路及び固

化セル隔離ダンパ 
 

Ｓ 

 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

 

Ｓ 

 

 

 

Ｓ 

 

 

 

Ｓ 

 

 

 

 

Ｓ 

 

 

 

 

Ｓ 

 

 

 

Ｓ 

 

 

 

Ｓ 

 

   機器等の支持構造 Ｓ  前処理建屋  

    物   分離建屋  

      精製建屋  

       高レベル廃液ガラス固化建  

      屋  

      制御建屋  
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

                      (注１) 

補 助 設 備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ  ７）上記１)～６)の施設 

   の機能を確保するため 

   の設備 

   （安全上重要な施設の

漏えい液を受ける漏

えい液受皿の集液溝

の液位警報及び漏え

い液受皿から漏えい

液を回収するための

系統のうち安全上重

要な施設） 

 

－ 以下のセルの漏えい

液受皿の集液溝の液

位警報及び漏えい液

受皿から漏えい液を

回収するための系統 

前処理建屋 

溶解槽セル 

 中継槽セル 

 清澄機セル 

 計量・調整槽セル 

 計量後中間貯槽セ 

 ル 

放射性配管分岐第 

１セル 

放射性配管分岐第 

４セル 

分離建屋 

 溶解液中間貯槽セ 

 ル 

溶解液供給槽セル 

 抽出塔セル 

 プルトニウム洗浄 

器セル 

抽出廃液受槽セル 

抽出廃液供給槽セ 

ル 

分離建屋一時貯留 

処理槽第１セル 

分離建屋一時貯留 

処理槽第２セル 

放射性配管分岐第 

２セル 

高レベル廃液供給 

槽セル 

精製建屋 

プルトニウム濃縮 

液受槽セル 

プルトニウム濃縮 

液一時貯槽セル 

プルトニウム濃縮 

液計量槽セル 

  Ｓ    機器等の支持構造 Ｓ  前処理建屋  

     物   分離建屋  

       精製建屋  

       制御建屋  
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

                      (注１) 

補 助 設 備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ  ７）上記１)～６)の施設 

   の機能を確保するため 

   の設備 

   （安全上重要な施設の

漏えい液を受ける漏

えい液受皿の集液溝

の液位警報及び漏え

い液受皿から漏えい

液を回収するための

系統のうち安全上重

要な施設） 

（つづき） 

 

－ 以下のセルの漏えい

液受皿の集液溝の液

位警報及び漏えい液

受皿から漏えい液を

回収するための系統 

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

硝酸プルトニウム 

貯槽セル 

混合槽セル 

一時貯槽セル 

高レベル廃液ガラ 

ス固化建屋 

高レベル濃縮廃液 

貯槽セル 

不溶解残渣廃液貯 

槽セル 

高レベル廃液共用 

貯槽セル 

高レベル濃縮廃液 

一時貯槽セル 

不溶解残渣廃液一 

時貯槽セル 

高レベル廃液混合 

槽セル 

固化セル 

以下のセルの漏えい

液受皿の集液溝の液

位警報 

精製建屋 

 プルトニウム精製

塔セル 

 プルトニウム濃縮

缶供給槽セル 

 油水分離槽セル 

 放射性配管分岐第

１セル 

Ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

   機器等の支持構造 Ｓ  精製建屋  

    物   ウラン・プルトニウム混合  

      脱硝建屋  

      高レベル廃液ガラス固化建  

      屋  

       制御建屋  
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

                      (注１) 

補 助 設 備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ  ７）上記１)～６)の施設 

   の機能を確保するため 

   の設備 

   （地震後において，その

機能が継続して必要

な計測制御施設等） 

－ プルトニウム濃縮缶

加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路及び

遮断弁 

せん断処理・溶解廃

ガス処理設備の系統

の圧力警報 

塔槽類廃ガス処理設

備のうち，下記の系

統の圧力警報 

前処理建屋塔槽類

廃ガス処理設備 

分離建屋塔槽類廃

ガス処理設備 塔

槽類廃ガス処理系 

精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備 塔

槽類廃ガス処理系 

（Ｐｕ系） 

 ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋

塔槽類廃ガス処理

設備 

 高レベル廃液ガラ

ス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス

固化廃ガス処理設備

の系統の圧力警報 

結合装置圧力信号に

よる流下ノズル加熱

停止回路 

制御建屋中央制御室

換気設備 

Ｓ 

 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

   機器等の支持構造 

物 

Ｓ  前処理建屋 

 分離建屋 

 精製建屋 

 ウラン・プルトニウム混合 

脱硝建屋 

 高レベル廃液ガラス固化建

屋 

 制御建屋 
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

                      (注１) 

補 助 設 備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ  ８）その他の施設 

   （機能喪失により臨界

に至る可能性のある

計測制御系統施設に

係る安全上重要な施

設） 

－ 燃料せん断長位置異

常によるせん断停止

回路 

エンド ピースせん

断位置異常によるせ

ん断停止回路 

溶解槽溶解液密度高

によるせん断停止回

路 

第１よう素追出し槽

及び第２よう素追出

し槽の溶解液密度高

による警報 

エンド ピース酸洗

浄槽洗浄液密度高に

よるせん断停止回路 

プルトニウム洗浄器

アルファ線検出器の

故障警報及び工程停

止回路（分離施設） 

プルトニウム洗浄器

アルファ線検出器の

故障警報及び工程停

止回路（精製施設） 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

 

 

Ｓ 

 

 

 

   機器等の支持構造 

物 

Ｓ  前処理建屋 

 分離建屋 

 精製建屋 

 制御建屋 
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2
-
4
6
 

 (つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

                      (注１) 

補 助 設 備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ  ８）その他の施設 

   （機能喪失により臨界

に至る可能性のある

計測制御系統施設に

係る安全上重要な施

設） 

      （つづき） 

 

－ せん断刃位置異常に

よるせん断停止回路 

溶解槽溶解液温度低

によるせん断停止回

路 

硝酸供給槽硝酸密度

低によるせん断停止

回路 

可溶性中性子吸収材

緊急供給槽液位低に

よるせん断停止回路 

エンド ピース酸洗

浄槽洗浄液温度低に

よるせん断停止回路 

エンド ピース酸洗

浄槽供給硝酸密度低

によるせん断停止回

路 

エンド ピース酸洗

浄槽供給硝酸流量低

によるせん断停止回

路 

Ｓ 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

 

Ｓ 

 

 

 

   機器等の支持構造 

物 

Ｓ  前処理建屋 

 制御建屋 
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

                      (注１) 

補 助 設 備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｓ  ８）その他の施設 

   （遮蔽設備） 

－ 高レベル廃液ガラス

固化建屋のガラス固

化体除染室の遮蔽設

備 

高レベル廃液ガラス

固化建屋のガラス固

化体検査室の遮蔽設

備 

高レベル廃液ガラス

固化建屋の貯蔵区域

の遮蔽設備 

第１ガラス固化体貯

蔵建屋の貯蔵区域の

遮蔽設備 

第１ガラス固化体貯

蔵建屋の受入れ室の

遮蔽設備 

第１ガラス固化体貯

蔵建屋床面走行クレ

ーンの遮蔽設備 

第１ガラス固化体貯

蔵建屋のトレンチ移

送台車の遮蔽設備 

チャンネルボック

ス・バーナブルポイ

ズン処理建屋の貯蔵

室の遮蔽設備 

ハル・エンド ピース

貯蔵建屋の貯蔵プー

ルの遮蔽設備 

分離建屋と高レベル

廃液ガラス固化建屋

を接続する洞道の遮

蔽設備 

Ｓ 

 

 

 

Ｓ 

 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

 

 

 

Ｓ 

 

 

Ｓ 

  

 機器等の支持構造 

物 

Ｓ チャンネル ボッ クス・バー

ナブル 

 ポイズン処理建屋ハル・エン

ド ピース貯蔵建屋 

 高レベル廃液ガラス固化建

屋 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 洞道 
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等 
 

                              (注１) 

補   助   設   備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                   (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

  Ｂ  １）放射性物質の放出を  気体廃棄  Ｂクラスの塔槽類   Ｂ    機器等の支持構造 Ｂ  前処理建屋  

   伴うような場合に，そ  物の廃棄  の塔槽類廃ガス処     物   分離建屋  

   の外部放散を抑制する  施設  理設備       精製建屋  

   ための施設で，Ｓクラ         ウラン脱硝建屋  

   スに属さない施設     Ｂクラスの塔       ウラン・プルトニウム混合  

      槽類から排風       脱硝建屋  

      機を経て弁ま       高レベル廃液ガラス固化建  

      での範囲       屋  

          低レベル廃液処理  

          建屋  

          低レベル廃棄物処理建屋  

          チャンネル ボックス・バー  

          ナブルポイズン処理建屋  

          ハル・エンド ピース貯蔵建  

          屋  

          分析建屋  

            

           

           

    高レベル廃液ガラ   Ｂ    機器等の支持構造 Ｂ  高レベル廃液ガラス固化建  

    ス固化廃ガス処理     物   屋  

    設備の廃ガス洗浄        

    液槽        

           

    Ｂクラスのセル等   Ｂ    機器等の支持構造 Ｂ  前処理建屋  

    の換気設備     物   分離建屋  

          精製建屋  

      Ｂクラスのセ       ウラン・プルトニウム混合  

      ル等から排風       脱硝建屋  

      機を経てダン       高レベル廃液ガラス固化建  

      パまでの範囲       屋  

          分析建屋  

           

    セル等  Ｂクラスの設備を   Ｂ       

    収納するセル等        
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等          
                              (注１) 
               (注９) 

補 助 設 備            
 

                   (注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                   (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                      (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｂ  ２）放射性物質を内蔵し    使用済燃  使用済燃料受入れ   Ｂ    機器等の支持構造 Ｂ  使用済燃料受入れ・貯蔵建  

   ている施設であって，    料の受入  ・貯蔵建屋天井ク     物   屋  

   Ｓクラスに属さない  れ施設及  レーン        

   施設   び貯蔵施  燃料取出し装置   Ｂ       

  （ただし内蔵量が少ない   設  燃料移送水中台車   Ｂ       

   か又は貯蔵方式により，   燃料取扱装置   Ｂ       

   その破損により公衆に   バスケット取扱装   Ｂ       

   与える放射線の影響が   置        

   十分小さいものは除く。）   バスケット搬送機   Ｂ       

    プール水浄化系   Ｂ       

   せん断処  燃料横転クレーン   Ｂ    機器等の支持構造 Ｂ  前処理建屋  

   理施設  せん断機   Ｂ    物    

   溶解施設  ハル洗浄槽   Ｂ＊    機器等の支持構造 Ｂ  前処理建屋  

    エンドピ－ス酸洗   Ｂ    物    

   
 浄槽 

 水バッファ槽 

 

  Ｂ＊       

   分離施設  プルトニウム洗浄   Ｂ＊    機器等の支持構造 Ｂ  分離建屋  

    器     物    

    ウラン逆抽出器   Ｂ       

    ウラン溶液ＴＢＰ   Ｂ       

    洗浄器        

    ウラン濃縮缶   Ｂ       

    第５一時貯留処理   Ｂ＊       

    槽        

    第９一時貯留処理   Ｂ＊       

    槽        

    第１０一時貯留処   Ｂ＊       

    理槽        

   精製施設  抽出器   Ｂ    機器等の支持構造 Ｂ  精製建屋  

    核分裂生成物洗浄   Ｂ    物    

    器        

    逆抽出器   Ｂ       

    抽出廃液ＴＢＰ洗   Ｂ       

    浄器        

    ウラン溶液ＴＢＰ   Ｂ       

    洗浄器        
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等          
                              (注１) 
                              (注９) 

補 助 設 備            
 

                  （注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                   (注３) 

間接支持構造物         
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                      (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｂ  ２）放射性物質を内蔵し  精製施設  ウラン濃縮缶   Ｂ    機器等の支持構造 Ｂ  精製建屋  

   ている施設であって,   ＴＢＰ洗浄塔   Ｂ    物    

   Ｓクラスに属さない   プルトニウム洗浄   Ｂ       

   施設    器        

  （ただし内蔵量が少ない    ウラン逆抽出器   Ｂ       

   か又は貯蔵方式により，   逆抽出液ＴＢＰ洗   Ｂ       

   その破損により公衆に   浄器        

   与える放射線の影響が   第４一時貯留処理   Ｂ＊       

   十分小さいものは除く。）   槽        

        （つづき）   第５一時貯留処理   Ｂ       

    槽        

    第８一時貯留処理   Ｂ       

    槽        

    第９一時貯留処理   Ｂ       

    槽        

   脱硝施設  濃縮缶   Ｂ    機器等の支持構造 Ｂ  ウラン脱硝建屋  

    脱硝塔   Ｂ    物   ウラン・プルトニウム混合  

    硝酸ウラニル貯槽   Ｂ      脱硝建屋  

   
ばいしょう

焙焼 炉   Ｂ       

    還元炉   Ｂ       

    混合機   Ｂ       

    粉末充てん機   Ｂ       

   酸及び溶  酸回収設備     機器等の支持構造 Ｂ  分離建屋  

   媒の回収   蒸発缶   Ｂ    物   精製建屋  

   施設   精留塔   Ｂ       

    溶媒回収設備        

     第１洗浄器   Ｂ＊       

     第２洗浄器   Ｂ       

     第３洗浄器   Ｂ       

     蒸発缶   Ｂ       

     溶媒蒸留塔   Ｂ       

   製品貯蔵  貯蔵室クレーン   Ｂ      ウラン酸化物貯蔵建屋  

   施設        ウラン・プルトニウム混合  

    貯蔵台車   Ｂ      酸化物貯蔵建屋  

   洞道搬送台車  Ｂ       
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

               (注１) 

補 助 設 備            
 

         （注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

          (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
           (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

Ｂ  ２）放射性物質を内蔵し    液体廃棄  アルカリ廃液濃縮   Ｂ    機器等の支持構造 Ｂ  分離建屋  

   ている施設であって，    物の廃棄  缶     物   高レベル廃液ガラス固化建  

   Ｓクラスに属さない  施設  アルカリ濃縮廃液   Ｂ      屋  

   施設    貯槽       低レベル廃液処理建屋  

  （ただし内蔵量が少ない    低レベル廃液蒸発   Ｂ      使用済燃料輸送容器管理建  

   か又は貯蔵方式により，   缶       屋の除染エリア  

   その破損により公衆に   第１放出前貯槽   Ｂ      使用済燃料受入れ・貯蔵建  

   与える放射線の影響が   第１海洋放出ポン   Ｂ      屋  

   十分小さいものは除く。）   プ         

        （つづき）   海洋放出管   Ｂ        

      第２海洋放出        

      ポンプを経て        

      第１海洋放出        

      ポンプから導        

      かれる海洋放        

      出管との合流        

      点までの範囲        

      を除く。          

    除染ピット   Ｂ       

   固体廃棄  アルカリ濃縮廃液   Ｂ    機器等の支持構造 Ｂ  高レベル廃液ガラス固化建  

   物の廃棄  中和槽     物   屋  

   施設  ガラス固化体検査   Ｂ      第１ガラス固化体貯蔵建屋  

    室天井クレーン       低レベル廃棄物処理建屋  

    第１ガラス固化体   Ｂ      使用済燃料受入れ・貯蔵建  

    貯蔵建屋床面走行       屋  

    クレーン（注７）       チャンネル ボックス・バー  

    乾燥装置   Ｂ      ナブルポイズン処理建屋  

    熱分解装置   Ｂ      ハル・エンド ピース貯蔵建  

    焼却装置   Ｂ      屋  

    固化装置   Ｂ       

    第１切断装置   Ｂ       

    第２切断装置   Ｂ       

    低レベル固体廃棄   Ｂ       

    物貯蔵設備        

   その他再  分析設備   Ｂ    機器等の支持構造 Ｂ  分析建屋  

   処理設備      物    

   の附属施         

   設         122
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

                              (注１) 

補 助 設 備            
 

                  （注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                   (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

  Ｃ  Ｓ，Ｂクラスに属さない  使用済燃  使用済燃料輸送容   Ｃ    機器等の支持構造   Ｃ  使用済燃料輸送容器管理建  

  施設  料の受入  器管理建屋天井ク     物   屋(注８)  

   れ施設及  レーン       使用済燃料受入れ・貯蔵建  

   び貯蔵施  使用済燃料輸送容   Ｃ      屋  

   設  器移送台車        

    使用済燃料輸送容   Ｃ       

    器保守設備        

   気体廃棄  Ｓ及びＢクラス以   Ｃ    機器等の支持構造   Ｃ   

   物の廃棄  外の塔槽類廃ガス     物    

   施設  処理設備及び換気        

    設備        

   液体廃棄  第２放出前貯槽   Ｃ    機器等の支持構造   Ｃ  使用済燃料受入れ・貯蔵管  

   物の廃棄  第２海洋放出ポン   Ｃ    物   理建屋  

   施設  プ        

    海洋放出管   Ｃ       

           

      第２海洋放出        

      ポンプを経て        

      第１海洋放出        

      ポンプから導        

      かれる海洋放        

      出管との合流        

      点までの範囲        

           

   低レベル廃液処理  Ｃ      低レベル廃液処理建屋  

   設備        

           

      ＭＯＸ燃料加        

      工施設との取        

      合いに係る配        

      管        
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(つづき) 

耐 震 

クラス 
   クラス別施設 

主 要 設 備 等           
 

                              (注１) 

補 助 設 備            
 

                  （注２） 

直 接 支 持 構 造 物          
 

                   (注３) 

間 接 支 持 構 造 物          
                   (注４) 
                   (注10) 

波及的影響を考慮すべき設備                
 
                       (注５) 

  施設名 適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       
耐 震 

 
クラス 

適 用 範 囲       適 用 範 囲       

  Ｃ  Ｓ，Ｂクラスに属さない  固体廃棄  ガラス固化体検査 Ｃ    機器等の支持構造 Ｃ  高レベル廃液ガラス固化建  

  施設    （つづき）  物の廃棄  装置     物   屋  

   施設  低レベル固体廃棄 Ｃ      チャンネル ボックス・バー  

    物貯蔵設備       ナブルポイズン処理建屋  

          ハル・エンド ピース貯蔵  

          建屋  

          第１低レベル廃棄物貯蔵建  

          屋  

          第２低レベル廃棄物貯蔵建  

          屋  

          第４低レベル廃棄物貯蔵建  

          屋  

           

   放射線管  Ｓクラスの６)に該 Ｃ    機器等の支持構造 Ｃ   

   理施設  当する以外の放射     物    

    線管理施設        

   その他再  受電開閉設備 Ｃ    機器等の支持構造 Ｃ   

   処理設備  給水処理設備 Ｃ    物    

   の附属施  蒸気供給設備 Ｃ       

   設  分析設備 Ｃ       

   

火災防護設備  

溢水防護設備 

竜巻防護対策設備 

Ｃ 

Ｃ 

Ｃ 
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（注１）主要設備等とは，当該機能に直接的に関連する設備及び構築物をいう。 
（注２）補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 
（注３）直接支持構造物とは，主要設備，補助設備に直接取り付けられる支持構造物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。 
（注４）間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 
（注５）波及的影響を考慮すべき設備とは，下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれのあ 

る設備をいう。 
（注６）第１切断装置は，固体廃棄物の廃棄施設であるが，燃料貯蔵設備のチャンネル ボックス・バーナブル ポイズン取扱ピットに設置しているため， 

当該ピットへの波及的影響を考慮すべき設備として，本欄に記載するものとする。 
（注７）第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンはＢクラスであるが，Ｓクラスの遮蔽容器と一体構造のため，Ｓクラス施設に適用される地震力に 

対し，耐えるように設計する。 
（注８）使用済燃料輸送容器管理建屋の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫及びトレーラ エリアは，輸送容器に波及的破損を与えないよう設計す

る。 
（注９）Ｂ＊は溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止するため，構造強度上Ｓクラスとする施設を示す。 
（注10）使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プル 

トニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，第１ガラス固化体 
貯蔵建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋，チャンネル ボックス・バ－ナブル ポイズン処理建屋，ハル・エンド ピース貯蔵 
建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋及び分析建屋並びに分離建屋と精製建屋を接続する洞道及び精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
を接続する洞道の遮蔽設備はＢクラスとする。 

（注11）形状寸法管理を行う設備のうち，臨界の発生防止の観点でＳクラスとする設備とは，溶解設備の溶解槽（連続式）からウラン・プルトニウム混
合脱硝設備の混合槽に至るプルトニウム溶液の主要な流れに位置する設備並びにプルトニウム精製設備のプルトニウム溶液一時貯槽，プルトニ
ウム濃縮液一時貯槽，リサイクル槽，希釈槽，分離建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽，
第８一時貯留処理槽，精製建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽，第３一時貯留処理槽及びウラン・プルトニウム
混合脱硝設備の一時貯槽を示す。 

（注12）ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の通常運転時は，中央制御室からの遠隔操作であり，運転員及び作業員が機器を収納するグローブ ボックスの
グローブ作業を実施する場合は，主に核燃料物質が存在しない状態で行う当該グローブ ボックス内機器の点検及び保修作業時であることから，点
検及び保修作業時には，万一の場合にもその影響が限定的であり，作業員についても放射線防護に必要な装備を講じた上で作業を行うため，作業
員の被ばくも管理された状態である。このことから，混合槽から硝酸プルトニウム溶液及び硝酸ウラニル溶液の混合溶液を移送する系統上の機器
を収納するグローブ ボックスについてはＢクラス施設とし，収納するＳクラス施設に対する波及的影響を防止するため，基準地震動Ｓｓによる確
認を行う。また，Ｂクラス施設とするグローブ ボックスからの排気系及び漏えい液の回収系は，Ｓクラス施設と繋がる隔離弁（Ｓクラス施設）又
は水封までをＢクラス施設とし，混合槽から混合溶液を移送する系統上の二重配管の外管は，収納するＳクラス施設への波及的影響を防止するた
め，基準地震動Ｓｓによる確認を行う。 

（注13）北換気筒はＣクラスであるが，Ｓクラスの冷却塔へ波及的影響を与えないようＳクラス施設に適用される地震力に対し，耐えるように設計する。 

2－
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第 1.6－２表 耐震重要度に応じて定める静的地震力 

 

（１） Kh(3.0Ci)は，3.0Ci より定まる建物・構築物の水平地震力。Ci は下式による。 

Ci=Rt・Ai・Co  Rt：振動特性係数 Ai：Ci の分布係数 Co：標準せん断力係数 

（２） Kv(1.0Cv)は，1.0Cv より定まる建物・構築物の鉛直地震力。Cv は下式による。 

Cv=0.3・Rt    Rt：振動特性係数 

（３） Kh(3.6Ci)は，3.6Ci より定まる機器・配管系の水平地震力。 

（４） Kv(1.2Cv)は，1.2Cv より定まる機器・配管系の鉛直地震力。 

  

項 目 
耐震 

重要度分類 

静的地震力 

水平 鉛直 

建物・構築物 

Ｓ Kh（3.0Ci）(1) Kv（1.0Cv）(2) 

Ｂ Kh（1.5Ci） － 

Ｃ Kh（1.0Ci） － 

機器・配管系 

Ｓ Kh（3.6Ci）(3) Kv（1.2Cv）(4) 

Ｂ Kh（1.8Ci） － 

Ｃ Kh（1.2Ci） － 
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第 1.6－３表 耐震重要度に応じて定める動的地震力 

 

（１） Kh(Ss)は，水平方向の基準地震動に基づく水平地震力。 

（２） Kh(Sd)は，水平方向の弾性設計用地震動に基づく水平地震力。 

（３） Kv(Ss)は，鉛直方向の基準地震動に基づく鉛直地震力。 

（４） Kv(Sd)は，鉛直方向の弾性設計用地震動に基づく鉛直地震力。 

（５） Kh(Sd/2)は，水平方向の弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものに基づく水平地震力で

あって，Ｂクラスの施設の地震動に対して共振のおそれのある施設について適用する。 

（６） Kv(Sd/2)は，鉛直方向の弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものに基づく鉛直地震力で

あって，Ｂクラスの施設の地震動に対して共振のおそれのある施設について適用する。 

 

項 目 
耐震 

重要度分類 

動的地震力 

水平 鉛直 

建物・構築物 

Ｓ 
Kh（Ss）(1) 

Kh（Sd）(2) 

Kv（Ss）(3) 

Kv（Sd）(4) 

Ｂ Kh（Sd/2）(5) Kv（Sd/2）(6) 

Ｃ － － 

機器・配管系 

Ｓ 
Kh（Ss）(1) 

Kh（Sd）(2) 

Kv（Ss）(3) 

Kv（Sd）(4) 

Ｂ Kh（Sd/2）(5) Kv（Sd/2）(6) 

Ｃ － － 
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第 1.6－１図(１) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＮＳ方向） 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ１ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ２ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ３ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ４ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ５ 
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第 1.6－１図(２) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＥＷ方向） 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ１ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ２ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ３ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ４ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ５ 
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第 1.6－１図(３) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＵＤ方向） 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ１ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ２ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ３ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ４ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ５ 

(h=0.05)
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第 1.6－１図(４) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（水平方向） 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ１ 水平方向 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ２ ダム軸方向 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ２ 上下流方向 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ３ NS 方向 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ３ EW 方向 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４ NS 方向 ※ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４ EW 方向 ※ 

※）基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は水平方向のみの地震動であることから、基準地
震動Ｓｓ－Ｃ４（水平方向）に対し、鉛直方向の地震力と組み合わせた
影響評価を行う場合には、第 1.6-５表及び第 1.6-６図に示す一関東評価
用地震動（鉛直）を用いる。また、弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４（水平
方向）と組み合わせる場合には、本地震波に 0.5 を乗じた地震動を用い
る。 
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第 1.6－１図(５) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（鉛直方向） 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ１ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ２ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ３ 

(h=0.05)
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第 1.6－２図(１) 弾性設計用地震動Ｓｄ－ＡＨ，Ｓｄ－ＡＶの設計用模擬地震波の 

加速度時刻歴波形 
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（c）ＵＤ方向 

第 1.6－２図(２) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ１の加速度時刻歴波形 
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第 1.6－２図(３) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ２の加速度時刻歴波形 

135



2-65 
 

0 10 20 30 40 50 60
-300

-200

-100

0

100

200

300

時間(s)

加
速

度
(c

m
/
s2

)
221.3

 

 

（a）ＮＳ方向 

 

0 10 20 30 40 50 60
-300

-200

-100

0

100

200

300

時間(s)

加
速

度
(c

m
/
s2

)

224.7

 

 

（b）ＥＷ方向 

 

0 10 20 30 40 50 60
-300

-200

-100

0

100

200

300

時間(s)

加
速

度
(c

m
/
s2

)

202.8
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第 1.6－２図(４) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ３の加速度時刻歴波形 
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第 1.6－２図(５) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ４の加速度時刻歴波形 
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（c）ＵＤ方向 

第 1.6－２図(６) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ５の加速度時刻歴波形 
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（b）鉛直方向 

 

第 1.6－２図(７) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ１の加速度時刻歴波形 
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（b）上下流方向 
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（c）鉛直方向 

第 1.6－２図(８) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ２の加速度時刻歴波形 
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（b）ＥＷ方向 
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（c）ＵＤ方向 

 

第 1.6－２図(９) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ３の加速度時刻歴波形 
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第 1.6－２図(10) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４の加速度時刻歴波形 
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第 1.6－３図 弾性設計用地震動と基準地震動Ｓ１の応答スペクトルの比較 
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第 1.6－４図(１) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５） 

と一様ハザードスペクトルの比較（水平方向） 
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一様ハザードスペクトル（年超過確率 10-4） 

一様ハザードスペクトル（年超過確率 10-5） 

一様ハザードスペクトル（年超過確率 10-6） 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ(Ｂ１～Ｂ５) 
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第 1.6－４図(２) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５） 

と一様ハザードスペクトルの比較（鉛直方向） 
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第 1.6－４図(３) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ４）と 

一様ハザードスペクトルの比較（水平方向） 
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第 1.6－４図(４) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ３）と 

一様ハザードスペクトルの比較（鉛直方向） 
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再処理施設　安全審査　整理資料　補足説明資料リスト

資料№ 名称

3章安全審査資料　2-4　3次元応答正常の影響及び水平2方向の地震力による影響に関する検討方針

補足説明資料2-4 入力地震動算定用地盤モデルの設定の考え方 3章安全審査資料　参考資料　入力地震動算定用地盤モデルの設定の考え方

3章安全審査資料　3.既設工認の評価手法等からの変更事項

別紙-1　Ⅳ-2-2-1-7　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の耐震性に関する計算書

3章安全審査資料　2-2-2　建物・構築物(洞道)　～評価方針～

3章安全審査資料　2-2-3　機器・配管系　～評価方針～

3章安全審査資料　2-2-1　建物・構築物　～評価方針～

補足説明資料2-6 機能維持の検討方針 別添-1　Ⅳ-1-2-3　機能維持の検討方針

補足説明資料2-7
耐震重要度分類見直し結果の反映に伴う再処理施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則への
影響について

新規作成

補足説明資料2-8 建屋換気設備の耐震クラスの変更 新規作成

補足説明資料2-10 安全上重要な施設と耐震重要度分類の整理 整理資料（8/22提出） 補足説明資料-1（第7条）

3章安全審査資料　2-2　具体的な施設の評価方法

備考（8月提出済みの資料については資料番号を記載）

3章安全審査資料　2-3　Sクラスに属する施設の下位クラス施設による波及的影響

別添-2　Ⅳ-1-7　設工認基本方針_水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針

地震応答解析の基本方針補足説明資料2-5

補足説明資料2-1 耐震設計の基本方針

水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針補足説明資料2-3

第７条：地震による損傷の防止

再処理施設　安全審査　整理資料　補足説明資料
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補足説明資料 2-1（７条） 
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補 2-1-3 

1. 耐震設計の基本方針 

1.1 安全機能を有する施設の耐震設計の基本方針 

再処理施設の耐震設計は，安全機能を有する施設については地震により安全機能

が損なわれるおそれがないことを目的とし，「事業指定基準規則」に適合するよう

に設計する。 

 

(1)  安全機能を有する施設のうち，地震により生ずるおそれがあるその安全

機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの

(以下「Ｓクラスの施設」という。)は，その供用中に当該施設に大きな影響

を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力に対して，

その安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

(2)  安全機能を有する施設は，地震により発生するおそれがある安全機能の

喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による

安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止

する観点から，各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以

下「耐震重要度」という。）に応じて，耐震重要度分類をＳクラス，Ｂクラ

ス及びＣクラスに分類し，それぞれに応じた地震力に十分耐えられるように

設計する。 

(3)  安全機能を有する施設における建物・構築物については，耐震重要度分

類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても，当該安全

機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置する。  

(4)  Ｓクラスの施設は，基準地震動による地震力に対してその安全機能が損

なわれるおそれがないように設計する。 

 建物・構築物については，構造物全体としての変形能力に対して十分な余

裕を有するように，機器・配管系については，塑性ひずみが生じる場合であ
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補 2-1-4 

っても，その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設の機能を保持できるように設計する。 

 建物・構築物のうち構築物（洞道）は，構造部材の曲げについては限界層

間変形角または曲げ耐力，構造部材のせん断についてはせん断耐力に対して

妥当な安全余裕をもたせる設計とする。 

 また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方

の地震力に対して概ね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計する。 

(5)  Ｓクラスの施設について，静的地震力は水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。 

 Ｓクラスの施設に適用する動的地震力は，水平２方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて作用するものとする。 

(6)  Ｂクラスの施設は，静的地震力に対して概ね弾性状態に留まる範囲で耐

えるように設計する。 

 また，共振のおそれのあるものについては，その影響についての検討を行

う。その場合，検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動に 2 分の 1 を乗じ

たものとする。なお，当該地震動による地震力は，水平２方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて作用するものとする。 

 Ｃクラスの施設は，静的地震力に対して概ね弾性状態に留まる範囲で耐え

るように設計する。 

(7)  Ｓクラスの施設が，それ以外の再処理事業所内にある施設（資機材等含

む）の波及的影響によって，それぞれその安全機能が損なわれないものとす

る。 

(8)  安全上重要な施設の周辺斜面は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，

安全上重要な施設に影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれがないものと

する。 
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補 2-1-5 

(9)  その破損により臨界を引き起こす可能性のあるものは，基準地震動Ｓｓ

による地震力に対し，臨界を引き起こさないことの確認を行う。 

(10)  安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響

が低減されるように考慮する。 
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補 2-1-6 

2. 耐震重要度分類の設備分類 

2.1 安全機能を有する施設の耐震重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり分類する。 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内包している施設，当該施設に直接関係しておりその機能

喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部

に放出する可能性のある事態を防止するために必要な施設及び事故発生の際

に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させるために必要な施設で

あって，環境への影響が大きいもの。 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスの施設と

比べ小さい施設。 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は

公共施設と同等の安全性が要求される施設。 
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2.2 波及的影響に対する考慮 

Ｓクラスの施設は，耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設（以下「下位

クラス施設」という。）の波及的影響によって，その安全機能が損なわれないも

のとする。 

波及的影響については，Ｓクラスの施設の設計に用いる地震動又は地震力を適

用して影響評価を行う。なお，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配

置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。 

影響評価に当たっては，以下の４つの観点をもとに，敷地全体をふかんした調

査・検討を行い，Ｓクラスの施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

なお，原子力施設の地震被害情報をもとに，４つの観点以外に検討すべき事項

がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点を追加する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による

影響 

a. 不等沈下 

Ｓクラスの施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下によ

り，Ｓクラスの施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

b. 相対変位 

Ｓクラスの施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設

とＳクラスの施設の相対変位により，Ｓクラスの施設の安全機能へ影響がな

いことを確認する。 

(2) Ｓクラスの施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

Ｓクラスの施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，Ｓクラスの施設

に接続する下位クラス施設の損傷により，Ｓクラスの施設の安全機能へ影響が

ないことを確認する。 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によるＳクラスの施
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設への影響 

Ｓクラスの施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位ク

ラス施設の損傷，転倒及び落下により，Ｓクラスの施設の安全機能へ影響がな

いことを確認する。 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によるＳクラスの施

設への影響 

Ｓクラスの施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位ク

ラス施設の損傷，転倒及び落下により，Ｓクラスの施設の安全機能へ影響がな

いことを確認する。 

 

なお，Ｓクラスの施設に対する波及的影響の評価に当たっては，溢水・火災の

観点からも波及的影響がないことを確認する。 

上記の観点から調査・検討等を行い抽出された波及的影響を考慮すべきこれら

の下位クラス施設は，Ｓクラスの施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して

耐震性を保持する，又はその波及的影響を想定してもＳクラスの施設の有する機

能を保持するよう設計する。 
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3. 設計用地震力 

3.1 地震力の算定法 

3.1.1 安全機能を有する施設 

安全機能を有する施設の耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

(1) 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣ

クラスの施設に適用することとし，それぞれ耐震重要度分類に応じて，以下の

地震層せん断力係数 Ci 及び震度に基づき算定するものとする。 

耐震重要度分類に応じて定める静的地震力を第 4.1－1 表に示す。 

a. 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数 Ci に，次に示す施設の耐震重要度分類

に応じた係数を乗じ，更に当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数 Ci は，標準せん断力係数 C0 を 0.2 以上とし，

建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数 Cｉに乗

じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラ

スともに 1.0 とし，その際に用いる標準せん断力係数 C0 は 1.0 以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向

の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度 0.3 以上を基準とし，

建物・構築物の振動特性及び地盤の種類を考慮し，高さ方向に一定として求

めた鉛直震度より算定するものとする。 
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b. 機器・配管系 

静的地震力は，上記 a.に示す地震層せん断力係数 Ci に施設の耐震重要度

分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として，当該水平震度及び上記 a.

の鉛直震度をそれぞれ 20%増しとした震度より求めるものとする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向

の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

上記 a.及び b.の標準せん断力係数 C0 等の割増し係数の適用については，耐震

性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して

設定する。 

 

(2) 動的地震力 

安全機能を有する施設については，動的地震力は，Ｓクラスの施設並びにＢク

ラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用する。Ｓクラスの施設について

は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

なお，Ｂクラスの施設のうち支持構造物の振動と共振のおそれのあるものに

ついては，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性設計用地震動Ｓｄから定める入

力地震動の振幅を 2 分の 1 にしたものによる地震力を適用し，動的解析により

水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

耐震重要度分類に応じて定める動的地震力を第 4.1－2 表に示す。 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を

適切に考慮する。動的解析の方法等については，補足説明資料 2-5「地震応

答解析の基本方針」に示す。 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて影響検

討を行う。動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組合せについては，水平 1
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方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響の可能性が

ある施設・設備を抽出し，３次元応答性状の可能性も考慮した上で既往の方法

を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。その方針を補足説明資料 2-3「水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目的として設置し

た地震観測装置から得られた観測記録により振動性状の把握を行う。 

3.2 設計用地震力 

「3.1 地震力の算定法」に基づく設計用地震力は補足説明資料 2-6「機能維

持の検討方針」に示す。   
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4. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，安全機能を有する施設の耐震重要度分類に

応じた地震動に対して，施設の構造強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない施設など，構造強度

に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，電気的機能，気密性，遮蔽性，支持

機能，通水機能及び貯水機能の維持を必要とする施設については，その機能が維

持できる設計とする。 

気密性，遮蔽性，支持機能，通水機能及び貯水機能の維持については，構造強

度を確保することを基本とする。必要に応じて評価項目を追加することで，機能

維持設計を行う。 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

 

4.1 構造強度 

4.1.1 安全機能を有する施設 

再処理施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度分類に応じた地震動に伴う

地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，構造強度

を確保する設計とする。また，変位及び変形に対し，設計上の配慮を行う。 

具体的な荷重の組合せと許容限界は補足説明資料 2-6「機能維持の検討方針」

に示す。 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

a. 建物・構築物 

(a) 運転時の状態 

再処理施設が運転状態にあり，通常の自然条件下におかれている状態。 

(b) 設計用自然条件 
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設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪荷重及び風荷重）。 

b. 機器・配管系 

(a) 運転時の状態 

再処理施設の運転が計画的に行われた場合であって，インターロック

又は警報が設置されている場合は，圧力及び温度がインターロック又は

警報の設定値以内にある状態。 

(b) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪荷重及び風荷重）。 

(2) 荷重の種類 

a. 建物・構築物 

(a) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，す

なわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気象条件による荷重 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 地震力，風荷重及び積雪荷重 

ただし，運転時の荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれ

るものとし，地震力には地震時土圧，機器・配管系からの反力，スロッ

シングによる荷重が含まれるものとする。 

b. 機器・配管系 

(a) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(b) 地震力，風荷重及び積雪荷重 

(3) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

a. 建物・構築物 

常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力

を組み合わせる。 
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b. 機器・配管系 

運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力を組み合わせる。 

c. 荷重の組合せ上の留意事項 

(a) 動的地震力については，水平２方向と鉛直方向の地震力とを適切に組

み合わせて影響検討を行うものとする。 

(b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明している

場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。 

(c) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各ピークの生

起時刻に明らかなずれがある場合は，その妥当性を示した上で，必ずし

もそれぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものとする。 

(d) 上位の耐震クラスの施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機

能を確認する場合においては，支持される施設の耐震クラスに応じた地

震力と，常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷重及びその

他必要な荷重とを組み合わせる。 

(e) 自然条件としては，積雪荷重及び風荷重を組み合せる。積雪荷重につ

いては，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さ

い施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる

施設を除き，地震力との組合せを考慮する。風荷重については，屋外の

直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風荷重の影響が地震

荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設に

おいては，組合せを考慮する。 

(f) 機器・配管系の運転時，停止時，運転時の異常な過渡変化時及び事故

時に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引き起こされるお

それのある事象によって作用する荷重及び地震によって引き起こされる

おそれのない事象であっても，いったん事故が発生した場合，長時間継
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続する事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。 

なお，運転時の異常な過渡変化時の状態及び運転時の異常な過渡変化を

超える事象時の状態で施設に作用する荷重は，通常運転時の状態で施設に

作用する荷重を超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地

震荷重と組み合わせるものはない。 

(g) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水

平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には，工

学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動（以下「一

関東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用いる。 

 一関東評価用地震動（鉛直）は，一関東観測点における岩手・宮城内

陸地震で得られた観測記録のＮＳ方向及びＥＷ方向のはぎとり解析によ

り算定した基盤地震動の応答スペクトルを平均し，平均応答スペクトル

を作成する。水平方向に対する鉛直方向の地震動の比 2/3 を考慮し，平

均応答スペクトルに３分の２を乗じた応答スペクトルを設定する。一関

東観測点における岩手・宮城内陸地震で得られた鉛直方向の地中記録の

位相を用いて，設定した応答スペクトルに適合するよう模擬地震波を作

成する。作成した模擬地震波に保守性を考慮して振幅調整した地震動を

一関東評価用地震動（鉛直）とする。 

(4) 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次の

とおりとし，JEAG4601 等の安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等

で妥当性が確認されている値を用いる。 

a. 建物・構築物 

(a) Ｓクラスの建物・構築物 
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イ．弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許

容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応

力度を許容限界とする。 

ロ．基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物が構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）に

対して十分な余裕を有し，終局耐力に対して，妥当な安全余裕をもたせ

ることとする。また，終局耐力は，建物・構築物に対する荷重又は応力

を漸次増大していくとき，その変形又は歪が著しく増加するに至る限界

の最大耐力とし，既往の実験式に基づき適切に定めるものとする。 

 また，建物・構築物のうち構築物（洞道）は，構造部材の曲げにつ

いては限界層間変形角または曲げ耐力，構造部材のせん断については

せん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせるものとする。 

(b) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

上記（a）イ．による許容応力度を許容限界とする。 

(c) 耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物 

上記（a）ロ．の項を適用するほか，耐震クラスの異なる施設を支持す

る建物・構築物が，変形又はひずみに対して，その支持機能を損なわな

いものとする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が損

なわれないことを確認する際の地震動は，支持される施設に適用される

地震動とする。 

(d) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保

有水平耐力に対して耐震重要度分類に応じた適切な安全余裕を有してい

ることを確認する。 
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b. 機器・配管系 

(a) Ｓクラスの機器・配管系 

イ．弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許

容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的に概ね弾性状態に留まるよう

に，降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

ロ．基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留ま

って破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に

影響を及ぼさないように応力，荷重等を制限する。 

(b) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記(a)イ．による応力を許容限界とする。 

c. 基礎地盤の支持性能 

(a) Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系の基礎地盤 

イ．弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許

容限界 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤

の短期許容支持力度を許容限界とする。 

ロ．基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の極限

支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。 

(b) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤 

上記(a)イ．による許容支持力度を許容限界とする。 
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4.2 機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，その機器に要求

される安全機能を維持するため，回転機器及び弁の機種別に分類し，機能を確

認した加速度を用いて，安全機能を有する施設の耐震重要度分類に応じた地震

動に対して，各々に要求される動的機能が維持できることを試験又は解析によ

り確認することで，当該機能を維持する設計とする。 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，その機器に要

求される安全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度分類に

応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持できることを試験又は解

析により確認し，当該機能を維持する設計とする。 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，放射線障害

から公衆等を守るため，事故時の放射性気体の放出，流入を防ぐことを目的と

して，安全機能を有する施設の耐震重要度分類に応じた地震動に対して，「4.1 

構造強度」に基づく構造強度を確保する設計とする。 

(4) 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震後において，放射線障

害から公衆等を守るため，安全機能を有する施設の耐震重要度分類に応じた地震動に

対して「4.1 構造強度」に基づく構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保

することで，遮蔽性を維持する設計とする。 

(5) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，

地震時及び地震後において，被支持設備の機能を維持するため，被支持設備の
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耐震重要度分類に応じた地震動に対して，構造強度を確保することで，支持機

能が維持できる設計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，耐震壁のせん断ひずみの許容

限界を満足すること又は基礎を構成する部材に生じる応力が終局強度に対し

妥当な安全余裕を有していることで，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持

できる設計とする。 

建物・構築物のうち構築物（洞道）については，地震力が作用した場合にお

いて，構造部材の曲げについては限界層間変形角，終局曲率又は許容応力度，

せん断についてはせん断耐力又は許容応力度を許容限界とする。なお，限界層

間変形角，終局曲率及びせん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせることと

し，機器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。 

車両型の間接支持構造物については，地震動に対して，転倒評価を実施する

ことでＳクラスの機器・配管系の間接支持機能を維持できる設計とする。 

 

これらの機能維持の考え方を，補足説明資料 2-6「機能維持の検討方針」に示

す。 
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5. 構造計画と配置計画 

安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減

されるように考慮する。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対

し十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，

剛構造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造強度

を有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点から出来る限り

重心位置を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状態になるよう，「8. 機器・

配管系の支持方針について」に示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・構築物及び機器・

配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，Ｓクラスの施設に対して離隔をとり配置するか，Ｓクラス

の施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して耐震性を確保するか若しくは，

下位クラス施設の波及的影響を想定してもＳクラスの施設の有する機能を保持

する設計とする。 
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6. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

Ｓクラスの施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩

壊の影響がないことが確認された場所に設置する。具体的には，JEAG4601-1987

の安定性評価の対象とすべき斜面や，土砂災害防止法での土砂災害警戒区域の設

定離間距離を参考に，個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。 

上記に基づく対象斜面の抽出とその耐震安定性評価については，事業指定（変

更許可）申請書にて記載・確認されており，その結果，安全上重要な施設に重大

な影響を与える周辺斜面は存在しないことから，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して斜面の崩壊により安全機能が損なわれるおそれはない。 

 

7. ダクティリティに関する考慮 

再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，その

構造体のダクティリティを高めるよう設計する。 

 

8. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については前述の方針に基づいて耐震設計を行う。 
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9. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当た

り，既設工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件

を用いることを基本とする。一方，最新の知見を適用する場合は，その妥当性と

適用可能性を確認した上で適用する。 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水

平 1 方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

9.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に設定

した入力地震動に対する構造物全体としての変形，並びに地震応答解析による地

震力及び「3. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づ

いた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部的な応力

が，「4. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること（解

析による設計）により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601 に基づき実施することを基本

とする。また，評価に当たっては材料物性の不確かさを適切に考慮する。 

・応答スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

なお，建物・構築物のうち構築物（洞道）の評価については，構造物と地盤の

相互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地盤及び構造物の地震時

における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のいず

れかにて行う。 
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その他の建物・構築物の評価手法は JEAG4601 に基づき実施することを基本と

する。 

 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については，

補足説明資料 2-3「水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方

針」に示す。 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，FEM を用いた応力

解析等により，静的又は動的解析により求まる地震応力と，組み合わすべき地震

力以外の荷重により発生する局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

9.2 機器・配管系 

   機器・配管系の評価は，「3. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適

切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力と

の組合せ応力が「4. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを

確認すること（解析による設計）により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601 に基づき実施することを基

本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を確認の上適用することとする。

なお，時刻歴応答解析法及び応答スペクトルモーダル解析法を用いる場合は材

料物性の不確かさを適切に考慮する。 

・応答スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された評価式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答
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解析により機器に作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持で

きることを確認した加速度（動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確

認済加速度）以下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容

荷重以下となることを確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については，補足

説明資料 2-3「水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」

に示す。 
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第 4.1－1 表 耐震重要度に応じて定める静的地震力 

 

(1) Kh(3.0Ci)は，3.0Ci より定まる建物・構築物の水平地震力。Ci は下式による。 

Ci=Rt・Ai・Co 

Rt：振動特性係数 

Ai：Ci の分布係数 

Co：標準せん断力係数 

(2) Kv(1.0Cv)は，1.0Cv より定まる建物・構築物の鉛直地震力。Cv は下式による。 

Cv=0.3・Rt 

Rt：振動特性係数 

(3) Kh(3.6Ci)は，3.6Ci より定まる機器・配管系の水平地震力。 

(4) Kv(1.2Cv)は，1.2Cv より定まる機器・配管系の鉛直地震力。 

  

項 目 

耐震 

重要度分類 

静的地震力 

水平 鉛直 

建物・構築物 

Ｓ Kh（3.0Ci）
(1) Kv（1.0Cv）

(2) 

Ｂ Kh（1.5Ci） － 

Ｃ Kh（1.0Ci） － 

機器・配管系 

Ｓ Kh（3.6Ci）
(3) Kv（1.2Cv）

(4) 

Ｂ Kh（1.8Ci） － 

Ｃ Kh（1.2Ci） － 
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第 4.1－2 表 耐震重要度に応じて定める動的地震力 

 

(1) Kh(Ｓｓ)は，水平方向の基準地震動Ｓｓに基づく水平地震力。 

(2) Kh(Ｓｄ)は，水平方向の弾性設計用地震動Ｓｄに基づく水平地震力。 

(3) Kv(Ｓｓ)は，鉛直方向の基準地震動Ｓｓに基づく鉛直地震力。 

(4) Kv(Ｓｄ)は，鉛直方向の弾性設計用地震動Ｓｄに基づく鉛直地震力。 

(5) Kh(Ｓｄ/2)は，水平方向の弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたもの

に基づく水平地震力であって，Ｂクラスの施設の地震動に対して共振のおそ

れのある施設について適用する。 

(6) Kv(Ｓｄ/2)は，鉛直方向の弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたもの

に基づく鉛直地震力であって，Ｂクラスの施設の地震動に対して共振のおそ

れのある施設について適用する。 

 

項 目 

耐震 

重要度分類 

動的地震力 

水平 鉛直 

建物・構築物 

Ｓ 

Kh（Ｓｓ）(1) 

Kh（Ｓｄ）(2) 

Kv（Ｓｓ）(3) 

Kv（Ｓｄ）(4) 

Ｂ Kh（Ｓｄ/2）(5) Kv（Ｓｄ/2）(6) 

Ｃ － － 

機器・配管系 

Ｓ 

Kh（Ｓｓ）(1) 

Kh（Ｓｄ）(2) 

Kv（Ｓｓ）(3) 

Kv（Ｓｄ）(4) 

Ｂ Kh（Ｓｄ/2）(5) Kv（Ｓｄ/2）(6) 

Ｃ － － 
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水平 2方向及び鉛直方向地震力の 

組合せに関する影響評価方針 
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1. 概要  

本資料は ，補足説明資料  2-1「耐震 設計の基 本方針」のうち，「 3.1 地

震力の算 定法  3.1.1 安全 機能を有 する施設  (2)動的 地震力」に 基づき，

水平 2 方向及び鉛 直方向地 震力の組 合せに関 する影響 評価の方 針について

説明する ものであ る。  

 

2. 基本 方針  

施設の耐 震設計で は，設備 の構造か ら地震力 の方向に 対して弱 軸，強軸

を明確に し，地震 力に対し て配慮し た構造と している 。  

今回，水平 2 方向及び鉛直 方向地震 力の組合 せによる 耐震設計 に係る技

術基準が 制定され たことか ら，従来 の設計手 法におけ る水平 1 方向及び鉛

直方向地 震力の組 み合わせ た耐震計 算に対し て，施設 の構造特 性から水平

2 方向及 び鉛直方 向地震力 の組合せ による影 響の可能 性がある 施設を評価

対象施設 として抽 出し，施 設が有す る耐震性 に及ぼす 影響を評 価する。  

評価対象 は「再処理施設の 設計及び 工事の方 法の技術 基準に関 する規則

（平成 25 年 12 月 6 日原子力 規制委員 会規則第 16 号）」の第 5 条の 2 に規

定されて いる安全 機能を有 する施設 のうち耐 震Ｓクラ スの施設 及びその間

接支持構 造物並び にこれら の施設へ の波及的 影響防止 のために 耐震評価を

実施する 施設とす る。耐震 Ｂクラス の施設に ついては 共振のお それのある

ものを評 価対象と する。  

評価に当 たっては ，施設の構造特性 から水平 2 方向及び鉛直方 向地震力

の組合せ の影響を 受ける部 位を抽出 し，その 部位につ いて水平 2 方向及び

鉛直方向 の荷重や 応力を算 出し，施設 が有する 耐震性へ の影響を 確認する。 

施設が有 する耐震 性への影 響が確認 された場 合は，詳細な手法 を用いた

検討等， 新たに設 計上の対 応策を講 じる。   
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3. 水平 2 方向及び鉛直方 向地震力 の組合せ による影 響評価に 用いる地 震動  

水平 2 方向及び鉛 直方向地 震力によ る影響評 価には， 基準地震 動 Ss-A，

Ss-B1～ B5， Ss-C1～ C4 を用いる。  

ここで，水平 2 方向及び鉛 直方向地 震力の組 合せによ る影響評 価に用い

る基準地 震動は，複 数の基準 地震動に おける地 震動の特 性及び包 絡関係を，

施設の特 性による 影響も考 慮した上 で確認し ，本影響 評価に用 いる。  

 

4. 各施 設におけ る水平 2 方向及び 鉛直方向 地震力の 組合せに 対する影 響評

価方針  

4.1 建物 ・構築物 （洞道以 外）  

4.1.1 水 平方向及 び鉛直方 向地震力 の組合せ による従 来設計手 法の考え 方  

従来の設 計手法で は，建物・構築物の地震応 答解析に おいて，各水平

方 向 及 び 鉛 直 方 向 の 地 震 動 を 質 点 系 モ デ ル に そ れ ぞ れ の 方 向 毎 に 入 力

し解析を 行ってい る。また ，再処理 施設にお ける建物 ・構築物 は，全体

形 状 及 び 平 面 レ イ ア ウ ト か ら 地 震 力 を 主 に 耐 震 壁 で 負 担 す る 構 造 で あ

り，剛性 の高い設 計として いる。  

水平方向 の地震力 に対して は，せん断力につ いて評価 すること を基本

とし，建 物・構築 物に作用 するせん 断力は， 地震時に 生じる力 の流れが

明解とな るように ，直交する 2 方向に釣合い よく配置 された鉄 筋コンク

リート造 耐震壁を 主な耐震 要素とし て構造計 画を行う 。地震応答解析は，

水平 2 方向の耐震 壁に対し て，それ ぞれ剛性 を評価し ，各水平 方向に対

して解析 を実施し ている。 従って， 建物・構 築物に対 し水平 2 方向の入

力がある 場合，各方向から 作用する せん断力 を負担す る部位が 異なるた

め，水平 2 方向の入力があ る場合の 評価は， 水平 1 方向にのみ 入力があ

る場合と 同等な評 価となる 。  
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鉛直方向 の地震力 に対して は，軸力について 評価する ことを基 本とし

ている。 建物・構 築物に作 用する軸 力は，鉄 筋コンク リート造 耐震壁を

主な耐震 要素とし て構造計 画を行う 。  

入力方向 毎の耐震 要素につ いて，第 4.1-1 図に示す。  

 

 

 

 

 

第 4.1-1 図  入力 方向毎の 耐震要素  
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4.1.2 水 平 2 方向及び鉛直 方向地震 力の組合 せの評価 方針  

建物・構築物にお いて，水平 2 方向及び鉛直 方向地震 力の組合 せを考

慮した場 合に影響 を受ける 可能性が ある部位 の評価を 行う。  

評価対象 は，耐震 S クラスの施設及 びその間 接支持構 造物並び にこれ

ら の 施 設 へ の 波 及 的 影 響 防 止 の た め に 耐 震 評 価 を 実 施 す る 部 位 と す る 。 

対象とす る部位に ついて，水平 2 方向及び鉛 直方向地 震力の組 合せの

影響が想 定される 応答特性 から水平 2 方向及 び鉛直方 向地震力 の組合せ

による影 響を受け る可能性 のある部 位を抽出 する。  

応答特性 から抽出 された，水平 2 方向の地震 力による 影響を受 ける可

能性があ る部位は ，従来の評価結果 の荷重又 は応力の 算出結果 等を水平

2 方向及び鉛直方 向に組み 合わせ， 各部位に 発生する 荷重や応 力を算出

し，各部 位が有す る耐震性 への影響 を確認す る。各部 位が有す る耐震性

への影響 が確認さ れた場合 ，詳細な 手法を用 いた検討 等，新た に設計上

の対応策 を講じる 。  

 

4.1.3 水 平 2 方向及び鉛直 方向地震 力の組合 せの影響 評価方法  

建物・構築物において，従来の設計手法における水平 1 方向及び鉛直方

向地震力の組合せに対して，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せによ

る影響を受ける可能性がある耐震評価上の構成部位について，応答特性か

ら抽出し，影響を評価する。影響評価のフローを第 4.1-2 図に示す。 

 

(1) 影響 評価部位 の抽出  

①  耐震 評価上の 構成部位 の整理  

建物・構 築物にお ける耐震 評価上の 構成部位 を整理し ，各建屋 にお

いて，該 当する耐 震評価上 の構成部 位を網羅 的に確認 する。  
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②  応答 特性の整 理  

建物・構 築物にお ける耐震 評価上の 構成部位 について ，水平 2 方向

及び鉛直 方向地震 力の組合 せの影響 が想定さ れる応答 特性を整 理する。 

 

③  荷重 の組合せ による応 答特性が 想定され る部位の 抽出  

整理した 耐震評価 上の構成 部位につ いて，水 平 2 方向及び鉛直 方向

地震力の 組合せの 影響が想 定される 応答特性 のうち， 荷重の組 合せに

よる応答 特性を検 討する。 水平 2 方向及び鉛 直方向地 震力に対 し，荷

重の組合 せによる 応答特性 により， 有する耐 震性への 影響が想 定され

る部位を 抽出する 。  

 

④  3 次元的な応 答特性が 想定され る部位の 抽出  

荷重の組 合せによ る応答特 性が想定 される部 位として 抽出され なか

った部位 のうち， 3 次元的 な応答特 性が想定 される部 位を検討 する。

水平 2 方向及び鉛 直方向地 震力に対 し， 3 次元的な応 答特性に より，

有する耐 震性への 影響が想 定される 部位を抽 出する。  

 

⑤  3 次元 FEM モデルによ る精査  

3 次元的 な応答特 性が想定 される部 位として 抽出され た部位に つい

て， 3 次元 FEM モデルを用 いた精査 を実施し ，水平 2 方向及び 鉛直方

向地震力 により，有 する耐震 性への影 響が想定 される部 位を抽出 する。 
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(2) 影響 評価手法  

⑥  水平 2 方向及び鉛直方 向地震力 の組合せ の影響評 価  

水平 2 方向及び鉛 直方向地 震力の組 合せによ る影響評 価におい ては，

水 平 2 方 向 及 び 鉛 直 方 向 地 震 力 を 組 み 合 わ せ る 方 法 と し て ， 米 国

REGULATORY GUIDE 1.92 (注 )の 「 2. Combining Effects Caused by Three 

Spatial Components of an Earthquake」 を参考と して，組 合せ係数 法

（ 1.0:0.4:0.4）に 基づいて 地震力を 設定する 。  

評価対象 として抽 出した耐 震評価上 の構成部 位につい て，構造 部材

の発生応 力等を適 切に組み 合わせる ことで， 各部位の 設計上の 許容値

に対する 評価を実 施し，各 部位が有 する耐震 性への影 響を評価 する。  

 

⑦  機器 ・配管系 への影響 検討  

③及び⑤ で，施設 が有する 耐震性へ の影響が 想定され ，評価対 象と

して抽出 された部 位が，耐 震Ｓクラ スの施設 の間接支 持機能を 有する

場合には ，機器・ 配管系に 対し，水 平 2 方向及び鉛直 方向地震 力の組

合せによ る応答値 への影響 を確認す る。  

 

(注 ) REGULATORY GUIDE (RG) 1.92 “ Combining Modal Responses and 

Spatial Components in Seismic Response Analysis”  
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第 4.1-2 図 建物・構築物（洞道以外）の水平 2 方向及び鉛直方向地震力の 

組合せによる影響検討のフロー  
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4.2 構築 物（洞道 ）  

4.2.1 水 平方向及 び鉛直方 向地震力 の組合せ による従 来設計手 法の考え 方  

一般的な 地上構造 物では，躯体の慣 性力が主 たる荷重 であるの に対し，

洞道は地 中に埋設 されてい るため，動土圧や 動水圧等 の外力が 主たる荷

重となる 。また， 洞道は， 比較的単 純な構造 部材の配 置で構成 され，ほ

ぼ 同 一 の 断 面 が 奥 行 き 方 向 に 連 続 す る 構 造 的 特 徴 を 有 す る こ と か ら ， 3

次元的な 応答の影 響は小さ いため， 2 次元断面での耐 震評価を 行ってい

る。  

洞道は，主に配管 等の間接 支持機能 を維持す るため，管軸方向 に対し

て空間を 保持でき るように 構造部材 が配置さ れること から，構造上の特

徴として ，明確な 弱軸，強 軸を有す る。  

強軸方向 の地震時 挙動は，弱軸方向 に対して ，顕著な影響を及 ぼさな

いことか ら，従来 設計手法 では，弱 軸方向を 評価対象 断面とし て，耐震

設 計 上 求 め ら れ る 水 平 １ 方 向 及 び 鉛 直 方 向 地 震 力 に よ る 耐 震 評 価 を 実

施してい る。  

 

4.2.2 水 平 2 方向及び鉛直 方向地震 力の組合 せの影響 評価方針  

洞道にお いて，水平 2 方向及び鉛直 方向地震 力の組合 せを考慮 した場

合に影響 を受ける 可能性が ある構造 物の評価 を行う。  

洞道を構 造形式毎 に分類し ，構造形式毎に作 用すると 考えられ る荷重

を整理し ，荷重が作用する 構造部材 の配置等 から水平 2 方向及び鉛直方

向地震力 による影 響を受け る可能性 のある構 造物を抽 出する。  

抽出され た構造物 について は，従来設計手法 での評価 対象断面 （弱軸

方向）の 地震応答 解析に基 づく構造 部材の照 査におい て，評価 対象断面

（弱軸方 向）に直 交する断 面（強軸 方向）の 地震応答 解析に基 づく構造
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部材の発 生応力を 適切に組 み合わせ ることで ，水平 2 方向及び 鉛直方向

地震力に よる構造 部材の発 生応力を 算出し，構造物が 有する耐 震性への

影響を確 認する。  

構 造 物 が 有 す る 耐 震 性 へ の 影 響 が 確 認 さ れ た 場 合 は 詳 細 な 手 法 を 用 い

た検討等 ，新たに 設計上の 対応策を 講じる。  

 

4.2.3 水 平 2 方向及び鉛直 方向地震 力の組合 せの影響 評価方法  

洞道にお いて，水平 2 方向及び鉛直 方向地震 力の組合 せの影響 を受け

る可能性 があり， 水平 1 方向及び鉛 直方向の 従来評価 に加え， 更なる設

計上の配 慮が必要 な構造物 について ，構造形式及び作 用荷重の 観点から

影響評価 の対象と する構造 物を抽出 し，構造物が有す る耐震性 への影響

を評価す る。影響 評価フロ ーを第 4.2-1 図に示す。  

 

(1) 影響 評価対象 構造物の 抽出  

①  構造 形式の分 類  

洞道につ いて，各 構造物の 構造上の 特徴や従 来設計手 法の考え 方を

踏まえ， 構造形式 毎に大別 する。  

 

②  従来 設計手法 における 評価対象 断面に対 して直交 する荷重 の整理  

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重を抽出する。 

 

③  荷重 の組合せ による応 答特性が 想定され る構造形 式の抽出  

②で整理 した荷重 に対して ，構造形 式毎にど のように 作用する かを

整理し， 耐震性に 与える影 響程度を 検討した 上で，水 平 2 方向及び鉛

直方向地 震力の組 合せの影 響が想定 される構 造形式を 抽出する 。  
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④  従来 設計手法 における 評価対象 断面以外 の 3 次元 的な応答 特性が想

定される 箇所の抽 出  

③で抽出 されなか った構造 形式につ いて，従 来設計手 法におけ る評

価対象断 面以外の 箇所で， 水平 2 方向及び鉛 直方向地 震力の組 合せの

影響によ り 3 次元的な応答 が想定さ れる箇所 を抽出す る。  

 

⑤  従来 設計手法 の妥当性 の確認  

④で抽出 された箇 所が水平 2 方向及び鉛直方 向地震力 に対して ，従

来設計手 法におけ る評価対 象断面の 耐震評価 で満足で きるか検 討を行

う。  

 

(2) 影響 評価手法  

⑥  水平 2 方向及び鉛直方 向地震力 の組合せ の影響評 価  

評価対象 として抽 出された 構造物に ついて， 従来設計 手法での 評価

対象断面 （弱軸方 向）の地 震応答解 析に基づ く構造部 材の照査 におい

て，評価 対象断面 （弱軸方 向）に直 交する断 面（強軸 方向）の 地震応

答解析に 基づく構 造部材の 発生応力 を適切に 組み合わ せること で，構

造部材の 設計上の 許容値に 対する評 価を実施 し，構造 部材が有 する耐

震性への 影響を確 認する。  

評価対象 部位につ いては， 洞道が明 確な弱軸 ・強軸を 示し，地 震時

における 構造物の せん断変 形方向が 明確であ ることを 考慮し， 従来設

計手法に おける評 価対象断 面（弱軸 方向）に おける構 造部材の 耐震評

価結果及 び水平 2 方向の影 響の程度 を踏まえ て選定す る。  
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⑦  機器 ・配管系 への影響 検討  

③及び⑤ で，水平 2 方向及び鉛直方 向地震力 の組合せ の影響が 確認

された構 造物が， 耐震Ｓク ラスの施 設の機器 ・配管系 の間接支 持構造

物である 場合には ，機器・ 配管系に 対して， 水平 2 方向及び鉛 直方向

地震力の 組合せに よる応答 値への影 響を確認 する。  

水平 2 方向及び鉛 直方向地 震力の組 合せによ る応答値 への影響 が確

認された 場合，機 器・配管 系の影響 評価に反 映する。  
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間接支持構造物の場合 

NO 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重の整理 

⑥ 構造物が有する 

  耐震性への影響評価 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の 

  3 次元的な応答特性が想定される箇所の抽出 

従来の設計手法で対応可能 
従来の設計手法に加えて更なる

設計上の考慮が必要 

⑦ 機器・配管系への

影響検討 

③ 荷重の組合せによる応答特性

が想定される構造形式か 

① 構造形式の分類 

（構造上の特徴や従来設計手法の考え方を踏まえた類型化） 

YES 

NO 

NO 

YES 

YES 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

（従来設計手法における耐震評価

で包絡できない箇所か） 

評価対象構造物 

 

第 4.2-1 図  構築物（洞道）の水平 2 方向及び鉛直方 向地震力 の組合せ  

による影 響評価フ ロー   
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4.3 機器 ・配管系  

4.3.1 水 平方向及 び鉛直方 向地震力 の組合せ による従 来設計の 考え方  

機器・配管系にお ける従来 の水平方 向及び鉛 直方向地 震力の組 合せに

よる設計 手法では ，建物・構築物の 振動特性 を考慮し ，変形す るモード

が支配的 となり応 答が大き くなる方 向（応答 軸方向） に基準地 震動を入

力して得 られる各 方向の地 震力（床 応答）を 用いてい る。  

応答軸（強 軸・弱軸）が明確と なってい る設備の 耐震評価 において は，

水平各方 向の地震 力を包絡 し，変形モードが 支配的と なる応答 軸方向に

入力する 等，従来 評価にお いて保守 的な取り 扱いを基 本として いる。  

一方，応答軸が明 確となっ ていない 設備で 3 次元的な 広がりを 持つ設

備の耐震 評価にお いては， 基本的に 3 次元のモデル化 を行って おり，建

物・構築 物の応答 軸方向の 地震力を それぞれ 入力し， この入力 により算

定される 荷重や応 力のうち 大きい方 を用いて 評価を実 施してい る。  

さらに，応答軸以 外の振動 モードが 生じにく い構造の 採用，応答軸以

外 の 振 動 モ ー ド が 生 じ 難 い サ ポ ー ト 設 計 の 採 用 と い っ た 構 造 上 の 配 慮

等，水平 方向の入 力に対し て配慮し た設計と している 。  

 

4.3.2 水 平 2 方向及び鉛直 方向地震 力による 影響評価 方針  

機器・配管系にお いて，水平 2 方向及び鉛直 方向地震 力の組合 せを考

慮 し た 場 合 に ， 影 響 を 受 け る 可 能 性 が あ る 設 備 （ 部 位 ） の 評 価 を 行 う 。 

評価対象 は，耐震Ｓクラス の施設の 機器・配管系並び にこれら の施設

への波及 的影響防 止のため に耐震評 価を実施 する設備 とする。  

対象とす る設備を 機種毎に 分類し，それぞれ の構造上 の特徴に より荷

重の伝達 方向，その荷重を 受ける構 造部材の 配置及び 構成等に より水平

2 方向の地震力に よる影響 を受ける 可能性が ある設備 （部位） を抽出す
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る。  

構造上の 特徴によ り影響の 可能性が ある設備 （部位）は，水平 2 方向

及び鉛直 方向地震 力による 影響の検 討を実施 する。水平各方向 の地震力

が １ :１ で 入 力 さ れ た 場 合 の 発 生 値 を 従 来 の 評 価 結 果 の 荷 重 又 は 算 出 応

力等を水 平 2 方向 及び鉛直 方向に整 理して組 み合わせ る又は新 たな解析

等により 高度化し た手法を 用いる等 により，水平 2 方向の地震 力による

設備（部 位）に発 生する荷 重や応力 を算出す る。  

これらの 検討によ り，水平 2 方向及び鉛直方 向地震力 を組み合 わせた

荷 重 や 応 力 の 結 果 が 従 来 の 発 生 値 と 同 等 で あ る 場 合 は 影 響 の な い 設 備

として抽 出せず，従来の発 生値を超 えて耐震 性への影 響が懸念 される場

合は，設 備が有す る耐震性 への影響 を確認す る。  

設備が有 する耐震 性への影 響が確認 された場 合は，詳細な手法 を用い

た検討等 ，新たに 設計上の 対応策を 講じる。  

 

4.3.3 水 平 2 方向及び鉛直 方向地震 力の組合 せの影響 評価方法  

機器・配 管系にお いて，水 平 1 方向及び鉛直 方向地震 力を組み 合わ

せた従来 の耐震計 算に対し て，水平 2 方向及び鉛直方 向地震力 の組合

せの影響 の可能性 がある設 備を構造 及び発生 値の増分 の観点か ら抽出

し，影響 を評価す る。なお ，影響評 価は従来 設計で用 いている 質点系

モデルに よる評価 結果を用 いて行う ことを基 本とする 。影響評 価のフ

ローを第 4.3-1 図に示す。  

 

①   評価対 象となる 設備の整 理  

耐震Ｓク ラスの施 設の機器 ・配管系 並びにこ れらの施 設への波 及的

影響防止 のために 耐震評価 を実施す る設備を 評価対象 とし，機 種毎に
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分類し整 理する。（ 第 4.3-1 図①）  

前述の整 理結果を ，添付 1「水平 2 方向入力 の影響検 討対象設 備」

に示す。  

 

②   構造上 の特徴に よる抽出  

機種毎に 構造上の 特徴から 水平 2 方向の地震 力が重複 する観点 ，若

しくは応 答軸方向 以外の振 動モード （ねじれ 振動等） が生じる 観点で

検討を行 い，水平 2 方向の地震力に よる影響 の可能性 がある設 備を抽

出する。（ 第 4.3-1 図②）  

 

③  発生 値の増分 による抽 出  

水平 2 方向の地震 力による 影響の可 能性があ る設備に 対して， 水平

2 方 向 の 地 震 力 が 各 方 向 １ :１ で 入 力 さ れ た 場 合 に 各 部 に か か る 荷 重

や応力を 求め，従 来の水平 1 方向及び鉛直方 向地震力 の組合せ による

設計に対 して，水 平 2 方向及び鉛直 方向地震 力の組合 せを考慮 した発

生値の増 分を用い て影響を 検討し， 耐震性へ の影響が 懸念され る設備

を抽出す る。  

また，建 物・構築 物の検討 により， 機器・配 管系への 影響の可 能性

がある部 位が抽出 された場 合は，機 器・配管 系への影 響を評価 し，耐

震性への 影響が懸 念される 設備を抽 出する。  

影響の検 討は，機 種毎の分 類に対し て地震力 の寄与度 に配慮し 耐震

裕度が小 さい設備 （部位） を対象と する。（ 第 4.3-1 図③）  

なお，水 平 2 方向及び鉛直 方向地震 力の組合 せの影響 を検討す る際

は，地震 時に水平 2 方向及び鉛直方 向それぞ れの最大 応答が同 時に発

生 す る 可 能 性 は 極 め て 低 い と し た 考 え 方 で あ る
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Square-Root-of-the-Sum-of-the-Squares 法（以下「非同 時性を考 慮

した SRSS 法」とい う。）を適 用する。 この組合 せ方法に ついては ，現

状の耐震 評価は基 本的に概 ね弾性範 囲でとど まる体系 であるこ とに加

え，国内 と海外の 機器の耐 震解析は ，基本的 に線形モ デルで， 実施し

ている等 類似であ り，水平 2 方向及び鉛直方 向の位相 差は機器 の応答

にも現れ ることか ら，米国 REGULATORY GUIDE 1.92 の「 2.Combining 

Effects Caused by Three Spatial Components of an Earthquake」を

参考とし ているも のである 。  

前述の構 造上の特 徴による 抽出及び 発生値の 増分によ る抽出結 果を，

添付 2「水平 2 方向及び鉛 直方向地 震力の評 価部位の 抽出結果 」に示

す。  

 

 

④  水平 2 方向及び鉛直方 向地震力 の組合せ の影響評 価  

③の検討 において 算出され た荷重や 応力を用 いて，設 備が有す る耐

震性への 影響を確 認する。（ 第 4.3-1 図④）  
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NO 

④ 水平 2方向及び鉛直方向地震

力の組合せの影響評価（水平 2方向

及び鉛直方向地震力の組合せに対

し，耐震性への影響があるか） 

水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せを 

考慮した発生荷重等を用いた検討 

従来の設計手法で水平 2方向及び 

鉛直方向地震力は対応可能 

従来の設計手法に加えて更なる

設計上の配慮が必要な設備 

② 構造上水平 2方向及び鉛直方向

地震力の組合せの影響の可能性が

ある設備か 

① 評価対象となる設備の整理 

NO 

NO 

YES 

YES 

③ 水平2方向及び鉛直方向地震力

の組合せを考慮した発生値が従来

の発生値と比べて影響があるか 

YES 
建物・構築物の検討に

よる機器・配管系への

影響の検討結果 

 

第 4.3-1 図  機器 ・配管系 の水平 2 方向及び 鉛直方向 地震力の 組合せ  

を考慮し た影響評 価のフロ ー  
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添付 1 

水平２方向入力の影響検討対象設備 
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補足説明資料 2-3「水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方

針」の 4.3.3.①「評価対象となる設備の整理」に基づき，耐震 S クラス施設の機器・

配管系並びにこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する全設備

に対して機種毎に分類した結果を示す。
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設備 部位 

スカート支持の容器 

胴板，スカート 

基礎ボルト 

平底容器 

胴板 

基礎ボルト 

脚支持の容器 

胴板 

脚 

基礎ボルト 

横置きの容器 

胴板 

支持脚 

基礎ボルト 

横形ポンプ，空調ファン，空調ユニット

ポンプ駆動用タービン，横形機器用電動機，

制御用空気圧縮機 

基礎ボルト，取付ボルト 

立形ポンプ 基礎ボルト 

非常用ディーゼル機関・発電機 基礎ボルト，取付ボルト 

クレーン，台車類 浮上り防止装置 

使用済み燃料ラック ラック箱 

矩形構造の架構設備

※蓄電池，架台などを含む
各部位

平板槽

胴板 

脚 

取付ボルト 
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設備 部位 

脱硝装置 A,B 昇降機 

昇降シャフト 

取付ボルト 

配管本体（定ピッチスパン法）

直管配管（水平，鉛直）

曲り部，分岐部 

配管本体（多質点梁モデル解析） 配管
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添付 2 

水平２方向及び鉛直方向地震力の 

評価部位の抽出結果 
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機種毎に分類した結果に対して補足説明資料 2-3「水平 2 方向及び鉛直方向地

震力の組合せに関する影響評価方針」の 4.3.3.②「構造上の特徴による抽出」及

び③「発生値の増分による抽出」に基づき，構造上の特徴から水平２方向の地震

力による影響の可能性がある設備及び耐震性への影響が懸念される設備を抽出

した結果を示す。  
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（凡例）○：影響の可能性あり 
△：影響軽微 

設備（機種） 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

補足説明資料2-3

の4.3.3.②の観

点 

補足説明資料2-3

の4.3.3.③の観

点 

検討結果 

スカート支持の容器 ○ ○ 
影響評価結果は 

別添参照 

平底容器 ○ ○ 
影響評価結果は 

別添参照 

脚支持の容器 ○ △ 
明確な応答軸を有

している 

横置きの容器 ○ △ 
明確な応答軸を有

している 

横形ポンプ，空調ファ

ン，空調ユニット 

ポンプ駆動用タービン，

横形機器用電動機， 

制御用空気圧縮機 

○ △ 
明確な応答軸を有

している 

立形ポンプ ○ ○ 
影響評価結果は 

別添参照 

非常用ディーゼル機

関・発電機 
○ △ 

明確な応答軸を有

している 

使用済み燃料ラック ○ ○ 
影響評価結果は 

別添参照 

矩形構造の 

架構設備 
○ △ 

明確な応答軸を有

している
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（凡例）○：影響の可能性あり 
△：影響軽微 

設備（機種） 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

補足説明資料2-3

の4.3.3.②の観

点 

補足説明資料2-3

の4.3.3.③の観

点 

検討結果 

平板槽 ○ △ 
明確な応答軸を有

している 

脱硝装置A,B昇降機 ○ ○ 
影響評価結果は 

別添参照 

配管本体（多質点梁モ

デル解析） 
○ ○ 

影響評価結果は 

別添参照 
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補足説明資料 2-4（７条） 

212



213



補 2-4-1 

入力地震動算定用地盤モデルの 

設定の考え方 
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1. 概要 

本資料は，再処理施設の耐震設計において用いる入力地震動算定用地盤モデル

の設定の考え方について示すものである。 

2. 再処理施設の敷地内の地質構造 

敷地内の地質は，新第三系中新統の鷹架層，新第三系鮮新統～第四系下部更新

統の砂子又層，第四系中部更新統の高位段丘堆積層等が分布する。第 1 図に示す

ように，概ね標高 30ｍ以深に鷹架層が拡がっており，耐震重要施設等及び常設重

大事故等対処施設は鷹架層に支持させることとしている。鷹架層中には，敷地内

の地質構造を大きく規制するｆ－１断層及びｆ－２断層が認められ，ｆ－１断層

の東側の地域では，主に鷹架層下部層及び同層中部層が分布している。ｆ－１断

層とｆ－２断層とに挟まれた地域では，主に鷹架層下部層及び同層中部層が分布

している。ｆ－２断層の西側の地域では，主に鷹架層中部層及び同層上部層が分

布している。

敷地内で実施したＰＳ検層の結果を第２図に示す。敷地の地盤は，第 1 図に示

すとおりｆ－１断層及びｆ－２断層を境に３つの領域に区分されるが，第２図に

示すように，いずれの地盤においても標高－70ｍの位置においてＳ波速度が概ね

0.7ｋｍ／ｓ以上となる。

上記の各種地質調査結果より，敷地の地盤は速度構造的に特異性を有する地盤

ではないと考えられる。解放基盤表面については，敷地地下で著しい高低差がな

く，ほぼ水平で相当な拡がりを有し，著しい風化を受けていない岩盤である鷹架

層において，Ｓ波速度が概ね 0.7ｋｍ／ｓ以上となる標高－70ｍの位置に設定し

ている。

解放基盤表面以浅については，地盤の違いに応じてｆ－１断層の東側の領域を

「東側地盤」，ｆ－２断層の西側の領域を「西側地盤」，ｆ－１断層及びｆ－２断
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層にはさまれた領域を「中央地盤」として取り扱い、それぞれの地盤に対して入

力地震動算定用地盤モデルを設定している。

3. 入力地震動算定モデルの設定 

耐震重要施設等及び常設重大事故等対処施設の耐震設計では，建屋底面位置

における地震動を評価する必要がある。その際，解放基盤表面以浅については，

ｆ－１断層及びｆ－２断層を境界として敷地内で地質構造が異なることから，

「中央地盤」，「西側地盤」及び「東側地盤」の３つの領域ごとに，解放基盤表

面以浅の地盤モデルを作成している。解放基盤表面以浅の地盤モデルを第１表

に示す。

また、埋戻し土の物性値及びひずみ依存特性については、ボーリング調査結

果に基づき設定している。建物・構築物の地震応答解析モデルに考慮している

側面水平ばねは、埋戻し土の物性値及びひずみ依存特性を用いた地盤応答解析

に基づき設定する。埋戻し土の物性値及びひずみ依存特性を第２表及び第３図

に示す。

4. 建屋底面位置における地震動評価 

耐震重要施設等及び常設重大事故等対処施設のうち，「西側地盤」に位置し

ている「第１ガラス固化体貯蔵建屋」，「中央地盤」に位置している「前処理建

屋」及び「東側地盤」に位置している「ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋」の基準地震動Ｓｓによる建屋底面位置での地震動の加速度波形，基準地

震動Ｓｓとの応答スペクトルによる比較，解放基盤表面～建屋底面位置間の地

震動の最大加速度分布及び最大せん断ひずみ分布を第４図に示す。解放基盤表

面～建屋底面位置間において，基準地震動Ｓｓに特異な増幅はなく，地盤に顕

著なせん断ひずみも認められない。
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第１図 高架層の地質構造及び上限面等高線図     

西側地盤 中央地盤

東側地盤
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第２図 (１ ) ＰＳ検層結果（東西断面その１）

(a)ＥＷ－２断面 

(b)ＥＷ－２ａ断面 

：700m/s≦Vs＜1000m/s 

：1000m/s≦Vs 

：解放基盤表面位置（標高-70m）

f - 2 断

f - 1 断
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(a) ＥＷ－３断面 

(b) ＥＷ－４断面 

第２図 (２ ) ＰＳ検層結果（東西断面その２）

f - 2 断

f - 1 断

：700m/s≦Vs＜1000m/s 

：1000m/s≦Vs 

：解放基盤表面位置（標高-70m）
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(a) ＮＳ－１断面 

(b) ＮＳ－１ａ断面 

第２図 (３ ) ＰＳ検層結果（南北断面その１）

f - 2 断

f - 1 断

：700m/s≦Vs＜1000m/s 

：1000m/s≦Vs 

：解放基盤表面位置（標高-70m）
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(a) ＮＳ－１ｂ断面

(b) ＮＳ－２断面

第２図 (４ ) ＰＳ検層結果（南北断面その２）

f - 2 断

f - 1 断

：700m/s≦Vs＜1000m/s 

：1000m/s≦Vs 

：解放基盤表面位置（標高-70m）
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(a) ＮＳ－３断面

第２図 (５ ) ＰＳ検層結果（南北断面その３）

f - 2 断

f - 1 断

：700m/s≦Vs＜1000m/s 

：1000m/s≦Vs 

：解放基盤表面位置（標高-70m）
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第１表 解放基盤表面以浅の地盤モデル

（a）第１ガラス固化体貯蔵建屋（西側地盤）

 標高 

  T.P.（ｍ） 

単位体積重

量 

（kＮ/ｍ3）

ポアソン比

νｄ

Ｓ波速度 

ＶＳ（ｍ/ｓ）

Ｐ波速度 

ＶＰ（ｍ/ｓ）

せん断弾性 

係数Ｇ 

（×103Ｎ/m2）

減衰定

数 h（％）

35.2

17.0

-22.0

-50.0

-70.0

3.0 

15.9 0.438 570 1720 527 

15.6 0.432 580 1680 535 

16.4 0.431 590 1690 582 
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（c）ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋（東側地盤）
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第２表 埋戻し土の物性値

単位体積
重量

γt

(kN/m3)

動せん断
弾性係数
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(MPa)

動ポア
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ｈ(%)～
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γ
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0.0631γ＋0.00599

1＋12.7・γ
0.914

1正規化せん
断弾性係数
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～γ(%)

0.39
動的
変形
特性

60.7＋8.20Ｄ

物理
特性

17.8＋0.0274・Ｄ

bk

埋戻し土
区 分

第３図 埋戻し土のひずみ依存特性
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※D は深度（GL-m）を示す。

225



補
2
-
4
-
1
3
 

（水平方向）                          

最大加速度：                          

616cm/s2

（鉛直方向）                          

最大加速度：                          

440cm/s2

（a）加速度時刻歴波形 （水平方向）  （鉛直方向） 
（b）応答スペクトル 

  （水平方向）   （鉛直方向）      （水平方向）    
（c）最大加速度分布 （d）最大せん断ひずみ分布 

0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

50

10
0

20
0

50
0

10
00

20
00

(c
m
/s
 )2

0.01

0.1

1

10

(cm)

周 期（ｓ）

速

度

(cm/s)

(h=0.05)

0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

50

10
0

20
0

50
0

10
00

20
00

(c
m/
s 
)2

0.01

0.1

1

10

(cm)

周 期（ｓ）

速

度

(cm/s)

(h=0.05)

第４図(１) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ａ，第１ガラス固化体貯蔵建屋：西側地盤） 
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第４図(２) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ１，第１ガラス固化体貯蔵建屋：西側地盤） 
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※TN（True North）を基準として策定した基準地震動Ｓｓを，PN（Plant North）を基準に変換して建屋底面位置における地震動を評価

▼解放基盤表面 

▼建屋底面 

▼解放基盤表面 

▼建屋底面 

▼解放基盤表面 

▼建屋底面 
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第４図(３) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ２，第１ガラス固化体貯蔵建屋：西側地盤） 
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※TN（True North）を基準として策定した基準地震動Ｓｓを，PN（Plant North）を基準に変換して建屋底面位置における地震動を評価

▼解放基盤表面 

▼建屋底面 
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第４図(４) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ３，第１ガラス固化体貯蔵建屋：西側地盤） 
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※TN（True North）を基準として策定した基準地震動Ｓｓを，PN（Plant North）を基準に変換して建屋底面位置における地震動を評価
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第４図(５) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ４，第１ガラス固化体貯蔵建屋：西側地盤） 
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※TN（True North）を基準として策定した基準地震動Ｓｓを，PN（Plant North）を基準に変換して建屋底面位置における地震動を評価
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（b）応答スペクトル 
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（c）最大加速度分布 （d）最大せん断ひずみ分布 
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第４図(６) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ５，第１ガラス固化体貯蔵建屋：西側地盤） 

建屋底面位置における地震動（ＮＳ）

基準地震動（ＮＳ） 

建屋底面位置における地震動（ＥＷ）
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※TN（True North）を基準として策定した基準地震動Ｓｓを，PN（Plant North）を基準に変換して建屋底面位置における地震動を評価
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第４図(７) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｃ１，第１ガラス固化体貯蔵建屋：西側地盤） 

建屋底面位置における地震動（水平）

基準地震動（水平） 
建屋底面位置における地震動（鉛直）
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第４図(８) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｃ２，第１ガラス固化体貯蔵建屋：西側地盤） 
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（b）応答スペクトル 

（ＮＳ方向）  （ＥＷ方向）  （ＵＤ方向） （ＮＳ方向）   （ＥＷ方向） 
（c）最大加速度分布 （d）最大せん断ひずみ分布 
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第４図(９) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｃ３，第１ガラス固化体貯蔵建屋：西側地盤） 
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最大加速度：                          
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（a）加速度時刻歴波形 （水平方向） 
（b）応答スペクトル 

  （ＮＳ方向）   （ＥＷ方向）   （ＮＳ方向）   （ＥＷ方向） 
（c）最大加速度分布 （d）最大せん断ひずみ分布 
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第４図(10) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｃ４，第１ガラス固化体貯蔵建屋：西側地盤） 
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（b）応答スペクトル 

  （水平方向）   （鉛直方向）      （水平方向）    
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第４図(11) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ａ，前処理建屋：中央地盤） 

建屋底面位置における地震動（水平）

基準地震動（水平） 

建屋底面位置における地震動（鉛直）

基準地震動（鉛直） 

▼解放基盤表面 

▼建屋底面 ▼建屋底面 

▼解放基盤表面 

▼建屋底面 

▼解放基盤表面 

0 50 100 150
-600
-400
-200
0

200
400
600

時間(s)

加
速
度
(c
m
/
s2
)

559

0 50 100 150
-600
-400
-200
0

200
400
600

時間(s)

加
速
度
(c
m
/
s2
)

406

236



補
2
-
4
-
2
4
 

（ＮＳ方向）                          

最大加速度：                          

361cm/s2

（ＥＷ方向）                          

最大加速度：                          

424cm/s2

（ＵＤ方向）                          

最大加速度：                          

319cm/s2
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（c）最大加速度分布 （d）最大せん断ひずみ分布 
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第４図(12) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ１，前処理建屋：中央地盤） 

建屋底面位置における地震動（ＵＤ）

基準地震動（ＵＤ） 

建屋底面位置における地震動（ＮＳ）

基準地震動（ＮＳ） 

建屋底面位置における地震動（ＥＷ）

基準地震動（ＥＷ） 

▼解放基盤表面 

▼建屋底面 
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※TN（True North）を基準として策定した基準地震動Ｓｓを，PN（Plant North）を基準に変換して建屋底面位置における地震動を評価
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第４図(13) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ２，前処理建屋：中央地盤） 
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※TN（True North）を基準として策定した基準地震動Ｓｓを，PN（Plant North）を基準に変換して建屋底面位置における地震動を評価
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第４図(14) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ３，前処理建屋：中央地盤） 
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※TN（True North）を基準として策定した基準地震動Ｓｓを，PN（Plant North）を基準に変換して建屋底面位置における地震動を評価
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第４図(15) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ４，前処理建屋：中央地盤） 
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第４図(16) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ５，前処理建屋：中央地盤） 
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第４図(17) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｃ１，前処理建屋：中央地盤） 
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第４図(18) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｃ２，前処理建屋：中央地盤） 
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第４図(19) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｃ３，前処理建屋：中央地盤） 
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第４図(20) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｃ４，前処理建屋：中央地盤） 
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第４図(21) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ａ，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋：東側地盤） 
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第４図(22) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ１，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋：東側地盤） 
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※TN（True North）を基準として策定した基準地震動Ｓｓを，PN（Plant North）を基準に変換して建屋底面位置における地震動を評価
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第４図(23) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ２，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋：東側地盤） 
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第４図(24) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ３，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋：東側地盤） 
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※TN（True North）を基準として策定した基準地震動Ｓｓを，PN（Plant North）を基準に変換して建屋底面位置における地震動を評価
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第４図(25) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ４，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋：東側地盤） 
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※TN（True North）を基準として策定した基準地震動Ｓｓを，PN（Plant North）を基準に変換して建屋底面位置における地震動を評価
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第４図(26) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｂ５，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋：東側地盤） 

建屋底面位置における地震動（ＮＳ）

基準地震動（ＮＳ） 

建屋底面位置における地震動（ＥＷ）

基準地震動（ＥＷ） 

建屋底面位置における地震動（ＵＤ）

基準地震動（ＵＤ） 

▼解放基盤表面 

▼建屋底面 

▼解放基盤表面 

▼建屋底面 

▼解放基盤表面 

▼建屋底面 

▼解放基盤表面 

▼建屋底面 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
-600
-400
-200
0

200
400
600

時間(s)

加
速
度
(c
m
/
s2
)

488

0 10 20 30 40 50 60 70 80
-600
-400
-200
0

200
400
600

時間(s)

加
速
度
(c
m
/
s2
)

573

0 10 20 30 40 50 60 70 80
-600
-400
-200
0

200
400
600

時間(s)

加
速
度
(c
m
/
s2
)

400

▼解放基盤表面 

▼建屋底面 

※TN（True North）を基準として策定した基準地震動Ｓｓを，PN（Plant North）を基準に変換して建屋底面位置における地震動を評価
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第４図(27) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｃ１，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋：東側地盤） 
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第４図(28) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｃ２，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋：東側地盤） 
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第４図(29) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｃ３，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋：東側地盤） 
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第４図(30) 建屋底面位置における地震動（Ｓｓ－Ｃ４，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋：東側地盤） 
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補 2-5-1

地震応答解析の基本方針 
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補 2-5-3 

1. 概要 

本資料は，建物・構築物，機器・配管系の耐震設計を行う際の地震応答解折の

基本方針をまとめたものである。 

建物・構築物（洞道以外）の応答解析の手順を第 1.－1 図に，構築物（洞道）

の応答解析の手順を第 1.－2 図に示す。また，機器・配管系の応答解析の手順を

第 1.－3 図に示す。 
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補 2-5-4 

第 1.－1 図 建物・構築物（洞道以外）の地震応答解析の手順 

耐震Ｓクラス施設並びに基準地震動Ｓｓ，及び弾性設計

用地震動Ｓｄにより支持機能を確認する建物・構築物

材料物性評価

減衰定数

固有値解析

地震応答解析

質量・剛性評価

解析モデル設定

基準地震動Ｓｓもしくは 

弾性設計用地震動Ｓｄ

・応答加速度   ・応答変位

・応答せん断力  ・応答曲げモーメント

・応答軸力    ・応答せん断ひずみ度

・層間変形角
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補 2-5-5 

第 1.－2 図 構築物（洞道）の地震応答解析の手順 

構 築 物 （ 洞 道 ）

解 析 モ デ ル 設 定

基準地震動Ｓｓもしくは

弾性設計用地震動Ｓｄ

固 有 値 解 析

減 衰 特 性 の 設 定
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・応答せん断力  ・応答曲げモーメント

・応答軸力
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補 2-5-6 

第 1.－3 図 機器・配管系の地震応答解析の手順 

質 量 ・ 剛 性 評 価
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補 2-5-7 

2. 建物・構築物の応答解析 

2.1 建物・構築物（洞道以外） 

(1) 入力地震動 

建物・構築物（洞道以外）の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解

放基盤表面位置(T.M.S.L.-70m)で定義された基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄとし，解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮して作成す

るとともに，必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。 

また，安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの建物・構築物（洞道

以外）のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性

設計用地震動Ｓｄを 1/2 倍したものを用いる。 

(2) 解析方法及び解析モデル 

a. 解析方法 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析手法の適用性及

び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築

物（洞道以外）に応じた適切な解析条件を設定する。また，原則として，建

物・構築物（洞道以外）の地震応答解析及び床応答曲線の策定は，線形解析

及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法による。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析において，主

要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づ

き，該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬し

た復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

また，S クラスの施設を支持する建物・構築物（洞道以外）の支持機能を検

討するための動的解析において，施設を支持する建物・構築物（洞道以外）

の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動
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を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性の不確かさを適切に

考慮する。また，不確かさによる変動が建物・構築物（洞道以外）の振動性

状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき不確かさの要因を選定した上で，

選定された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。 

建物・構築物（洞道以外）の 3 次元応答性状及び機器・配管系への影響に

ついては，建物・構築物（洞道以外）の 3 次元 FEM モデルによる解析に基づ

き，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮して評価する。3 次元応答性

状等の評価は，周波数応答解析法による。解析方法及び解析モデルについて

は，補足説明資料 2-3「水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価方針」に示す。 

また，地震観測装置から得られた観測記録により振動性状を把握する。動

的解析に用いるモデルについては，地震観測装置により得られた観測記録を

用い解析モデルの妥当性確認などを行う。 

b. 解析モデル 

建物・構築物（洞道以外）の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性

はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して評価し，集中質点系等に置換し

た解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものとし，解

析モデルの地盤のばね定数は，基礎スラブの平面形状，基礎側面と地盤の接

触状況及び地盤の剛性等を考慮して定める。設計用地盤定数は，原則として，

弾性波試験によるものを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰は，振動エネルギーの地下逸散及び，地

震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。 
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2.2 構築物（洞道） 

(1) 入力地震動 

構築物（洞道）の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面

位置(T.M.S.L.-70m)で定義された基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ

とし，解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮して作成するととも

に，必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。 

(2) 解析方法及び解析モデル 

a. 解析方法 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析手法の適用性及

び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，各構造物に

応じた適切な解析条件を設定する。地震応答解析は，構造物と地盤の相互作

用を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地盤及び構造物の地震時に

おける非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のい

ずれかにて行う。 

なお，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時加振とするが，構

造物の応答特性により水平2方向の同時性を考慮する必要がある場合は，水平2

方向の組合せについて適切に評価する。具体的な方針については補足説明資料 

2-3「水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

b. 解析モデル 

構築物（洞道）の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相互作用を考慮

できる連成系の解析モデルを設定する。  
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3. 機器・配管系の応答解析 

3.1 入力地震動 

機器・配管系の地震応答解析の入力地震動は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄに基づいた当該機器・配管系の設置床における設計用床応答曲線

又は時刻歴応答波とする。なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率

に与える影響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている場合につい

ては，鉛直方向の加速度応答時刻歴に，以下のとおり誘発上下動を考慮するこ

ととする。 

・V+Xv 

・V+Yv 

・V-Xv 

・V-Yv 

(V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴，Xv:X 方向地

震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴，Yv:Y 方向地震力に対する

誘発上下動の加速度応答時刻歴） 

また，安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの機器・配管系のうち共

振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄ

に基づく設計用床応答曲線の応答加速度を 1/2 倍したものを用いるか，又は，

弾性設計用地震動Ｓｄから定まる入力地震動の加速度振幅を 1/2 倍したものを

入力として建物・構築物の動的解析を行い，これより算定される設計用床応答

曲線を用いる。
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3.2 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び

適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として

考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実

験等の結果に基づき設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モー

ドを適切に表現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用

床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法又は当該機器の設置床の

時刻歴応答波を用いた時刻歴応答解析法により応答を求める。また，時刻歴応

答解析法又は応答スペクトル・モーダル解析法を用いる場合は材料物性の不確

かさを適切に考慮する。 

配管系については，熱的条件及び口径から高温配管又は低温配管に分類し，

その仕様に応じて適切なモデルに置換し，設計用床応答曲線を用いた応答スペ

クトル・モーダル解析法又は時刻歴応答解析法により荷重等を求める。応答ス

ペクトル・モーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，解析対

象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

3 次元の広がりを持つ設備については，3 次元的な配置を踏まえ，適切にモ

デル化し，水平 2 方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるも

のとする。具体的な方針については補足説明資料 2-3「水平 2 方向及び鉛直方

向地震力の組み合わせに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器は，その機器の設置床面の最大応答加速度の 1.2 倍の加速度

を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。 

a. 解析方法 

機器・配管等の地震応答解析は，原則として設計用床応答曲線を用いる応

答スペクトル・モーダル解析法による。応答スペクトル・モーダル解析法を
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採用する機器・配管等の応答の最大値は，二乗和平方根法により求める。ま

た，当該機器・配管等の設置床における時刻歴応答波を用いる場合は，時刻

歴応答解析法による。 

b. 解析モデル 

機器・配管系の解析には，その形状及び支持方法を考慮して１質点系はり，

多質点系はり，等分布荷重連続はり又は有限要素法のモデルを用いる。 

4. 減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601-1987, 1991 に記載されている減

衰定数を設備の種類，構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性が

確認された値も用いる。具体的には，第 4.-1 表に示す値を用いる。 
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第 4.－1 表  減 衰 定 数 

設備 

減衰定数(%) 

水平 鉛直 

鉄筋コンクリート 5 5 

鉄骨 2 2 

溶接構造物 1.0 1.0 

ボルト及びリベット構造物 2.0 2.0 

配管 1) 3) 0.5～3.0 0.5～3.0 

空調用ダクト 2.5 2.5 

ポンプ等の機械装置 1.0 1.0 

電気盤 2) 4.0 1.0 

クレーン 3) 2.0 2.0 

注記 1)：配管設計用減衰定数は，第 4.－2 表の下に示す適用条件を満たすな

らば，各振動モードについて一律に第 4.－2 表に示す値を用いるも

のとする。ただし，適用条件を満たさないものについては，一律に

0.5％とする。 

2)：電気盤の水平方向の設計用減衰定数は，自立閉鎖型の電気盤は 4.0％，

その他の電気盤は 1.0％とする。 

3)：既往の研究等において，試験及び解析などにより妥当性が確認され

ている値。 
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第 4.－2 表 配管の設計用減衰定数 

配管区分 

設計用減衰定数(注 1)（％） 

保温材有 保温材無 

Ⅰ

スナバ及び架構レストレイント支持主体の配管

系でその支持具（スナバ又は架構レストレイン

ト）数が 4 個以上のもの 

2.5 2.0 

Ⅱ

スナバ，架構レストレイント，ハンガ等を有する

配管系でその支持具（アンカー及び U ボルトを除

く）数が 4 個以上のもの 

1.5 1.0 

Ⅲ

U ボルトを有する配管系で，架構で水平配管の自

重を受ける U ボルトの数が 4 個以上(注 3)のもの 

3.0(注 2) 2.0(注 2)

Ⅳ 配管区分Ⅰ，Ⅱ及びⅢに属さないもの 1.0 0.5 

（注１）水平方向及び鉛直方向の設計用減衰定数は同じ値を使用 

（注２）JEAG4601-1991 追補版で規定されている配管系の設計用減衰定数に，既

往の研究等において妥当性が確認された値を反映 

（注３）解析ブロック端からブロック端までの間に，水平配管の自重を架構で受

ける U ボルトの支持具の数（解析ブロック端は 6 軸拘束のアンカー若し

くは，x,y,z の各方向をそれぞれ 2 回ずつ拘束するサポート群） 

適用条件 

(1) 設計用減衰定数は，アンカーからアンカーまでの独立した振動系である配

管に対して適用するものとする。 

(2) 設計用減衰定数は，当該配管が設置される建物・構築物の１次固有周期よ

り短周期側で設計される場合に適用するものとする。 
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(3) 支持具数の算定に際しては，当該支持点を同一方向に複数の支持具で分配

して支持する場合には，支持具数は１個として取り扱い，同一支持点を複数

の支持具で２方向に支持する場合には支持具数は２個として取り扱うものと

する。 

(4) 支持具は，その位置及び方向が配管全体としてみた場合，局所的に集中し

ていないこととする。 

(5) 支持点間の間隔については，次の条件を満たすよう配慮する。 

配  管  全  長 

≦15（ｍ／支持点） 

配管区分ごとに定められた支持具の支持点数 

ここで支持点とは，支持具が取り付けられている配管節点をいい，複数の支

持具が取り付けられている場合も１支持点とする。 

5. 解析プログラム

解析プログラムは，その信頼性が確認されたもので，既設の原子力施設及び一

般の構造物の構造解析等に使用実績を持つものとする。 
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補-2-5-参考資料 

本資料は，安全審査で説明した内容であり，補足説明資料 2-5

「地震応答解析の基本方針」の既設工認からの変更内容を示すも

のであるため，参考資料として示す。 

＜既設工認の評価手法等からの変更事項＞ 

今回の耐震評価で用いた各施設の評価手法・条件・解析モデル

において，既設工認からの変更がある主な評価手法等は以下の通

り。 

なお，以下のいずれの手法等も，先行原子力プラントにおいて

適用実績が有る。 

既設工認からの変更がある  

主な評価手法等  

先行原子力プラントでの  

適用実績の例  

建

物

・

構

築

物

建屋埋込み効果を考慮したモデルの

採用  

東海第二発電所  

原子炉建屋の地震応答解析モデル

屋根トラス解析を静的弾性解析から

動的弾性解析（一部弾塑性）に変更

東海第二発電所  原子炉建屋  

屋根トラスの地震応答解析モデル

建屋基礎スラブ評価を弾性解析から

弾塑性解析に変更  

女川２号炉  原子炉建屋  

基礎版の応力解析モデル  

洞道解析を静的応力解析から時刻歴

応答解析に変更  

女川原子力発電所２号炉  

原子炉機器冷却海水配管ダクトの

地震応答解析モデル  

機

器

・

配

管

系

機器の解析モデルについて多質点は

りモデルからシェルモデルに変更  

東海第二発電所  

使用済燃料貯蔵ラックの解析モデ

ル  

先行原子力プラントにおいて適用実

績が有る減衰定数の採用  

東海第二発電所  

クレーン類および配管系の解析モ

デル  

参考資料
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1. 概要  

再処理 施 設は， 耐 震設計 上 の重要 度 に応じ た 設計用 地 震力に 対 してそ の

機能を維 持するよ うに設計 される。 本資料は ，安全機 能を有す る施設の機

能が維持 されるこ とを確認 するに際 しての基 本的な考 え方を示 したもので

ある。  

 

2. 機能 維持の確 認に用い る設計用 地震力  

機 能 維 持 の 確 認 に 用 い る 設 計 用 地 震 力 に つ い て は ， 補 足 説 明 資 料  2-1

「耐震設 計の基本 方針」の 「 3. 設 計用地震 力」に示 す設計用 地震力の算

定法に基 づくこと とし，具 体的な算 定法は第 2.-1 表に従い算定 する。  
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第 2.-1 表  設計用 地震力  

項  

目  

耐震  

クラス  

適用する 地震動等  

設計用地 震力 1) 

水平  鉛直  

建

物  

・  

構

築

物  

Ｓ  

弾 性 設 計 用 地

震 動 Ｓ ｄ 及 び

地 震 層 せ ん 断

力係数  

（ 3.0Ｃ ｉ ）  

 

弾 性 設 計 用 地

震 動 Ｓ ｄ 及 び

鉛直震度  

(1.0Ｃ ｖ )  

 

鉛直地震 力は，静 的地震力 で

は 水 平 地 震 力 と 同 時 に 不 利

な 方 向 に 作 用 さ せ る も の と

し，動的 地震力で は水平方 向

及 び 鉛 直 方 向 に つ い て 適 切

に組み合 せて算定 する。  

 

基準地震 動Ｓ s 

 

設計用地 震力は，動的地震 力

とする。地震力は ，水平方 向

及 び 鉛 直 方 向 に つ い て 適 切

に組み合 わせて算 定する。  

 

Ｂ  

地 震 層 せ ん 断

力係数  

（ 1.5Ｃ ｉ ）  

－  
設計用地 震力は，静的地震 力

とする。  

 

Ｃ  

地 震 層 せ ん 断

力係数  

（ 1.0Ｃ ｉ ）  

－  
設計用地 震力は，静的地震 力

とする。  

 

 

項  

目  

耐震  

クラス  

適用する 地震動等  

設計用地 震力 1) 

水平  鉛直  

機  

器  

・  

配  

管  

系  

Ｓ  

設 計 用 床 応 答

曲 線 Ｓ ｄ 又 は

弾 性 設 計 用 地

震 動 Ｓ ｄ 及 び

静的震度  

（ 3.6Ｃ ｉ ）  

設 計 用 床 応 答

曲 線 Ｓ ｄ 又 は

弾 性 設 計 用 地

震 動 Ｓ ｄ 及 び

鉛直震度  

(1.2Ｃ ｖ ) 

鉛直地震 力は，静 的地震力 で

は 水 平 地 震 力 と 同 時 に 不 利

な 方 向 に 作 用 さ せ る も の と

し，動的 地震力で は水平方 向

及 び 鉛 直 方 向 に つ い て 適 切

に組み合 せて算定 する。 2) 

設 計 用 床 応 答 曲 線 Ｓ ｓ 又 は 基 準

地震動Ｓ s 

 

設計用地 震力は，動的地震 力

とする。地震力は ，水平方 向

及 び 鉛 直 方 向 に つ い て 適 切

に組み合 わせて算 定する。 2)   

 

Ｂ  

静的震度  

 (1.8Ｃ ｉ )  
－  

設計用地 震力は，静的地震 力
3)とする 。  

 

Ｃ  

静的震度  

 (1.2Ｃ ｉ )  
－  

設計用地 震力は，静的地震 力

とする。  
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注 記  １ ）： 波 及 的 影 響 を 考 慮 す べ き 設 備 は ， 基 準 地 震 動 Ｓ ｓ に て ， 下 位 の

耐 震 ク ラ ス に 属 す る 設 備 の 破 損 に よ っ て 上 位 の 耐 震 ク ラ ス に 属

する設備 に対して 波及的影 響を与え ないよう に設計す る。  

２ ）： 荷 重 の 組 合 せ は ， 絶 対 値 和 法 又 は 二 乗 和 平 方 根 （ SRSS） 法 に よ

る。  

３ ）： 支 持 構 造 物 の 振 動 と 共 振 の お そ れ の あ る も の に つ い て は ， 弾 性

設計用地 震動Ｓｄ に基づく 設計用床 応答曲線 の応答加 速度を 1/2

倍したも のを用い るか，又は，弾性設計用地 震動Ｓｄ から定ま る

入力地震 動の加速 度振幅を 1/2倍した ものを入 力として 建物・構

築物の動 的解析を 行い，これ により算 定される 設計用床 応答曲線

を用いる 。  
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3. 構造 強度上の 制限  

再処理 施 設の機 能 が構造 強 度的に 維 持され る かどう か の確認 は ，再処 理

施設の耐 震設計に 際し，各 耐震設計 上の重要 度に応じ た設計用 地震力が建

物・構築 物，機器 ・配管系 に加わっ た場合， これらに 生じる応 力とその他

の荷重に よって生 じる応力 の合計値 が許容限 界を超え ないこと を確認する

ことによ って行う ものとす る。  

 

3.1 安全 機能を有 する施設  

安全機 能 を有す る 施設に 対 する許 容 限界は ， 建物・ 構 築物， 機 器・配 管

系の種類 ，用途等 を考慮し ，その機 能が維持 出来るよ うに十分 余裕を見込

んだ値と する。  

地震力 に よる応 力 とその 他 の荷重 に よる応 力 の組合 せ に対す る 許容限 界

は ， 補足説明資料  2-1「 耐 震 設 計 の 基 本 方 針 」 に 示 す 考 え 方 に 基 づ い て

以下に示 すとおり とする。  

また，建 物・構築 物の保有 水平耐力 は，必要 保有水平 耐力に対 して，妥

当な安全 余裕を有 する設計 とする。 支持性能 が必要と なる施設 の基礎地盤

について は，接地 圧が安全 上適切と 認められ る規格及 び基準等 による地盤

の支持力 度を下回 る設計と し，安全 機能を有 する施設 における 耐震重要度

に応じた 許容限界 を設定す る。  

耐震設 計 におい て は，地 震 力に加 え て，自 然 条件と し て積雪 荷 重及び 風

荷重を組 み合わせ る。積雪 荷重につ いては， 屋外に設 置されて いる施設の

うち，積 雪による 受圧面積 が小さい 施設，又 は埋設構 造物等常 時の荷重に

対して積 雪荷重の 割合が無 視できる 施設を除 き，地震 力と組み 合わせる。

また，風 荷重につ いては， 屋外に設 置されて いる施設 のうち， コンクリー

ト構造物 等の自重 が大きい 施設を除 いて，風 荷重の影 響が地震 力と比べて
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相対的に 無視でき ないよう な構造， 形状及び 仕様の施 設におい ては，地震

力と組み 合わせる 。  
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3.1.1 建 物・構築 物  

重要度  

分  類  
荷重の組 合せ 1) 許容限界  

基礎地盤 の  

支持性能  

Ｓ  

Ｄ＋Ｌ＋ Ｌ Ｓ ＋Ｓ ｄ  

部 材 に 生 じ る 応 力 が 短 期

許 容 応 力 度 に 基 づ く 許 容

値を超え ないこと とする。 

地盤の短 期許

容支持力 度と

する。  

Ｄ＋Ｌ＋ Ｌ Ｓ ＋Ｓ ｓ  

質 点 系 モ デ ル に よ る 地 震

応 答 解 析 の 大 せ ん 断 ひ

ずみが 2.0×10- 3 を 超えな

いこと，又 は部材に 生じる

断 面 力 が 終 局 耐 力 に 対 し

妥 当 な 安 全 裕 度 を 有 し て

いること とする。  

地盤の極 限支

持力度と す

る。  

Ｂ  Ｄ＋Ｌ＋ Ｌ Ｓ ＋Ｓ Ｂ  

部 材 に 生 じ る 応 力 が 短 期

許 容 応 力 度 に 基 づ く 許 容

値を超え ないこと とする。 

地盤の短 期許

容支持力 度と

する。  

Ｃ  Ｄ＋Ｌ＋ Ｌ Ｓ ＋Ｓ Ｃ  

部 材 に 生 じ る 応 力 が 短 期

許 容 応 力 度 に 基 づ く 許 容

値を超え ないこと とする。 

地盤の短 期許

容支持力 度と

する。  

注記  1)：地震力 と組み合 わせる荷 重には， この他， 建物・構 築物の実 況に

応じて， 土圧，水 圧等を考 慮するも のとする 。  

 

記号の説 明  

Ｄ  ：固定荷 重  

Ｌ  ：積載荷 重  

Ｌ Ｓ  ：積雪荷重（短期事象との組合せ用で，Ｌ Ｓ ＝０の場合も考慮する。） 

Ｓｓ：基準地 震動Ｓｓ による地 震力  

Ｓｄ：弾性設 計用地震 動Ｓｄに よる地震 力又は静 的地震力  

Ｓ Ｂ  ：Ｂクラ スの施設 に適用さ れる地震 力  

Ｓ Ｃ  ：Ｃクラ スの施設 に適用さ れる地震 力  
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3.1.2 機 器・配管 系  

記号の説 明  

Ｄ  ：死荷重  

Ｓｓ：基準地 震動Ｓｓ による地 震力  

Ｓｄ：弾性設 計用地震 動Ｓｄに よる地震 力又は静 的地震力  

Ｓ Ｂ  ：Ｂクラ スの施設 に適用さ れる地震 力  

Ｓ Ｃ  ：Ｃクラ スの施設 に適用さ れる地震 力  

Ｐ ｄ  ：当該設 備に設計 上定めら れた 高 使用圧力 による荷 重  

Ｍ ｄ  ：当該設 備に設計 上定めら れた機械 的荷重  

Ｓ ｙ  ：設計降 伏点  「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年

版（2007 年追補版を含む））JSME S NC1-2005/2007」

（以下「JSME S NC1」という。）付録材料図表 Part5

表 8 に規定される値 

Ｓ ｕ  ：設計引 張強さ  「 JSME S NC1」付録 材料図表 Part5 表 9 に規定さ

れる値  

Ｓ ｍ ：設 計応力強 さ  「 JSME S NC1」付録 材料図表 Part5 表 1 に規定さ

れる値  

Ｓ  ：許容引 張応力  「 JSME S NC1」付録 材料図表 Part5 表 5 又は表 6

に規定さ れる値  

ｆ ｔ  ：許容引 張応力  支持構造 物（ボル ト等を除 く。）に対して「 JSME 

S NC1」 SSB-3121.1 により規 定される 値  

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131 によ

り規定される値 

ｆ ｓ  ：許容せ ん断応力  同  上  

ｆ ｃ  ：許容圧 縮応力  支持構造 物（ボル ト等を除 く。）に対して「 JSME 
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S NC1」 SSB-3121.1 により規 定される 値  

ｆ ｂ  ：許容曲 げ応力  同  上  

ｆ ｐ  ：許容支 圧応力  同  上  

ｆ ｔ
*，ｆ ｓ

*， ｆ ｃ
*，ｆ ｂ

*， ｆ ｐ
*：  

上記のｆ ｔ ，ｆ ｓ ，ｆ ｃ ，ｆ ｂ ，ｆ ｐ の値 を算出す る際に「 JSME S NC1」

SSB-3121.1(1)a.本 文中「Ｓ ｙ 」及び「 Ｓ ｙ (RT)」とあるの を「 1.2

Ｓ ｙ 」及び「 1.2Ｓ ｙ (RT)」と読み替えて 算出した 値（「 JSME S NC1」

SSB-3121.3 及び SSB-3133）  

ただし，その他の 支持構造 物の上記 ｆ ｔ ～ｆ ｐ
*において は，「 JSME 

S NC1」 SSB-3121.1(1)の Ｆ 値 は ， 次 に 定 め る 値 と す る 。 Ｓ ｙ 又 は

0.7Ｓ ｕ の いずれか 小さい方 の値。ただし，使用温度が 40℃を超 え

る オ ー ス テ ナ イ ト 系 ス テ ン レ ス 鋼 及 び 高 ニ ッ ケ ル 合 金 に あ っ て は ，

1.35Ｓ ｙ ， 0.7Ｓ ｕ 又はＳ ｙ (RT)のいず れか小さ い方の値  

なお，上 記におい て「 JSME S NC1」付録 材料図表 Part5 表 1，表 5，表 6，

表 8 及び表 9 に値の記載が ない場合 は，別途 定められ た規格・ 基準等を準

用するこ ととする 。  

 

285



補 2-6-11 

(1) 容器  

a. Ｓク ラス  

重要度 

分 類 
荷重の組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 
一次膜応力＋ 

一次曲げ応力 

一 次 ＋ 

二 次 応 力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピーク応力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの

小 さ い 方 。 た だ

し ， オ ー ス テ ナ

イ ト 系 ス テ ン レ

ス 鋼 及 び 高 ニ ッ

ケ ル 合 金 に つ い

て は 1.2Ｓ と の

大きい方。 

左欄の 1.5 倍

の値 

Ｓｄ又はＳｓ地震動のみ

による疲労解析を行い，

疲労累積係数が 1.0 以下

であること。ただし，地

震動のみによる一次＋二

次応力の変動値が２Ｓ ｙ

以下であれば疲労解析は

行わない。1) 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｓ 0.6Ｓｕ 
左欄の 1.5 倍

の値 

注記  1)：２Ｓ ｙ を 超えると きは弾塑 性解折を 行う。こ の場合「 JSME S NC1」

PVB-3300(同 PVB-3313 を除く 。またＳ ｍ は 2／ 3Ｓ ｙ と読み 替える。）

の簡易弾 塑性解析 を用いる 。  

 

b. Ｂ， Ｃクラス  

重要度 

分 類 
荷重の組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 一 次 応 力 

Ｂ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＢ Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。た

だし，オーステナイト系ステ

ン レ ス 鋼 及 び 高 ニ ッ ケ ル 合

金については 1.2Ｓとの大き

い方。 

Ｓｙ  

ただし，オーステナイト系ス

テンレス鋼及び高ニッケル

合金については 1.2Ｓとの大

きい方。 Ｃ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＣ 
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(2) 配管 等  

a. Ｓク ラス  

 
重要度 

分 類 
荷重の組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 

一次応力 

（曲げ応力 

を含む。） 

一 次 ＋ 

二 次 応 力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピーク応力 

配
管
（
ダ
ク
ト
を
除
く
。
） 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｄ 

Ｓ ｙ と 0.6Ｓ ｕ の

小 さ い 方 。 た だ

し，オーステナイ

ト 系 ス テ ン レ ス

鋼 及 び 高 ニ ッ ケ

ル 合 金 に つ い て

は 1.2Ｓとの大き

い方。1) 

Ｓｙ  

ただし，オー

ステナイト

系ステンレ

ス鋼及び高

ニッケル合

金について

は 1.2Ｓと

の大きい方。 

Ｓ ｄ 又 は Ｓ ｓ 地 震 動 の

み に よ る 疲 労 解 析 を 行

い，疲労累積係数が 1.0

以 下 で あ る こ と 。 た だ

し，地震動のみによる一

次 ＋ 二 次 応 力 の 変 動 値

が 2Ｓ ｙ 以下であれば疲

労解析は行わない。2) 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｓ 0.6Ｓｕ
1) 

左欄の 1.5

倍の値 

ダ
ク
ト 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｄ 

地 震 時 の 加 速 度

及 び 相 対 変 位 に

対 し 機 能 が 保 た

れ る よ う サ ポ ー

ト の ス パ ン 長 3)

を 大 許 容 ピ ッ

チ 以 下 に 確 保 す

ること。 

－ － － 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｓ 

注記  1)：軸力に よる全断 面平均応 力につい ては，配 管（ダク トを除く 。）

の一次一 般膜応力 の許容値 の 0.8 倍の値とす る。  

2)：２Ｓ ｙ を超える ときは弾 塑性解折 を行う。この場合「 JSME S NC1」

PPB-3536(同（ 3）及 び（ 6）を 除く。ま たＳ ｍ は 2／ 3Ｓ ｙ に 読み替

える。） の簡易弾 塑性解析 を用いる 。  

3)：支持 間隔を座 屈限界長 さ以下に 設定する 。  
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b. Ｂ， Ｃクラス  

 
重要度 

分 類 
荷重の組合せ 

許   容   限   界 

一 次 一 般 膜 応 力 一 次 応 力 

配
管
（
ダ
ク
ト
を
除
く
。
） 

Ｂ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＢ Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい

方。ただし，オーステ

ナイト系ステンレス鋼

及び高ニッケル合金に

ついては 1.2Ｓとの大

きい方。1) 

Ｓｙ  

ただし，オーステナイ

ト系ステンレス鋼及び

高ニッケル合金につい

ては 1.2Ｓとの大きい

方。 Ｃ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＣ 

ダ
ク
ト 

Ｂ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＢ 地震時の加速度及び相

対変位に対し機能が保

たれるようサポートの

スパン長 2)を 大許容

ピッチ以下に確保する

こと。 

－ 

Ｃ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＣ 

注記  1)：軸力に よる全断 面平均応 力につい ては，本 欄の 0.8 倍の値と する。  

2)：支持 間隔を座 屈限界長 さ以下に 設定する 。  
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( 3) 支持 構造物  

重要度 

分 類 
荷重の組合せ 

許容限界（ボルト等を除く。）4),5),6) 
許容限界 5) 

（ボルト等） 

一  次  応  力 一 次 ＋ 二 次 応 力 一 次 応 力 

引張 せん断 圧縮 曲げ 支圧 
引張 

圧縮 
せん断 曲げ 支圧 座屈 引張 せん断 

Ｓ  

Ｄ＋Ｐ ｄ ＋Ｍ ｄ ＋ Ｓｄ  1.5ft 1.5f s 1.5f c 1.5f b 1.5f p 

 

3f t
8 )  

1 )  

3f s
8 )  

2 )  

3f b
8 )  

3 )  

1.5f p 

2 )  

3 )  

1.5f b 

1.5f s
 

又は  

1.5fc
 

1.5f t
7 )  

(f t) 

1.5f s
7 )  

(f s) 

Ｄ＋Ｐ ｄ ＋Ｍ ｄ ＋ Ｓｓ  1.5ft
* 1.5f s

* 1.5f c
* 1.5f b

* 1.5f p
* 

3 ) 

1.5f p
* 

1.5f t
*  7 )  

(1.5f t) 

1.5f s
*  7 )  

(1.5f s) 

Ｂ  Ｄ＋Ｐ ｄ ＋Ｍ ｄ ＋ Ｓ Ｂ  

1.5ft 1.5f s 1.5f c 1.5f b 1.5f p 
3 ) 

1.5f p 

1.5f t
7 )  

(f t) 

1.5f s
7 )  

(f s) 

Ｃ  Ｄ＋Ｐ ｄ ＋Ｍ ｄ ＋ Ｓ Ｃ  

注記  1)：すみ肉 溶接部に あっては 大応力 に対して 1.5fs とす る。  
   2)：「 JSME S NC1」 SSB-3121.1(4)により 求めた fb とする。  
   3)：自重， 熱膨張等 により常 時作用す る荷重に ，地震に よる荷重 を重ね合 わせて得 られる応 力の圧縮 大値につい

て評価す る。  
   4)：「鋼構 造設計規 準  SI 単位版」（ 2002 年日本建築学 会）等の 幅厚比の 制限を満 足させる 。  
   5)：組合せ 応力に対 しても評 価を行う 。  
   6)：Ｓクラ スで耐圧 部に溶接 等により 直接取付 けられる 支持構造 物であっ て耐圧部 と一体の 応力解析 を行うものに

ついては 耐圧部と 同じ許容 応力とす る。  
   7)：コンク リートに 埋込まれ るアンカ ーボルト で地震応 力の占め る割合が 支配的な ものであ って，ト ルク管理，材

料の照合 等を行わ ないもの について は，材料 の品質， 据付状態 等のゆら ぎ等を考 慮して（  ）内の 値を用いて
応力評価 を行う。  

   8)：地震の みによる 応力振幅 について 評価する 。  
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4. 変形 ，歪の制 限  

再処理施 設として 設置され る建物・ 構築物， 機器・配 管系の設 計に当た

っては， 剛構造と すること を原則と しており ，地震時 にこれら に生じる応

力を許容 応力値以 内に抑え ることに より，変 位，変形 に対して は特に制限

を設けな くても機 能は十分 維持され ると考え られる。  

しかしな がら，地 震により 生起され る変位， 変形に対 し設計上 の注意を

要する部 分につい ては以下 のような 配慮を行 い，設備 の機能維 持が十分果

たされる 設計とす る。  

 

4.1 建物 ・構築物 間相対変 位に対す る配慮  

異なった 建物・構 築物間の 取合部に ついては ，十分安 全側に算 定された

建物・構 築物間相 対変位に 対し適切 な間隔を 設けるこ ととし， 異なった建

物・構築 物間をわ たる配管 等の設計 において は，十分 安全側に 算定された

建物・構 築物間相 対変位に 対し配管 ルート， 支持方法 又は伸縮 継手の採用

等でこれ を吸収で きるよう に考慮す る。  

 

4.2 形状 寸法管理 に対する 配慮  

形状寸法 管理を行 う設備の うち，平常運転時 その破損 又は機能 喪失によ

り臨界を 起こすお それのあ るもので あって， 地震時に おいて発 生する変形

量を制限 する必要 があるも のは，こ れらを配 慮した設 計とする 。  
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5. 機能 維持  

5.1 動的 機能維持  

（ 1）  動 的 機 能 が 要 求 さ れ る 機 器 は ， 補足説明資料  2-1「 耐 震 設 計 の 基

本方針」のうち「 4.2(1) 動 的機能維 持」の考え方に基 づき，地震 時

及び地震 後におい て，その機 器が要求 される安 全機能を 維持する ため，

回転機器 及び弁の 機種別に 分類し，安 全機能を 有する施 設の耐震 重要

度分類に 応じた応 答加速度 が，加振試 験等の既 往の研究 によって 機能

維持を確 認した加 速度（以 下「動的 機能確認 済加速度 」という 。）以

下とする 設計とす るか，もし くは応答 加速度に よる解析 等により 機能

維持を満 足する設 計とする 。  

具体的な 評価手順 について は第 5.-1 図に示す 。また， 標準的な機

種の動的 機能確認 済加速度 を第 5.-1 表に示す 。  
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応答加速 度の算定  

固有値解 析  ・設置床 の床応答 スペクト ル  

・設置床 の 大応 答加速度  

評価部位 の  

応答加速 度を算定  

詳細評価 項目  

の健全性 確認  

詳細評価 項目  

の抽出  

  対  策 ※ ２  評価終了  

床応答加 速度が  

機能確認 済加速度

以下か  

評価値が 許容値  

以下か  

機能確認 済加速度

との比較 ができな

い場合  

機能確認 済加速度 ※ １  

との比較  

Ｙｅｓ  

Ｎｏ  

詳細評価  

Ｙｅｓ  

Ｎｏ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.-1 図  評価手 順  

※１  加 振試験よ り得た機 能確認済 加速度等 を含む  

※２  補強 ・交換等 による対 策  
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第 5.-1 表 動的機 能確認済 加速度

種別 機種 
加速度 

確認部位 

機能確認済加速度 

（G） 

水平 

方向 

鉛直 

方向 

横形ポンプ 1) 

横形単段遠心式ポンプ 

軸位置 
横形多段遠心式ポンプ 

電動機 

横形ころがり軸受電動機 

軸受部 
横形すべり軸受電動機 

立形ころがり軸受電動機 

立形すべり軸受電動機 

ファン 

遠心直結型ファン 

メカニカルシー

ルケーシング 

軸受部 遠心直動型ファン 

軸流式ファン 

冷凍機 

ターボ式冷凍機 圧縮機軸受部 

スクリュー式冷凍機 圧縮機部 

往復動式冷凍機 シリンダ部 

非常用 

ディーゼル 

発電機 

高速形ディーゼル機関 2) 
機関重心位置 

ガバナ取付位置 

中速形ディーゼル機関（1）2) 
機関重心位置 

ガバナ取付位置 

中速形ディーゼル機関（2）2) 
機関重心位置 

ガバナ取付位置 

制御用 

空気 

圧縮機 

Ⅴ形２気筒圧縮機 

シリンダ部 
立形単気筒圧縮機 

弁 

一般弁 3) 

駆動部 一般弁(逆止弁) 

ゴムダイヤフラム弁 

ダンパ 

空気作動式ダンパ 

ケーシング 

重心位置 

ベーン取付位置 

電動式ダンパ 

ケーシング 

重心位置 

ベーン取付位置 

1）：軸継 手は電動 機にスラ スト軸受 がなく軸 方向荷重 がポンプ 側に作用 する

形式のう ち，ギヤ カップリ ングを使 用してい る場合に 評価する 。  

2）：高速形及び中速形(1)；原子力発 電技術機 構の耐震 信頼性実 証試験に おい

て Ｂ Ｗ Ｒ 用 と し て 評 価 さ れ た 形 式 。 中 速 型 (2)； 同 実 証 実 験 に お い て Ｐ

ＷＲ用と して評価 された形 式。  

3）：空気 作動及び 電動のグ ローブ弁 ，ゲート 及びバタ フライ弁
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5.2 電気 的機能維 持  

電気的機 能が要求 される機 器は，補足説明資料  2-1「 耐震設計 の基本方

針」のう ち「 4.2(2) 電気的 機能維持 」の考え 方に基づ き，地震 時及び地

震後にお いて，そ の機器に 要求され る安全機 能を維持 するため ，安全機能

を有する 施設の耐 震重要度 分類に応 じた地震 動に対し て，要求 される電気

的機能が 維持でき ることを 試験又は 解析によ り確認し ，当該機 能を維持す

る設計と する。  

 

5.3 気密 性の維持  

気密性の 維持が要 求される 施設は，補足説明資料 2-1「耐震設計の基本

方針」の うち「 4.2(3) 気密 性の維持 」の考え 方に基づ き，地震 時及び地

震後にお いて，放 射線業務 従事者の 放射線障 害防止， 再処理施 設周辺の空

間線量率 の低減， 居住性の 確保及び 放射線障 害から公 衆を守る ため，事故

時に放射 性気体の 放出，流 入を防ぐ ことを目 的として ，安全機 能を有する

施設の耐 震重要度 分類に応 じた地震 動に対し て，構造 強度を確 保する設計

とする。  

 

5.4 遮蔽 性の維持  

遮蔽性の 維持が要 求される 施設は，補足説明資料 2-1「耐震設 計の基本

方 針 」 のう ち 「 4.2(4) 遮 蔽 性 の 維 持」 の 考 え方 に 基 づき ， 地 震時 及 び 地

震 後 に おい て ， 放射 線 業 務従 事 者 の放 射 線 障害 防 止 ，再 処 理 施設 周 辺 の 空

間 線 量 率の 低 減 ，居 住 性 の確 保 及 び放 射 線 障害 か ら 公衆 を 守 るた め ， 鉄 筋

コ ン ク リー ト 造 とし て 設 計す る こ とを 基 本 とし ， 遮 蔽性 の 維 持が 要 求 さ れ

る 施 設 につ い て は， 安 全 機能 を 有 する 施 設 の耐 震 重 要度 分 類 に応 じ た 地 震

動に対し て構造強 度を確保 する設計 とする。  
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5.5 支持 機能の維 持  

機器・配管系等の 設備を間 接的に支 持する機 能の維持 が要求さ れる施設

は，補足説明資料  2-1「耐 震設計の 基本方針 」のうち「 4.2(5) 支持機 能

の維持」 の考え方 に基づき ，地震時 及び地震 後におい て，被支 持設備の機

能を維持 するため，被支持設 備の耐震 重要度分 類に応じ た地震動 に対して，

構造強度 を確保す ることで ，支持機 能が維持 できる設 計とする 。  

(1) 建物 ・構築物 の支持機 能の維持  

建物・構 築物（洞道以外）が鉄筋コ ンクリー ト造の場 合は，耐震壁 の

せん断ひ ずみの許 容限界を 満足する こと又は 基礎を構 成する部 材に生

じる応力 が終局強 度に対し 妥当な安 全余裕を 有してい ることで，Ｓクラ

ス設備等 に対する 支持機能 が維持で きる設計 とする。  

(2) 構築 物（洞道 ）の支持 機能の維 持  

構築物（洞道）については ，地震力が作用し た場合に おいて，構造 部

材の曲げ について は限界層 間変形角 又は曲げ 耐力，せん断につい てはせ

ん断耐力 に対して 妥当な安 全余裕を もたせる ことで機 器・配管系の支持

機能が維 持できる 設計とす る。  

(3) 車両 型の間接 支持構造 物におけ る支持機 能の維持  

車両型の 間接支持 構造物に ついては ，地震動に対して ，被支持設備の

機能を維 持できる 構造強度 を確保す る設計と する。  

また，地震時に車 両等の転 倒を防止 するよう ，地震応答解析か ら得ら

れた重心 相対変位 が転倒条 件の相対 変位以下 となるよ う設計す ること

で，設置 箇所にお ける機能 維持を満 足する設 計とする 。  

295



補足説明資料 2-7（７条） 

296



297



補 2-7-1 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要度分類見直し結果の反映に伴う 

再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する 

規則への影響について 
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１．変更の概要 

事業指定基準規則の要求事項に照らし，設備に求められる耐震重要度を再

検討した結果，定量ポットグローブ ボックス及び脱硝装置グローブ ボック

ス並びに，それに付随する漏えい液回収系統（他漏えい液回収系統の合流部

まで，二重配管の外管を含む），グローブ ボックスからの排気系統(他排気

系統の合流部まで)及び定量ポットグローブ ボックス，脱硝装置グローブ 

ボックス内のプルトニウム溶液を内包する耐震Ｓクラス機器と接続する配管

を収納する二重配管の外管の耐震クラスを耐震Ｓクラスから耐震Ｂクラスへ

変更する。 

また，耐震Ｓクラスを収納する定量ポットグローブ ボックス及び脱硝装

置グローブ ボックス並びに，それに付随する漏えい液回収系統のうち水封

からプルトニウム溶液を内包する貯槽に接続する他漏えい液回収系統の合流

部までの配管及び定量ポットグローブ ボックス，脱硝装置グローブ ボック

ス内のプルトニウム溶液を内包する耐震Ｓクラス機器と接続する配管を収納

する二重配管の外管は，収納する耐震Ｓクラスへの波及的影響を防止できる

設計（基準地震動による確認）とする。 

上記について整理したものを次表に示す。 
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対象設備 
変更前耐震クラス 

（既許可耐震クラス） 
変更後耐震クラス 

定量ポットグローブ ボックス A B（Ｓs） 

脱硝装置グローブ ボックス A B（Ｓs） 

定量ポットグローブ ボックス，脱硝装置グローブ ボックスに付随す

る漏えい液回収系統のうちグローブボックスから水封までの配管（二

重配管の外管を含む） 

A B 

定量ポットグローブ ボックス，脱硝装置グローブ ボックスに付随す

る漏えい液回収系統のうち水封からプルトニウム溶液を内包する貯

槽に接続する他漏えい液回収系統の合流部までの配管 

A B（Ｓs） 

定量ポットグローブ ボックス，脱硝装置グローブ ボックスからの排

気系統(他排気系統の合流部まで) 
A B 

定量ポットグローブ ボックス，脱硝装置グローブ ボックス内のプル

トニウム溶液を内包する耐震Ｓクラス機器と接続する配管を収納す

る二重配管の外管 

A B（Ｓs） 

 

耐震重要度分類見直しに伴う上記グローブ ボックス等の変更後の耐震ク

ラスは，再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の第７条（地

震による損傷の防止）に適合している。 

 【別紙 1，別紙 2】 

 

２. 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則への影響 

本変更による再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則への影

響は第１表のとおりである。
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第１表 耐震重要度分類見直し結果の反映に伴う再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則への影響について 

 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（核燃料物質の臨界防止） 

第二条 安全機能を有する施設は，核燃料物質が臨界に達

するおそれがないようにするため，核的に安全な形状寸法

にすることその他の適切な措置を講じたものでなければな

らない。 

２ 再処理施設には，臨界警報設備その他の臨界事故を防

止するために必要な設備を設けなければならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（遮蔽等） 

第三条 安全機能を有する施設は，運転時及び停止時にお

いて再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による

工場等周辺の線量が十分に低減できるよう，遮蔽その他適

切な措置を講じたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設は，工場等内における放射線障

害を防止する必要がある場合には，次に掲げるものでなけ

ればならない。 

一 管理区域その他工場等内の人が立ち入る場所における

線量を低減できるよう，遮蔽その他適切な措置を講じたも

のとすること。 

二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設

計基準事故時において，迅速な対応をするために必要な操

作ができるものとすること。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 
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 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（閉じ込めの機能） 

第四条 安全機能を有する施設は，放射性物質を限定され

た区域に適切に閉じ込めることができるものでなければな

らない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（火災等による損傷の防止） 

第五条 安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再

処理施設の安全性が損なわれないよう，火災及び爆発の発

生を防止することができ，かつ，消火を行う設備（以下

「消火設備」といい，安全機能を有する施設に属するもの

に限る。）及び早期に火災発生を感知する設備（以下「火災

感知設備」という。）並びに火災及び爆発の影響を軽減する

機能を有するものでなければならない。 

２ 消火設備（安全機能を有する施設に属するものに限

る。）は，破損，誤作動又は誤操作が起きた場合においても

安全上重要な施設の安全機能を損なわないものでなければ

ならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（安全機能を有する施設の地盤） 

第六条 安全機能を有する施設は，次条第二項の規定によ

り算定する地震力（安全機能を有する施設のうち，地震の

発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起

因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの

（以下「耐震重要施設」という。）にあっては，同条第三項

に規定する基準地震動による地震力を含む。）が作用した場

合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持する

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 
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 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

ことができる地盤に設けなければならない。 

２ 耐震重要施設は，変形した場合においてもその安全機

能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならな

い。 

３ 耐震重要施設は，変位が生ずるおそれがない地盤に設

けなければならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（地震による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は，地震力に十分に耐える

ことができるものでなければならない。 

２ 前項の地震力は，地震の発生によって生ずるおそれが

ある安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放

射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければな

らない。 

３ 耐震重要施設は，その供用中に当該耐震重要施設に大

きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって

作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」とい

う。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでな

ければならない。 

４ 耐震重要施設は，前項の地震の発生によって生ずるお

それがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそ

れがないものでなければならない。 

１項 耐震重要度見直し後においても，重要度分類に応じた

地震力に十分に耐える設計とすることに変更はない。 

２項 耐震重要度分類を耐震Ｓクラスから耐震Ｂクラスに見

直す定量ポット，中間ポット及び脱硝装置を収納する定量

ポットグローブ ボックス及び脱硝装置グローブ ボックス

並びに，それに付随する漏えい液回収系統（他漏えい液回

収系統の合流部まで，二重配管の外管を含む），グローブ 

ボックスからの排気系統(他排気系統の合流部まで)及び定

量ポットグローブ ボックス，脱硝装置グローブ ボックス

内のプルトニウム溶液を内包する耐震Ｓクラス機器と接続

する配管を収納する二重配管の外管は，別記２の２項に規

定される機能喪失した場合の影響が耐震Ｓクラスと比べ小

さい施設であるため，収納する設備への波及的影響を考慮

したうえで，耐震Ｂクラスに見直すことで問題ない。 

【別紙 2】
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３項 耐震重要度見直し後において，耐震重要施設ではない

ため，該当しない。 

４項 耐震重要度見直し後において，耐震重要施設ではない

ため，該当しない。 

（津波による損傷の防止） 

第八条 安全機能を有する施設は，その供用中に当該安全

機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波

（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損なわれ

るおそれがないものでなければならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は，想定される自然現象

（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場

合においても安全機能を損なわないものでなければならな

い。 

２ 安全上重要な施設は，当該安全上重要な施設に大きな

影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当

該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に

生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は，工場等内又はその周辺にお

いて想定される再処理施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意による

ものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでなけれ

ばならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 
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（再処理施設への人の不法な侵入等の防止） 

第十条 工場等には，再処理施設への人の不法な侵入，再

処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人

に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件

が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス

行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八

号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。）を

防止するための設備を設けなければならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（溢水による損傷の防止） 

第十一条 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ

る溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないも

のでなければならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（化学薬品の漏えいによる損傷の防止） 

第十二条 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ

る化学薬品の漏えいが発生した場合においても安全機能を

損なわないものでなければならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（誤操作の防止） 

第十三条 安全機能を有する施設は，誤操作を防止するた

めの措置を講じたものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は，容易に操作することができるも

のでなければならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 
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（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には，次に掲げる設備を設けなけれ

ばならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易

に識別できる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわ

ない避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避

難用の照明を除く。）及びその専用の電源 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（安全機能を有する施設） 

第十五条 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要

度に応じて，その機能が確保されたものでなければならな

い。 

２ 安全上重要な施設は，機械又は器具の単一故障（単一

の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失

うこと（従属要因による多重故障を含む。）をいう。以下同

じ。）が発生した場合においてもその機能を損なわないもの

でなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基

準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件におい

て，その安全機能を発揮することができるものでなければ

ならない。 

４ 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認

するため，その安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

306



補
2
-
7
-
1
0
 

 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

転中又は停止中に検査又は試験ができるものでなければな

らない。 

５ 安全機能を有する施設は，その安全機能を健全に維持

するための適切な保守及び修理ができるものでなければな

らない。 

６ 安全機能を有する施設は，ポンプその他の機器又は配

管の損壊に伴う飛散物により，その安全機能を損なわない

ものでなければならない。 

７ 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用

する場合には，再処理施設の安全性を損なわないものでな

ければならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防

止） 

第十六条 安全機能を有する施設は，次に掲げる要件を満

たすものでなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化時において，パラメータを安

全設計上許容される範囲内に維持できるものであること。 

二 設計基準事故時において，工場等周辺の公衆に放射線

障害を及ぼさないものであること。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

307



補
2
-
7
-
1
1
 

 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（使用済燃料の貯蔵施設等） 

第十七条 再処理施設には，次に掲げるところにより，使

用済燃料の受入施設（安全機能を有する施設に属するもの

に限る。）及び貯蔵施設（安全機能を有する施設に属するも

のに限る。）を設けなければならない。 

一 使用済燃料を受け入れ，又は貯蔵するために必要な容

量を有するものとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものである

こと。 

２ 再処理施設には，次に掲げるところにより，製品貯蔵

施設（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設け

なければならない。 

一 製品を貯蔵するために必要な容量を有するものとする

こと。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものである

こと。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（計測制御系統施設） 

第十八条 再処理施設には，次に掲げるところにより，計

測制御系統施設を設けなければならない。 

一 安全機能を有する施設の健全性を確保するために監視

することが必要なパラメータは，運転時，停止時及び運転

時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御

できるものとすること。 

二 前号のパラメータは，運転時，停止時及び運転時の異

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 
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常な過渡変化時においても想定される範囲内で監視できる

ものとすること。 

三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し，及び対

策を講じるために必要なパラメータは，設計基準事故時に

想定される環境下において，十分な測定範囲及び期間にわ

たり監視できるものとすること。 

四 前号のパラメータは，設計基準事故時においても確実

に記録され，及び当該記録が保存されるものとすること。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（安全保護回路） 

第十九条 再処理施設には，次に掲げるところにより，安

全保護回路（安全機能を有する施設に属するものに限る。

以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した

場合において，これらの異常な状態を検知し，これらの核

的，熱的及び化学的制限値を超えないようにするための設

備の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させるものとす

ること。 

二 火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損な

うおそれが生じたときに，これらを抑制し，又は防止する

ための設備（前号に規定するものを除く。）の作動を速やか

に，かつ，自動的に開始させるものとすること。 

三 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場

合であって，単一故障が生じた場合においても当該安全保

護回路の安全保護機能が失われないものとすること。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 
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（制御室等） 

第二十条 再処理施設には，次に掲げるところにより，制

御室（安全機能を有する施設に属するものに限る。以下こ

の条において同じ。）を設けなければならない。 

一 再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメー

タを監視できるものとすること。 

二 主要な警報装置及び計測制御系統設備を有するものと

すること。 

三 再処理施設の外の状況を把握する設備を有するものと

すること。 

２ 分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施

設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視する

ための設備及び再処理施設の安全性を確保するために必要

な操作を手動により行うことができる設備を設けなければ

ならない。 

３ 設計基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を

確保するための措置をとるため，従事者が支障なく制御室

に入り，又は一定期間とどまり，かつ，当該措置をとるた

めの操作を行うことができるよう，次の各号に掲げる場所

の区分に応じ，当該各号に定める設備を設けなければなら

ない。 

一 制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 

工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及

び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制御室にお

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 
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いて自動的に警報するための装置 

二 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の

従事者が制御室に出入りするための区域 遮蔽壁その他の

適切に放射線から防護するための設備，気体状の放射性物

質及び制御室外の火災又は爆発により発生する有毒ガスに

対し換気設備を隔離するための設備その他の従事者を適切

に防護するための設備 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（廃棄施設） 

第二十一条 再処理施設には，運転時において，周辺監視

区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性

物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できるよう，

再処理施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力

を有する放射性廃棄物の廃棄施設（安全機能を有する施設

に属するものに限り，放射性廃棄物を保管廃棄する施設を

除く。）を設けなければならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 
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 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（保管廃棄施設） 

第二十二条 再処理施設には，次に掲げるところにより，

放射性廃棄物の保管廃棄施設（安全機能を有する施設に属

するものに限る。）を設けなければならない。 

一 放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有す

るものとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものである

こと。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（放射線管理施設） 

第二十三条 工場等には，放射線から放射線業務従事者を

防護するため，放射線管理施設を設けなければならない。 

２ 放射線管理施設には，放射線管理に必要な情報を制御

室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる

設備（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設け

なければならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（監視設備） 

第二十四条 再処理施設には，運転時，停止時，運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，当該再処

理施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線

量を監視し，及び測定し，並びに設計基準事故時における

迅速な対応のために必要な情報を制御室その他当該情報を

伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全機能を有

する施設に属するものに限る。）を設けなければならない。

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 
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 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（保安電源設備） 

第二十五条 再処理施設は，安全上重要な施設がその機能

を維持するために必要となる電力を当該安全上重要な施設

に供給するため，電力系統に連系したものでなければなら

ない。 

２ 再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有する

施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設

けなければならない。 

３ 保安電源設備（安全機能を有する施設へ電力を供給す

るための設備をいう。）は，電線路及び非常用電源設備から

安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがな

いよう，機器の損壊，故障その他の異常を検知するととも

に，その拡大を防止するものでなければならない。 

４ 再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線

は，当該再処理施設において受電可能なものであり，か

つ，それにより当該再処理施設を電力系統に連系するもの

でなければならない。 

５ 非常用電源設備及びその附属設備は，多重性を確保

し，及び独立性を確保し，その系統を構成する機械又は器

具の単一故障が発生した場合であっても，運転時の異常な

過渡変化時又は設計基準事故時において安全上重要な施設

及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保

するために十分な容量を有するものでなければならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 
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 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（緊急時対策所） 

第二十六条 工場等には，設計基準事故が発生した場合に

適切な措置をとるため，緊急時対策所を制御室以外の場所

に設けなければならない。 

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の

近傍には，有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるた

め，工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装

置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時

対策所において自動的に警報するための装置その他の適切

に防護するための設備を設けなければならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 

（通信連絡設備） 

第二十七条 工場等には，設計基準事故が発生した場合に

おいて工場等内の人に対し必要な指示ができるよう，警報

装置（安全機能を有する施設に属するものに限る。）及び多

様性を確保した通信連絡設備（安全機能を有する施設に属

するものに限る。）を設けなければならない。 

２ 工場等には，設計基準事故が発生した場合において再

処理施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡が

できるよう，多様性を確保した専用通信回線を設けなけれ

ばならない。 

耐震重要度分類見直し結果の反映は，一部のグローブ ボッ

クス及びその付随設備の耐震重要度分類をを変更するもの

であり，それにより影響を受ける規則要求はない。 
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耐震重要度分類見直し結果の反映について 

１．耐震重要度分類見直し結果の反映の経緯 

 

 再処理事業変更許可申請（平成 26 年１月７日付け）の補正申請（平成 27

年 2 月 4 日付け，平成 27 年 12 月 22 日付け，平成 29 年 5 月 9 日付け及び平

成 29 年 12 月 22 日付け）における主な補正内容として，耐震重要度分類の

見直しがある。 

以下に，再処理事業変更許可申請の補正申請において耐震重要度分類の見直

しをすることとした理由を示す。 

 

２．耐震重要度分類見直し結果を反映する理由 

一部の設備の耐震重要度分類において，地震により発生するおそれがある

安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点か

ら，耐震Ｂクラスであることが妥当であることを確認したことから，再処理

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則に係る変更に合わせて，当該

設備の耐震クラスを見直す。 

 

３．耐震重要度分類見直しに伴う従事者への影響 

定量ポットグローブ ボックス，脱硝装置グローブ ボックスに収納する定

量ポット，中間ポット及び脱硝装置は，プルトニウムを含む混合溶液を取り

扱う（脱硝装置は脱硝後のウラン・プルトニウム混合脱硝粉体も取り扱う）

設備であり，地震時における漏えいの発生防止の観点から耐震Ｓクラスとし

ている。 

定量ポット，中間ポット及び脱硝装置を収納する定量ポットグローブ ボ
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ックス及び脱硝装置グローブ ボックス（以下「当該グローブ ボックス」と

いう。）並びに，それに付随する漏えい液回収系統（他漏えい液回収系統の

合流部まで，二重配管の外管を含む），グローブ  ボックスからの排気系統

(他排気系統の合流部まで)及び定量ポットグローブ ボックス，脱硝装置グ

ローブ ボックス内のプルトニウム溶液を内包する耐震Ｓクラス機器と接続

する配管を収納する二重配管の外管（以下「当該二重配管の外管」とい

う。）を耐震Ｓクラスから耐震Ｂクラスに見直すことよる耐震Ｂクラスを越

える地震時の運転員への放射線被ばくのおそれについては，当該グローブ 

ボックスに収納する定量ポット，中間ポット及び脱硝装置は，通常運転時，

中央制御室からの遠隔操作により溶液の移送等を実施しているため影響はな

い。 

 

当該グローブ ボックスは，グローブ ボックスに収納した設備の点検・保

修等のためのものであり，基本的に作業員又は運転員がグローブ作業を実施

するのは，主に除去できない少量の核燃料物質が存在するのみの状態で行う

点検・保修を実施するときであるため，点検及び保修作業時には，万一の場

合にもその影響が限定的であり，作業員についても放射線防護に必要な装備

を講じた上で作業を行うことで，作業員が被ばく管理された状態であるため，

放射性物質による放射線の影響はない。 

 

また，当該グローブ ボックスは耐震Ｓクラスである定量ポット，中間ポ

ット及び脱硝装置の支持構造物であるため，また，当該二重配管の外管につ

いては，収納する耐震Ｓクラスの配管への波及的影響を防止するため，基準

地震動Ｓｓにより確認する設計とする。なお、当該グローブ ボックスから
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の漏えい液回収系統のうち，水封からプルトニウム溶液を内包する貯槽に接

続する他漏えい液回収系統の合流部までの配管は，耐震Ｂクラスの破損によ

って耐震Ｓクラスの塔槽類廃ガス処理設備の負圧維持を阻害しないように，

基準地震動Ｓｓにより確認する設計とする。（別添 1） 
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耐震重要度分類見直し結果の反映に伴う 

再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の 

第７条（地震による損傷の防止）への影響について 

 

１．概要 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の定量ポット，中間ポット及び脱硝

装置を収納するグローブ ボックス及びそれに付随する排気系統等は主に

点検及び保修作業を行うために設置したものである。定量ポット，中間ポ

ット及び脱硝装置を収納する定量ポットグローブ ボックス及び脱硝装置

グローブ ボックス（以下「当該グローブ ボックス」という。）の閉じ込

め機能が喪失した場合においても，除去できない少量の核燃料物質が存在

するのみであり，その影響はＳクラス施設と比べ小さいことから，耐震Ｓ

クラスとしていたものをＢクラスに見直すことについて，第７条（地震に

よる損傷の防止）に適合していることを確認した。 

 

２．第７条「地震による損傷の防止」への適合性について 

２．１ 規則要求 

当該グローブ ボックス並びに，それに付随する漏えい液回収系統（他

漏えい液回収系統の合流部まで，二重配管の外管を含む），グローブ ボ

ックスからの排気系統(他排気系統の合流部まで)及び定量ポットグロー

ブ ボックス，脱硝装置グローブ ボックス内のプルトニウム溶液を内包す

る耐震Ｓクラス機器と接続する配管を収納する二重配管の外管（以下

「当該二重配管の外管」という。）をＳクラスとしていたものをＢクラ

スに見直すことによる再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する

規則の第７条 「地震による損傷の防止」への適合性を確認した。 
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その結果，再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の第

７条 「地震による損傷の防止」に基づいて耐震クラスを設定しており適

合している。 

  

第７条「地震による損傷の防止」の規定は以下のとおり。 

2 前項の地震力は地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能を

有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程

度に応じて算出しなければならない。 

（1，3～4省略） 

 

また再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の第７条 

「地震による損傷の防止」の解釈においては別記２のとおりとし，以下

が規定されている。（関連する箇所を網掛けと太文字で示す。） 

 

＜別記２＞ 

１ 省略 

２ 第７条第２項に規定する「地震の発生によって生ずるおそれがある

安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆へ

の影響の程度」とは，地震により発生するおそれがある安全機能を有す

る施設の安全機能の喪失＜省略＞及びそれに続く放射線による公衆への

影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相

対的な程度（以下「耐震重要度」という。）をいう。安全機能を有する

施設は，耐震重要度に応じて，以下に掲げるクラス（以下「耐震重要度

分類」という。）に分類するものとする。 
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一 Ｓクラス 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりそ

の機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射

性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止するために必要な施設

及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減さ

せるために必要な施設＜省略＞であって，環境への影響が大きいものを

いい，例えば，次の施設が挙げられる。 

① その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

② 使用済燃料を貯蔵容器するための施設 

③ 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却

系統 

④ プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

⑤ 上記③及び④の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，

その影響の拡大を防止するための施設 

⑥ 上記③，④及び⑤に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑

制するための施設 

⑦ 津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」という。）及び

浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。） 

⑧ 敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設備」と

いう。） 

⑨ 上記①から⑧の施設の機能を確保するために必要な施設 

上記に規定する「環境への影響が大きい」とは，敷地周辺の公衆の実

効線量の評価値が発生事故あたり５mSv を超えることをいう。 

 

二 Ｂクラス 
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安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラス施

設と比べ小さい施設をいい，例えば，次の施設が挙げられる。 

① 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するた

めの施設で，Ｓクラスに属さない施設 

② 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設

（ただし内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損により公衆に

与える放射線の影響が十分小さいものは除く。） 

 

三 Ｃクラス 

＜省略＞ 

 

３ 一 上記２一①に規定する「その破損又は機能喪失により臨界事故

を起こすおそれのある施設」とは，地震によって破損又は機能喪失した

場合に，それが直接的に臨界事故を引き起こすこととなる施設をいう。

例えば，形状管理されている機器は，形状管理されているからといって

直ちにＳクラスに分類されるものではないが，基準地震動による地震力

によって当該機器から放射性物質が漏えいするおそれがある場合には，

漏えいした放射性物質の漏えいの拡大を防ぐためのドリップトレイ等

（臨界防止機能を有するもの）は，Ｓクラスに分類される。 

二～三 省略 

四 上記２一⑤に規定する「上記③及び④の系統及び機器から放射性物

質が漏えいした場合に，その影響の拡大を防止するための施設」とは，

＜省略＞プルトニウムを含む溶液が漏えいした場合に，その拡大を防止

するためのセル，ドリップトレイ等をいう。 

五 上記２一⑥に規定する「上記③，④及び⑤に関連する施設で放射性
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物質の外部への放出を抑制するための施設」とは，以下に掲げるものが

含まれるものである。 

① 上記２一③及び上記２一④に規定される施設の排気系統及びオフガ

ス処理系統 

② 上記２一⑤に規定されるセルの換気系統 

③ その他の放射性物質の外部への放出を抑制するための施設のうち，

地震による破損又は機能喪失により，一般公衆に対し著しい放射線被ば

くのリスクを与えると判断される施設 

六 省略 

 

２．２ 第７条「地震による損傷の防止」への適合性 

当該グローブ ボックス及び漏えい液回収系統は，別記２の２項に規定

される「放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止するため

に必要な施設」に該当する。 

また，当該グローブ ボックスに付随する排気系統は，別記２の２項に

規定される「事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響

を低減させるために必要な施設」に該当する。 

本解釈において耐震Ｓクラスは，「環境への影響が大きいもの」とさ

れており，「環境への影響が大きい」とは，「敷地周辺の公衆の実効線

量の評価値が発生事故あたり５mSv を超えること」と規定されている。 

 

当該グローブ ボックスが収納する定量ポット，中間ポット又は脱硝装

置の通常時におけるプルトニウムの取り扱い量は少量(1.2kg・Pu)であり，

Sクラスである当該機器の閉じ込め機能が喪失したとしても,敷地周辺の

公衆の実効線量の評価値は、約7E-2mSvであり、「環境への影響が大き

323



別紙２ 

補 2-7-別紙 2-6 

い」の基準である５mSv を二桁も下回ることから、当該グローブ ボック

ス並びに，それに付随する漏えい液回収系統（他漏えい液回収系統の合

流部まで，二重配管の外管を含む），グローブ ボックスからの排気系統

(他排気系統の合流部まで)及び当該二重配管の外管はＳクラスに該当し

ない。 

（別添2） 

 

当該グローブ ボックスの損傷又は機能喪失による臨界事故の発生につ

いては，収納する定量ポット，中間ポット及び脱硝装置が耐震Ｓクラス

であるとともに，当該グローブ ボックスは収納する定量ポット，中間ポ

ット及び脱硝装置の支持構造物であることから，損傷による波及的影響

を防止するため，基準地震動Ｓｓにより確認する設計とするため，地震

時における当該グローブ ボックスの損傷又は機能喪失を想定しても，収

納する定量ポット，中間ポット及び脱硝装置は損傷及び機能喪失しない

ため，臨界の発生のおそれはない。 

 

したがって，耐震重要度分類を耐震Ｓクラスから耐震Ｂクラスに見直

す当該グローブ ボックス並びに，それに付随する漏えい液回収系統（他

漏えい液回収系統の合流部まで，二重配管の外管を含む），グローブ ボ

ックスからの排気系統(他排気系統の合流部まで)及び当該二重配管の外

管は，別記２の２項に規定される機能喪失した場合の影響が耐震Ｓクラ

スと比べ小さい施設であるため，収納する設備への波及的影響を考慮し

たうえで，耐震Ｂクラスに見直すことで問題ない。 
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排風機

洗浄塔

主排気筒へ

高性能粒子
フィルタ

脱硝皿

排風機

グローブボックス・セル排気系

脱硝装置

中間ポット

混合廃ガス
凝縮器

高性能粒子
フィルタ

回収ポット

混合槽(2槽)

混合槽セル（2セル）

廃ガス処理第1グローブボックス

脱硝装置グローブボックス

定量ポットグローブボックスA

一時貯槽セル

一時貯槽

主排気筒へ

塔槽類廃ガス処理設備

脱硝皿取扱装置グローブボックス

硝酸プルトニウム貯槽セル

硝酸プルトニウム貯槽

エアリフト
分離ポット

硝酸プルトニウム移送グローブボックス

脱硝皿取扱装置

定量ポットグローブボックスB

圧力
調整弁

精製施設
から

焙焼炉へ

A A A A

エアリフト
分離ポット

圧縮空気設備
（耐震Cクラス）

脱硝装置昇降機

高性能粒子
フィルタ

高性能粒子
フィルタ

高性能粒子
フィルタ

A

L L L

耐震A⇒Bクラスに見直し

2重配管

塔槽類廃ガス処理設備

主要な系統(太線)

記号凡例

耐震A⇒B（Ss）クラスに見直し

耐震A⇒Sクラス（漏えい拡大防止の観点）

L

A エアリフトポンプ

漏えい液検知計

耐震クラス変更なし

色凡例

定量ポット
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1. 被ばく線量の評価方法

敷地周辺の公衆の実効線量の評価値の算出方法を以下に示す。

5因子法

ST= MAR×DR×ARF×RF×LPF
ST   ：大気放出量(Bq)
MAR:当該場所の放射性物質量(Bq)
DR :MARのうち影響を受ける割合 
ARF :気相への移行割合 
RF   :吸入摂取に寄与する割合 
LPF  : 放出経路での低減割合 

内部被ばく

Di  :吸入による実効線量(Sv)（敷地境界）

X/Q:相対濃度(s/m
3
)

R   :呼吸率(m
3
/s)

H   :実効線量係数(Sv/Bq)

Di=ST×X/Q×R×H

合計被ばく線量 Dt = Di+De

建物

セル等
地表沈着（外部被ばく）
De=ST×X/Q×Vg×K×T
De  :地表沈着による実効線量(Sv) 
   （敷地境界）

Vg   :乾燥沈着率(m/s） 

K   :換算係数(Sv/y/(Bq/m
2
))

T  :評価期間(y)
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2. 線量評価に使用したパラメータ

以下の条件で再処理工場の運転を行った場合の主要核種の放射性物質濃度

を評価し、各機器の容量又は重量
※
から放射性物質量を算出。

※ 当初申請時の値

被ばく線量評価 値 備考

R 3.3E-4 m
3
/s 活動時の成人の呼吸率

χ/Q 7.0E-5 s/m
3

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋放出の場合の１
時間値

H 「ICRP publication 72」
の値を使用

被ばく線量評価結果参照

Vg 1.0E-2 m/s 「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一
般公衆の線量評価について」の値を使用

K 「EPA-402-R-93-081」の
値を使用

被ばく線量評価結果参照

T 1.9E-2 y 7日の被ばく線量積算値（7 / 365 = 1.9E-2）とする。

処理燃料 処理速度 主要核種 備  考

  【標準燃料】 

炉型：PWR 

初期濃縮度：4.5wt% 

燃焼度：45,000MWd/t・Upr 

比出力：38MW/tUpr 

冷却期間：4年

4t・Upr/d

α線を放出する核種：

 Pu、Am/Cm、U、Np

α線を放出しない核種：

Ru/Rh、Cs/Ba、

その他 FP 

溶液：定量ポット、中間ポット、

脱硝装置（脱硝皿）

粉末：脱硝装置（脱硝皿）

放出量評価 値 備考

MAR 定量ポット内等の放射能量 被ばく線量評価結果参照

DR 1.0 漏えい量全量

ARF 溶液：2.0E-5
粉末：7.0E-4

－

RF 1.0 －

LPF GB：1.0E-1
建屋：1.0E-1 

溶液取扱い機器及び GB外に設置されている粉末取
扱い機器については建屋の DF = 10 
GB内に設置されている粉末取扱い機器については
GBの DF=10及び建屋の DF=10 
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3. 被ばく線量評価結果

【定量ポット/中間ポット/脱硝装置（脱硝皿）: 溶液】 

MAR(Bq) 

核種 Gr 放射能 

Ru/Rh 

Cs/Ba 

その他
FP 

Pu 

Am/Cm 

U 

Np 

ST(Bq) 

核種 Gr 放射能 

Ru/Rh 

Cs/Ba 

その他
FP 

Pu 

Am/Cm 

U 

Np 

ST(Bq) 

核種 Gr 放射能 

Ru/Rh 

Cs/Ba 

その他
FP 

Pu 

Am/Cm 

U 

Np 

Di(mSv) 

核種 Gr 線量 

Ru/Rh 

Cs/Ba 

その他
FP 

Pu 

Am/Cm 

U 

Np 

De(mSv) 

核種 Gr 線量 

Ru/Rh 

Cs/Ba 

その他
FP 

Pu 

Am/Cm 

U 

Np 

ST(Bq) 

核種 Gr 放射能 

Ru/Rh 

Cs/Ba 

その他
FP 

Pu 

Am/Cm 

U 

Np 

大
気
放
出
量

内
部
被
ば
く

外
部
被
ば
く

注）各欄毎に端数処理（四捨五入）を実施しているため、合計が一致しない場合がある。

× 
DR 

1.0 
× 

ARF 

2.0E-5 

RF 

1.0 
× 

LPF 

1.0E-1 
× = 

× 

× 
R 

3.3E-4 

× 

χ/Q 

7.0E-5 

× 

T 

1.9E-2 

× 

× = 
× 

χ/Q 

1.3E-6 

× 
Vg 

1.0E-2 
× 

T 

1.9E-2 

× 

χ/Q 

7.0E-5 
× 

× 

合計  

Dt=6.7E-02mSv 

K(Sv/y/(Bq/m
2

)) 

核種 Gr 係数 

Ru/Rh 3.4E-09 

Cs/Ba 1.7E-08 

その他
FP 1.8E-09 

Pu 2.7E-11 

Am/Cm 2.8E-10 

U 7.0E-09 

Np 2.8E-07 

= 

H(Sv/Bq) 

核種 Gr 係数 

Ru/Rh 3.3E-08 

Cs/Ba 5.9E-09 

その他
FP 5.3E-08 

Pu 7.1E-05 

Am/Cm 3.0E-05 

U 9.6E-06 

Np 2.3E-05 

については商業機密の観点から公開できません。
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【脱硝装置（脱硝皿）:粉末】 

MAR(Bq) 

核種 Gr 放射能 

Ru/Rh 

Cs/Ba 

その他
FP 

Pu 

Am/Cm 

U 

Np 

ST(Bq) 

核種 Gr 放射能 

Ru/Rh 

Cs/Ba 

その他
FP 

Pu 

Am/Cm 

U 

Np 

ST(Bq) 

核種 Gr 放射能 

Ru/Rh 

Cs/Ba 

その他
FP 

Pu 

Am/Cm 

U 

Np 

De(mSv) 

核種 Gr 線量 

Ru/Rh 

Cs/Ba 

その他
FP 

Pu 

Am/Cm 

U 

Np 

Di(mSv) 

核種 Gr 線量 

Ru/Rh 

Cs/Ba 

その他
FP 

Pu 

Am/Cm 

U 

Np 

ST(Bq) 

核種 Gr 放射能 

Ru/Rh 

Cs/Ba 

その他
FP 

Pu 

Am/Cm 

U 

Np 

K(Sv/y/(Bq/m
2

)) 

核種 Gr 係数 

Ru/Rh 3.4E-09 

Cs/Ba 1.7E-08 

その他
FP 1.8E-09 

Pu 2.7E-11 

Am/Cm 2.8E-10 

U 7.0E-09 

Np 2.8E-07 

H(Sv/Bq) 

核種 Gr 係数 

Ru/Rh 3.3E-08 

Cs/Ba 5.9E-09 

その他
FP 5.3E-08 

Pu 2.1E-05 

Am/Cm 3.0E-05 

U 9.6E-06 

Np 2.3E-05 

× 
DR 

1.0 
× 

ARF 

7.0E-4 

RF 

1.0 
× 

LPF 

1.0E-2 
× 

× × 
R 

3.3E-4 
× 

χ/Q 

7.0E-5 

× × 
Vg 

1.0E-2 
× 

T 

1.9E-2 
× 

χ/Q 

7.0E-5 

合計  

Dt=6.9E-02mSv 
注）各欄毎に端数処理（四捨五入）を実施しているため、合計が一致しない場合がある。

= 

= 

= 

については商業機密の観点から公開できません。
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建屋換気設備の耐震クラスの変更 

１．変更の概要 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の建屋換気設備の排気系（以下「本設

備」という。）の耐震クラスについて，放射線被ばくのリスクから公衆を

守る観点より更なる設備の信頼性確保のため，耐震Ｃクラスから耐震Ｓク

ラスに変更する。 

（１） 変更理由 

  本設備は，安全上重要な施設のセル等を内包する建屋の換気設備のうち

汚染のおそれのある区域からの排気系であり，放射性物質の過度な放出防

止機能（放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能））を有する設

備として安全上重要な施設である。 

  一方，耐震重要度については，プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内

蔵する設備及びその廃ガス処理設備並びにそれらを内包するセル等は耐震

Ｓクラス施設であり，仮に地震により本設備が機能喪失しても放射線によ

る環境へ影響を及ぼすおそれが極めて低いことから既許可申請書において

は耐震Ｃクラスに分類していた。 

  今回，事業指定基準規則の制定に伴う耐震重要度の見直しにより，本設

備の汚染のおそれのある区域からの排気を閉じ込める機能に対して，その

設備の信頼性を向上させるため耐震Ｓクラスへ格上げする。 

安重/耐震分類 変更前（既許可） 変更後 

安全上重要な施

設 

放射性物質の過度の放出防止機能

（放出経路の維持機能） 
同左 

耐震重要度分類 

Ｃクラス 

（Ｓクラス及びＢクラスに属する

施設以外の一般産業施設 

又は公共施設と同等の安全性が要

求される施設） 

Ｓクラス 

（放射性物質の外部への放出を抑

制するための施設(規則別記２第７

条第２項一⑤)） 

332



補 2-8-2 

（２） 対象設備 

気体廃棄物の廃棄施設のうち，以下の換気設備。 

  ａ．前処理建屋換気設備 建屋排気系 

  ｂ．分離建屋換気設備 分離建屋排気系 

  ｃ．精製建屋換気設備 精製建屋排気系 

  ｄ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋排気系 

  ｅ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 高レベル廃液ガラス固化建

屋排気系 

  変更範囲は建屋排気フィルタ ユニットから建屋排風機下流の逆止ダン

パの取合い部までとし対象範囲を第１図に示す。 

 

２．再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則への影響 

本変更による再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則へ

の影響は第１表のとおりである。 
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第１表 建屋換気設備の耐震クラスの変更に伴う再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則への影響について 

 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（核燃料物質の臨界防止） 

第二条 安全機能を有する施設は，核燃料物質が臨界に達

するおそれがないようにするため，核的に安全な形状寸法

にすることその他の適切な措置を講じたものでなければな

らない。 

２ 再処理施設には，臨界警報設備その他の臨界事故を防

止するために必要な設備を設けなければならない。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

（遮蔽等） 

第三条 安全機能を有する施設は，運転時及び停止時にお

いて再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による

工場等周辺の線量が十分に低減できるよう，遮蔽その他適

切な措置を講じたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設は，工場等内における放射線障

害を防止する必要がある場合には，次に掲げるものでなけ

ればならない。 

一 管理区域その他工場等内の人が立ち入る場所における

線量を低減できるよう，遮蔽その他適切な措置を講じたも

のとすること。 

二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設

計基準事故時において，迅速な対応をするために必要な操

作ができるものとすること。 

 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 
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 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（閉じ込めの機能） 

第四条 安全機能を有する施設は，放射性物質を限定され

た区域に適切に閉じ込めることができるものでなければな

らない。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

（火災等による損傷の防止） 

第五条 安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再

処理施設の安全性が損なわれないよう，火災及び爆発の発

生を防止することができ，かつ，消火を行う設備（以下

「消火設備」といい，安全機能を有する施設に属するもの

に限る。）及び早期に火災発生を感知する設備（以下「火災

感知設備」という。）並びに火災及び爆発の影響を軽減する

機能を有するものでなければならない。 

２ 消火設備（安全機能を有する施設に属するものに限

る。）は，破損，誤作動又は誤操作が起きた場合においても

安全上重要な施設の安全機能を損なわないものでなければ

ならない。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

（安全機能を有する施設の地盤） 

第六条 安全機能を有する施設は，次条第二項の規定によ

り算定する地震力（安全機能を有する施設のうち，地震の

発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起

因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの

（以下「耐震重要施設」という。）にあっては，同条第三項

に規定する基準地震動による地震力を含む。）が作用した場

合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持する

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 
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ことができる地盤に設けなければならない。 

２ 耐震重要施設は，変形した場合においてもその安全機

能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならな

い。 

３ 耐震重要施設は，変位が生ずるおそれがない地盤に設

けなければならない。 

（前頁のとおり） 

（地震による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は，地震力に十分に耐える

ことができるものでなければならない。 

２ 前項の地震力は，地震の発生によって生ずるおそれが

ある安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放

射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければな

らない。 

３ 耐震重要施設は，その供用中に当該耐震重要施設に大

きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって

作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」とい

う。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでな

ければならない。 

４ 耐震重要施設は，前項の地震の発生によって生ずるお

それがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそ

れがないものでなければならない。 

 

耐震クラスの変更は自主的対応であり，規則要求に基づく 

ものではない。 

（津波による損傷の防止） 

第八条 安全機能を有する施設は，その供用中に当該安全

機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 
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（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損なわれ

るおそれがないものでなければならない。 

（前頁のとおり） 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は，想定される自然現象

（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した場

合においても安全機能を損なわないものでなければならな

い。 

２ 安全上重要な施設は，当該安全上重要な施設に大きな

影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当

該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に

生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は，工場等内又はその周辺にお

いて想定される再処理施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意による

ものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでなけれ

ばならない。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

（再処理施設への人の不法な侵入等の防止） 

第十条 工場等には，再処理施設への人の不法な侵入，再

処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人

に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件

が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス

行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八

号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。）を

防止するための設備を設けなければならない。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 
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（溢水による損傷の防止） 

第十一条 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ

る溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないも

のでなければならない。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

（化学薬品の漏えいによる損傷の防止） 

第十二条 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ

る化学薬品の漏えいが発生した場合においても安全機能を

損なわないものでなければならない。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

（誤操作の防止） 

第十三条 安全機能を有する施設は，誤操作を防止するた

めの措置を講じたものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は，容易に操作することができるも

のでなければならない。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には，次に掲げる設備を設けなけれ

ばならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易

に識別できる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわ

ない避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避

難用の照明を除く。）及びその専用の電源 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

（安全機能を有する施設） 

第十五条 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 
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度に応じて，その機能が確保されたものでなければならな

い。 

２ 安全上重要な施設は，機械又は器具の単一故障（単一

の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失

うこと（従属要因による多重故障を含む。）をいう。以下同

じ。）が発生した場合においてもその機能を損なわないもの

でなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基

準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件におい

て，その安全機能を発揮することができるものでなければ

ならない。 

４ 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認

するため，その安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運

転中又は停止中に検査又は試験ができるものでなければな

らない。 

５ 安全機能を有する施設は，その安全機能を健全に維持

するための適切な保守及び修理ができるものでなければな

らない。 

６ 安全機能を有する施設は，ポンプその他の機器又は配

管の損壊に伴う飛散物により，その安全機能を損なわない

ものでなければならない。 

７ 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用

する場合には，再処理施設の安全性を損なわないものでな

ければならない。 

（前頁のとおり） 
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（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防

止） 

第十六条 安全機能を有する施設は，次に掲げる要件を満

たすものでなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化時において，パラメータを安

全設計上許容される範囲内に維持できるものであること。 

二 設計基準事故時において，工場等周辺の公衆に放射線

障害を及ぼさないものであること。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

（使用済燃料の貯蔵施設等） 

第十七条 再処理施設には，次に掲げるところにより，使

用済燃料の受入施設（安全機能を有する施設に属するもの

に限る。）及び貯蔵施設（安全機能を有する施設に属するも

のに限る。）を設けなければならない。 

一 使用済燃料を受け入れ，又は貯蔵するために必要な容

量を有するものとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものである

こと。 

２ 再処理施設には，次に掲げるところにより，製品貯蔵

施設（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設け

なければならない。 

一 製品を貯蔵するために必要な容量を有するものとする

こと。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものである

こと。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 
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（計測制御系統施設） 

第十八条 再処理施設には，次に掲げるところにより，計

測制御系統施設を設けなければならない。 

一 安全機能を有する施設の健全性を確保するために監視

することが必要なパラメータは，運転時，停止時及び運転

時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御

できるものとすること。 

二 前号のパラメータは，運転時，停止時及び運転時の異

常な過渡変化時においても想定される範囲内で監視できる

ものとすること。 

三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し，及び対

策を講じるために必要なパラメータは，設計基準事故時に

想定される環境下において，十分な測定範囲及び期間にわ

たり監視できるものとすること。 

四 前号のパラメータは，設計基準事故時においても確実

に記録され，及び当該記録が保存されるものとすること。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

（安全保護回路） 

第十九条 再処理施設には，次に掲げるところにより，安

全保護回路（安全機能を有する施設に属するものに限る。

以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した

場合において，これらの異常な状態を検知し，これらの核

的，熱的及び化学的制限値を超えないようにするための設

備の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させるものとす

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 
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ること。 

二 火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損な

うおそれが生じたときに，これらを抑制し，又は防止する

ための設備（前号に規定するものを除く。）の作動を速やか

に，かつ，自動的に開始させるものとすること。 

三 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場

合であって，単一故障が生じた場合においても当該安全保

護回路の安全保護機能が失われないものとすること。 

（前頁のとおり） 

（制御室等） 

第二十条 再処理施設には，次に掲げるところにより，制

御室（安全機能を有する施設に属するものに限る。以下こ

の条において同じ。）を設けなければならない。 

一 再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメー

タを監視できるものとすること。 

二 主要な警報装置及び計測制御系統設備を有するものと

すること。 

三 再処理施設の外の状況を把握する設備を有するものと

すること。 

２ 分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施

設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視する

ための設備及び再処理施設の安全性を確保するために必要

な操作を手動により行うことができる設備を設けなければ

ならない。 

３ 設計基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 
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確保するための措置をとるため，従事者が支障なく制御室

に入り，又は一定期間とどまり，かつ，当該措置をとるた

めの操作を行うことができるよう，次の各号に掲げる場所

の区分に応じ，当該各号に定める設備を設けなければなら

ない。 

一 制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 

工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及

び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制御室にお

いて自動的に警報するための装置 

二 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の

従事者が制御室に出入りするための区域 遮蔽壁その他の

適切に放射線から防護するための設備，気体状の放射性物

質及び制御室外の火災又は爆発により発生する有毒ガスに

対し換気設備を隔離するための設備その他の従事者を適切

に防護するための設備 

（前頁のとおり） 

（廃棄施設） 

第二十一条 再処理施設には，運転時において，周辺監視

区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性

物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できるよう，

再処理施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力

を有する放射性廃棄物の廃棄施設（安全機能を有する施設

に属するものに限り，放射性廃棄物を保管廃棄する施設を

除く。）を設けなければならない。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 
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（保管廃棄施設） 

第二十二条 再処理施設には，次に掲げるところにより，

放射性廃棄物の保管廃棄施設（安全機能を有する施設に属

するものに限る。）を設けなければならない。 

一 放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有す

るものとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものである

こと。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

（放射線管理施設） 

第二十三条 工場等には，放射線から放射線業務従事者を

防護するため，放射線管理施設を設けなければならない。 

２ 放射線管理施設には，放射線管理に必要な情報を制御

室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる

設備（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設け

なければならない。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

（監視設備） 

第二十四条 再処理施設には，運転時，停止時，運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時において，当該再処

理施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線

量を監視し，及び測定し，並びに設計基準事故時における

迅速な対応のために必要な情報を制御室その他当該情報を

伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全機能を有

する施設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

344



 

補
2-
8
-
1
4
 

 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（保安電源設備） 

第二十五条 再処理施設は，安全上重要な施設がその機能

を維持するために必要となる電力を当該安全上重要な施設

に供給するため，電力系統に連系したものでなければなら

ない。 

２ 再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有する

施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設

けなければならない。 

３ 保安電源設備（安全機能を有する施設へ電力を供給す

るための設備をいう。）は，電線路及び非常用電源設備から

安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがな

いよう，機器の損壊，故障その他の異常を検知するととも

に，その拡大を防止するものでなければならない。 

４ 再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線

は，当該再処理施設において受電可能なものであり，か

つ，それにより当該再処理施設を電力系統に連系するもの

でなければならない。 

５ 非常用電源設備及びその附属設備は，多重性を確保

し，及び独立性を確保し，その系統を構成する機械又は器

具の単一故障が発生した場合であっても，運転時の異常な

過渡変化時又は設計基準事故時において安全上重要な施設

及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保

するために十分な容量を有するものでなければならない。 

 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 
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 再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（緊急時対策所） 

第二十六条 工場等には，設計基準事故が発生した場合に

適切な措置をとるため，緊急時対策所を制御室以外の場所

に設けなければならない。 

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の

近傍には，有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるた

め，工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装

置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時

対策所において自動的に警報するための装置その他の適切

に防護するための設備を設けなければならない。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 

（通信連絡設備） 

第二十七条 工場等には，設計基準事故が発生した場合に

おいて工場等内の人に対し必要な指示ができるよう，警報

装置（安全機能を有する施設に属するものに限る。）及び多

様性を確保した通信連絡設備（安全機能を有する施設に属

するものに限る。）を設けなければならない。 

２ 工場等には，設計基準事故が発生した場合において再

処理施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡が

できるよう，多様性を確保した専用通信回線を設けなけれ

ばならない。 

 

設備の耐震重要度分類の見直しであり当該条文に関係なし。 
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補 2-8-16 

第１図 建屋換気設備の耐震クラスの変更範囲 

耐震クラスの変更を行う建屋換気設備の具体的な範囲について，設計

及び工事の方法の認可申請書の安全上重要な施設の範囲図を用い分離建屋

の建屋排気系を代表として以下に示す。（安重範囲及び変更範囲は他建屋

も同様） 

※本図は認可済みの「設計及び工事の方法の認可申請書」より引用

赤色部：耐震Ｓクラス 

緑色部：耐震Ｃクラス 

緑色部の耐震Ｃクラス範
囲について，耐震Ｓクラ
スに見直し
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補足説明資料 2-10（７条） 
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補 2-10-1 

安全上重要な施設と耐震重要度分類の整理 

耐震重要度分類は地震を起因とした機能喪失時において放射線による環境

影響に応じ分類したものであり，安全上重要な施設であってＳクラス以外の

施設も存在する。その理由を表－１に，また，安全上重要な施設の耐震クラ

ス毎に理由を明記し表－２に示す。

表－１ 安全上重要な施設であって耐震Sクラスの施設ではない理由一覧 

№ 耐震Sクラス外理由 

① 

クレーン，台車等の移送機器は，それ自身が直接放射性物質を内蔵しておらず，その機能

喪失が直接放射性物質の環境への放出に結びつかないため，Sクラスとはしない。なお，

本クレーンは，Bクラスであるが，輸送容器等に対する波及的影響を考慮して，基準地震

動Ssにて落下防止の検討を行う。

② 
輸送容器（バスケットを含む）又は貯蔵容器（保管容器を含む）は，地震荷重を受ける構

造ではないため，耐震クラスを設けない。 

③ 閉じ込め機能維持，しゃへい機能維持の要求のない構築物には耐震クラスを設けない。 

④ 

設計基準事故時にその安全機能を期待していることにより，安全上重要な施設になってい

る施設。設計基準事故は，内部事象を起因とするものであり，外部事象の地震とは因果関

係はなく時間的変化による設計基準事故への進展も考えられない。したがって独立事象で

ある地震と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さい事からSクラスとはしない。 

⑤ 

核・熱・化学的制限値を維持する施設，或いは工程の諸変数等を 大許容限度内に維持す

るために不可欠な施設として，安全上重要な施設になっている設備。大規模な地震が発生

し，本設備が破壊したと仮定しても，直接的に設計基準事故を引き起こさないため，Sクラ

スとはしない。

⑥ 

形状寸法管理している設備は，すべて安全上重要な施設としているが，本設備は地震時に

その破損又は機能喪失により，臨界を起こすおそれのある施設に該当しないためSクラスと

はしない。 

なお，形状寸法管理を行っている設備において，地震時の臨界の発生防止の対象となる設

備としては，平常運転時のプルトニウム濃度（工程計装等により監視された状態における

プルトニウム濃度）が，中性子無限増倍率で0.95に相当する濃度を超えるおそれがあり，

かつ，プルトニウムの取扱量が臨界質量を越えるおそれがある設備及び溶解槽がこれに該

当する。 

⑦ 
燃焼度計測装置は，地震時に機能喪失したとしても，人為的操作を停止することで運転状

態を停止でき，臨界事故に至らないため，Cクラスとする。 

⑧ 

計測制御系統施設に係る安全上重要な施設（以下「計装安重施設」という。）は，その機能

喪失により，臨界に至る可能性のあるものであり，計装安重施設をSクラスとするか，又

は，検出器の故障を検知し警報を発する故障警報及び工程停止のための系統をSクラスとす

る。 

⑨ 

プルトニウムを含む粉体を内蔵する機器は，安全上重要な施設であるが，地震時を想定し

た場合の粉末の特性，当該機器を収納しているグローブ ボックスの耐震性等を考慮し，B

クラスとする。
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補 2-10-2 

表－２ 安全上重要な施設の耐震クラス 

  

（1）使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

 

位置，構造等の基準に関

する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

8 非常用所内電源系統及

び安全上重要な施設の機

能の確保に必要な圧縮空

気等の主要な動力源 

非常用所内電源系統 As S  

9 熱的，化学的又は核的

制限値を維持するための

系統及び機器 

○核的制限値（形状寸

法管理の機器） 

燃焼度計測前燃料仮置きラ

ック，燃焼度計測後燃料仮

置きラック，低残留濃縮度

BWR 燃料貯蔵ラック，低残

留濃縮度 PWR 燃料貯蔵ラッ

ク，高残留濃縮度 BWR 燃料

貯蔵ラック，高残留濃縮度

PWR 燃料貯蔵ラック 

As S  

BWR 燃料用バスケット，PWR

燃料用バスケット 
- - S クラス外理由② 

○核的制限値を維持す

る計測制御設備及び動

作機器 

燃焼度計測装置 C C S クラス外理由⑦ 

10 使用済燃料を貯蔵する

ための施設 

燃料取出しピット，燃料仮

置きピット，燃料貯蔵プー

ル，チャンネルボックス・

バ－ナブルポイズン取扱ピ

ット，燃料移送水路，燃料

送出しピット，バスケット

仮置き架台 

As S 
 

使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋天井クレーン 
B B S クラス外理由① 

15 その他上記各系統等の

安全機能を維持するため

に必要な計測制御系統，

冷却水系統等 

○冷却設備 

プール水冷却系，安全冷却

水系 
As S  

補給水設備 A S  

※ 当初：既許可の事業指定申請書 
  現 ：現在の変更許可申請書 
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補 2-10-3 

（2）前処理建屋 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

1 プルトニウムを含む溶

液又は粉末を内蔵する

系統及び機器 

溶解槽，第 1 よう素追出し

槽，第２よう素追出し槽，

中間ポット，中継槽，清澄

機，計量前中間貯槽，計

量・調整槽，計量後中間貯

槽 

As/A S  

リサイクル槽，計量補助槽 A S  

2 高レベル放射性液体廃

棄物を内蔵する系統及

び機器 

不溶解残渣回収槽 As S  

3 上記 1 及び 2 の系統及

び機器の換気系統及び

オフガス処理系統 

前処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備，せん断処理・溶解

廃ガス処理設備 

A S  

せん断処理・溶解廃ガス処

理設備のよう素フィルタ 
A S  

4 上記 1 及び 2 の系統及

び機器並びにせん断工

程を収納するセル等 

せん断セル，溶解槽セル等 A S  

5 上記 4 の換気系統 

前処理建屋換気設備のせん

断セル，溶解槽セル等から

の排気系 

A S  

6 上記 4 のセル等を収納

する構築物及びその換

気系統 

前処理建屋 － －  

前処理建屋換気設備 

 汚染のおそれのある区域

からの排気系 

C S  

8 非常用所内電源系統及

び安全上重要な施設の

機能の確保に必要な圧

縮空気等の主要な動力

源 

非常用所内電源系統 As S  

安全蒸気系 A S  

安全圧縮空気系 As S  

9 熱的，化学的又は核的

制限値を維持するため

の系統及び機器 

○核的制限値（形状寸

法管理の機器） 

溶解槽 As S  
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（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈

安全上重要な施設 

（当初申請時）

耐震クラス※

備 考 
当初 現

9 熱的，化学的又は核的

制限値を維持するための

系統及び機器 

○核的制限値（核的制限

値を維持する 計測制御

及び動作機器）

○以下の信号によるせん断

停止回路・燃料せん断長位

置異常

・ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽせん断位置異常
・溶解槽溶解液密度高
・ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ酸洗浄槽洗浄液
密度高
○第 1 よう素追出し槽及び
第 2 よう素追出し槽の溶解
液密度高警報

As S

12 安全保護回路
可溶性中性子吸収材緊急供

給回路及びせん断停止回路
A S

15 その他上記各系統等の

安全機能を維持するため

に必要な計測制御系統，

冷却水系統等 

○計測制御設備

以下の信号によるせん断停

止回路

・せん断刃位置異常

・溶解槽溶解液温度低

・硝酸供給槽硝酸密度低

・溶解槽供給硝酸流量低

・可溶性中性子吸収材緊急

供給槽液位低

・ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ酸洗浄槽洗浄液

温度低

・ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ酸洗浄槽供給硝

酸密度低

・ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ酸洗浄槽供給硝

酸流量低

A/As S

溶解槽ｾﾙ，中継槽ｾﾙ，清澄

機ｾﾙ，計量・調整槽ｾﾙ，計

量後中間貯槽ｾﾙ，放射性配

管分岐第 1 ｾﾙ及び放射性配

管分岐第 4 ｾﾙの漏えい液受

皿の集液溝の液位警報

A S

せん断処理・溶解廃ｶﾞｽ処

理設備の系統の圧力警報，

前処理建屋塔槽類廃ｶﾞｽ処

理設備の系統の圧力警報

A S

○冷却設備

安全冷却水系 (外部ﾙｰﾌﾟ) As S

安全冷却水系内部ﾙｰﾌﾟ並び

に溶解設備の中間ﾎﾟｯﾄ，清

澄・計量設備の中継槽，不

溶解残渣回収槽，ﾘｻｲｸﾙ

槽，計量前中間貯槽，計

量・調整槽，計量補助槽及

び計量後中間貯槽までの配

管

As S
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（つづき） 

位置，構造等の基準に   

関する規則の解釈 
安全上重要な施設 

（当初申請時） 
耐震クラス※ 

備 考 
当初 現 

○水素掃気用配管 

清澄・計量設備の不溶解残

渣回収槽及びリサイクル槽

までの水素掃気用配管 
As S  

溶解設備の中間ポット，ハ

ル洗浄槽，清澄・計量設備

の中継槽，計量前中間貯

槽，計量・調整槽，計量補

助槽，計量後中間貯槽まで

の水素掃気用配管 

As S  

○漏えい液回収系統 

溶解槽セル，中継槽セル，

清澄機セル，計量・調整槽

セル，計量後中間貯槽セ

ル，放射性配管分岐第１セ

ル及び放射性配管分岐第４

セルの漏えい液受皿から漏

えい液を回収する系統 

A S  

○上記 12 の安全保護回

路により保護動作を行

う機器及び系統 
可溶性中性子吸収材緊急供

給系 
A S  

○安全圧縮空気系から

上記 9，12，15 の計装

用空気を必要とする計

測制御設備までの配管 

計装用空気を必要とする計

測制御設備までの配管 
A S  

○上記 5，6 の閉じ込め

機能を支援する施 設 
せん断処理・溶解廃ガス処

理設備の加熱器 
A S 
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（3）分離建屋 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 
安全上重要な施設 

（当初申請時） 
耐震クラス※ 

備 考 
当初 現 

1 プルトニウムを含む溶

液又は粉末を内蔵する

系統及び機器 

溶解液中間貯槽，溶解液供

給槽，抽出塔，第１洗浄

塔，第２洗浄塔，ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ分

配塔，ｳﾗﾝ洗浄塔，ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ

溶液 TBP 洗浄器，ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ溶

液受槽，ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ溶液中間貯

槽

A/As S  

第１一時貯留処理槽，第２

一時貯留処理槽，第３一時

貯留処理槽，第７一時貯留

処理槽，第８一時貯留処理

槽

A/As S  

2 高レベル放射性液体廃

棄物を内蔵する系統及

び機器 

抽出塔，ＴＢＰ洗浄塔，抽

出廃液受槽，抽出廃液中間

貯槽，抽出廃液供給槽

A/As S  

第１一時貯留処理槽，第３

一時貯留処理槽，第４一時

貯留処理槽，第６一時貯留

処理槽，第７一時貯留処理

槽

As S  

高レベル廃液供給槽，高レ

ベル廃液濃縮缶
As S  

3 上記 1 及び 2 の系統及

び機器の換気系統及び

オフガス処理系統 

分離建屋塔槽類廃ガス処理

設備 
 塔槽類廃ガス処理系

A S  

分離建屋塔槽類廃ガス処理

設備 
 ﾊﾟﾙｾｰﾀ廃ｶﾞｽ処理系

A S  

高レベル廃液濃縮缶凝縮

器，減衰器
A S  

4 上記 1 及び 2 の系統及

び機器並びにせん断工

程を収納するセル等 

溶解液中間貯槽ｾﾙ，溶解液

供給槽ｾﾙ，抽出塔ｾﾙ，分配

塔ｾﾙ，ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ洗浄器ｾﾙ，抽

出廃液受槽ｾﾙ，抽出廃液供

給槽ｾﾙ，ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ溶液中間貯

槽ｾﾙ 

A S  

分離建屋一時貯留処理槽第

１セル，分離建屋一時貯留

処理槽第 2 セル，分離建屋

一時貯留処理槽第 3 セル 
A S  

高レベル廃液供給槽セル，

高レベル廃液濃縮缶セル，

放射性配管分岐第１セル，

放射性配管分岐第２セル 
A S  
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（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈

安全上重要な施設 

（当初申請時）

耐震クラス※

備 考
当初 現

5 上記 4 の換気系統

分離建屋換気設備のﾌﾟﾙﾄﾆｳ

溶液中間貯槽セル等からの

排気系

A S

6 上記 4 のセル等を収納す

る構築物及びその換気系

統

分離建屋 － －

分離建屋換気設備

 汚染のおそれのある区域

からの排気系

C S

8 非常用所内電源系統及び安

全上重要な施設の機能の確

保に必要な圧縮空気等の主

要な動力源

非常用所内電源系統 As S

9 熱的，化学的又は核的制

限値を維持するための系

統及び機器

○核的制限値（形状寸法

管理の機器）

抽出塔，第 1 洗浄塔，第 2

洗浄塔，TBP 洗浄塔，ﾌﾟﾙﾄﾆ

ｳﾑ分配塔，ｳﾗﾝ洗浄塔，ﾌﾟﾙﾄ

ﾆｳﾑ溶液 TBP 洗浄器，ﾌﾟﾙﾄﾆｳ

ﾑ溶液受槽，ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ溶液中

間貯槽

A/As S

第 1 一時貯留処理槽，第 2

一時貯留処理槽，第 7 一時

貯留処理槽，第 8 一時貯留

処理槽

A/As S

第 5 一時貯留処理槽，補助

抽出器，TBP 洗浄器
B B S クラス外理由⑥ 

○核的制限値（核的制限

値を維持する計測 制御

及び動作機器）

補助抽出器中性子検出器の

計数率高による工程停止回

路及びしゃ断弁

As/C C/C
安全上重要な施設以外

の施設 

ﾌﾟﾙﾄﾆｳ洗浄器ｱﾙﾌｧ線検出器

の計数率高による警報
C C S クラス外理由⑧ 

○熱的制限値（熱的制限

値を維持する計測制御及

び動作機器）

ウラン濃縮缶加熱蒸気温度

高による加熱停止回路及び

しゃ断弁

A/C S/C S クラス外理由⑤ 

12 安全保護回路

高ﾚﾍﾞﾙ廃液濃縮缶加熱蒸気

温度高による加熱停止回路
As S

ﾌﾟﾙﾄﾆｳ洗浄器中性子検出器

の計数率高による工程停止

回路

As S

高ﾚﾍﾞﾙ廃液濃縮缶凝縮器排

気出口温度高による加熱停

止回路

A S

ウラン濃縮缶加熱蒸気温度

高による加熱停止回路
A S
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補 2-10-8 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

（つづき） 
外部電源喪失による建屋給

気閉止ﾀﾞﾝﾊﾟの閉止回路 
C C S クラス外理由④ 

15 その他上記各系統等の

安全機能を維持するため

に必要な計測制御系統，

冷却水系統等 

○計測制御設備

溶解液中間貯槽ｾﾙ，溶解液

供給槽ｾﾙ，抽出塔ｾﾙ，ﾌﾟﾙﾄﾆ

ｳﾑ洗浄器ｾﾙ，抽出廃液受槽ｾ

ﾙ，抽出廃液供給槽ｾﾙ，分離

建屋一時貯留処理槽第 1 ｾ

ﾙ，分離建屋一時貯留処理槽

第 2 ｾﾙ及び放射性配管分岐

第 2 ｾﾙの漏えい液受皿の集

液溝の液位警報，高ﾚﾍﾞﾙ廃

液供給槽ｾﾙの漏えい液受皿

の集液溝の液位警報

A S 

分離建屋塔槽類廃ガス処理

系の系統の圧力警報 
A S 

○計測制御設備及び動作

機器

抽出塔供給溶解液流量高に

よる送液停止回路及びしゃ

断弁，抽出塔供給有機溶媒

液流量低による工程停止回

路及びしゃ断弁，第 1 洗浄

塔洗浄廃液密度高による工

程停止回路及びしゃ断弁 

As/C C/C 
安全上重要な施設以外

の施設 

○冷却設備

（安全冷却水系から崩壊熱

除去用冷却水を必要とす

る機器までの配管） 

溶解液中間貯槽，溶解液供

給槽，抽出廃液受槽，抽出

廃液中間貯槽，抽出廃液供

給槽，第 1 一時貯留処理

槽，第 3 一時貯留処理槽，

第 4 一時貯留処理槽，第 6

一時貯留処理槽，第 7 一時

貯留処理槽，第 8 一時貯留

処理槽，高レベル廃液供給

槽，高レベル廃液濃縮缶 

As S 

高レベル廃液濃縮缶の加熱

蒸気と冷却水の切替弁 
As S 

○ 水素掃気用配管

（水素掃気用空気を供給す

る安全圧縮空気系から水

素掃気用の圧縮空気を供

給する機器までの水素掃

気用の配管） 

溶解液中間貯槽，溶解液供

給槽，抽出塔，第 1 洗浄

塔，第 2 洗浄塔，TBP 洗浄

塔，抽出廃液受槽，抽出廃

液中間貯槽，抽出廃液供給

槽，ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ分配塔，ｳﾗﾝ洗

浄塔，ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ洗浄器，ﾌﾟﾙﾄ

ﾆｳﾑ溶液受槽，ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ溶液

中間貯槽

As S 
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補 2-10-9 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

（つづき） 

第 1 一時貯留処理槽，第 2

一時貯留処理槽，第 3 一時

貯留処理槽，第 4 一時貯留

処理槽，第 5 一時貯留処理

槽，第 6 一時貯留処理槽，

第 7 一時貯留処理槽，第 8

一時貯留処理槽，第 9 一時

貯留処理槽，第 10 一時貯留

処理槽 

As S 

溶媒再生系分離・分配系 

第１洗浄器 
As S 

高レベル廃液供給槽，高レ

ベル廃液濃縮缶 
As S 

15 その他上記各系統等の

安全機能を維持するため

に必要な計測制御系統，

冷却水系統等 

○漏えい液回収系統

溶解液中間貯槽セル，溶解

液供給槽セル，抽出塔セ

ル，プルトニウム洗浄器セ

ル，抽出廃液受槽セル，抽

出廃液供給槽セル，放射性

配管分岐第２セル，高レベ

ル廃液供給槽セル，分離建

屋一時貯留処理槽第１セ

ル，分離建屋一時貯留処理

槽第２セル

A S 

○上記 12 の安全保護回路

により保護動作を行う機

器及び系統

高レベル廃液濃縮缶加熱蒸

気温度高による加熱停止回

路に係るしゃ断弁 

As S 

プルトニウム洗浄器中性子

検出器の計数率高による工

程停止回路に係るしゃ断弁 

C C S クラス外理由⑧ 

○安全圧縮空気系から上

記 9，12，15 の計装用空

気を必要とする計測制御

設備までの配管

計装用空気を必要とする計

測制御設備までの配管 
As S 

○上記 6 の閉じ込め機能

を支援する施設
建屋給気閉止ダンパ C C S クラス外理由④ 
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補 2-10-10 

（4）精製建屋 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 
安全上重要な施設 

（当初申請時） 
耐震クラス※ 

備 考 
当初 現 

1 プルトニウムを含む溶液

又は粉末を内蔵する系統

及び機器 

プルトニウム溶液供給槽，

第 1 酸化塔，第 1 脱ガス

塔，抽出塔，核分裂生成物

洗浄塔，逆抽出塔，ウラン

洗浄塔，補助油水分離槽，

TBP 洗浄器，第 2 酸化塔，

第 2 脱ガス塔，プルトニウ

ム溶液受槽，油水分離槽，

プルトニウム濃縮缶供給

槽，プルトニウム濃縮缶，

プルトニウム濃縮液受槽，

プルトニウム濃縮液計量

槽，プルトニウム濃縮液中

間貯槽，プルトニウム濃縮

液一時貯槽，リサイクル

槽，希釈槽

A/As S  

プルトニウム溶液一時貯

槽，精製建屋一時貯留処理

設備の第 1 一時貯留処理

槽，第 2 一時貯留処理槽，

第 3 一時貯留処理槽，第 7

一時貯留処理槽

A/As S  

3 上記 1 及び 2 の系統及び

機器の換気系統及びオフ

ガス処理系統 

塔槽類廃ガス処理設備 
 塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）

A S  

塔槽類廃ガス処理設備 
 パルセータ廃ガス処理系

A S  

4 上記 1 及び 2 の系統及び

機器並びにせん断工程を

収納するセル等 

プルトニウム溶液供給槽セ

ル，プルトニウム精製塔セ

ル，プルトニウム洗浄器セ

ル，油水分離槽セル，プル

トニウム濃縮缶供給槽セ

ル，プルトニウム濃縮缶セ

ル，プルトニウム溶液一時

貯槽セル，プルトニウム濃

縮液受槽セル，プルトニウ

ム濃縮液一時貯槽セル，プ

ルトニウム濃縮液計量槽セ

ル，プルトニウム系塔槽類

廃ガス洗浄塔セル，放射性

配管分岐第 1 セル，放射性

配管分岐第 2 セル，グロー

ブボックス

A S  

精製建屋一時貯留処理槽第

1 セル，精製建屋一時貯留

処理槽第 2 セル

A S  
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補 2-10-11 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

5 上記 4 の換気系統 

精製建屋換気設備のプルト

ニウム精製塔セル等からの

排気系

A S 

6 上記 4 のセル等を収納す

る構築物及びその換気系

統 

精製建屋 － － 

精製建屋換気設備 

 汚染のおそれのある区域

からの排気系統 

C S 

8 非常用所内電源系統及び

安全上重要な施設の機能

の確保に必要な圧縮空気

等の主要な動力源 

非常用所内電源系統 As S 

9 熱的，化学的又は核的制

限値を維持するための系

統及び機器 

○核的制限値（形状寸法

管理の機器）

抽出塔，核分裂生成物洗浄

塔，逆抽出塔，ウラン洗浄

塔，補助油水分離槽，TBP

洗浄器，第 2 酸化塔，第 2

脱ガス塔，プルトニウム溶

液受槽，油水分離槽，プル

トニウム濃縮缶供給槽，プ

ルトニウム濃縮缶，プルト

ニウム濃縮液受槽，プルト

ニウム濃縮液計量槽，プル

トニウム濃縮液中間貯槽，

プルトニウム濃縮液一時貯

槽，リサイクル槽，希釈

槽，プルトニウム溶液一時

貯槽，精製建屋一時貯留処

理設備の第 1 一時貯留処理

槽，第 2 一時貯留処理槽，

第 3 一時貯留処理槽，第 4

一時貯留処理槽

As S 

プルトニウム溶液供給槽，

第 1 酸化塔，第 1 脱ガス塔 
As S 

TBP 洗浄塔，プルトニウム

洗浄器，抽出廃液受槽，抽

出廃液中間貯槽，凝縮液受

槽，精製建屋一時貯留処理

設備の第 4 一時貯留処理槽 

B B S クラス外理由⑥ 

○核的制限値（核的制限

値を維持する計測制御

及び動作機器）

プルトニウム洗浄器アルフ

ァ線検出器の計数率高によ

る警報 

C C S クラス外理由⑧ 
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補 2-10-12 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

9 熱的，化学的又は核的制

限値を維持するための系

統及び機器 

○ 熱的制限値（熱的制

限値を維持する計測制

御及び動作機器）

プルトニウム濃縮缶加熱蒸

気温度高による加熱停止回

路及びしゃ断弁 

A/A S/S 

第 2 酸回収系の蒸発缶加熱

蒸気温度高による加熱停止

回路及びしゃ断弁 

A/C S/C S クラス外理由⑤ 

12 安全保護回路 

逆抽出塔溶液温度高による

加熱停止回路 
A S 

外部電源喪失による建屋給

気閉止ダンパの閉止回路

（精製建屋） 

C C S クラス外理由④ 

プルトニウム濃縮缶加熱蒸

気温度高による加熱停止回

路 

A S 

第 2 酸回収系の蒸発缶加熱

蒸気温度高による加熱停止

回路 

A S 

15 その他上記各系統等の

安全機能を維持するため

に必要な計測制御系統，

冷却水系統等 

○ 計測制御設備

プルトニウム濃縮缶に係る

注水槽の液位低による警報 
A C 

安全上重要な施設以外

の施設 

プルトニウム濃縮液受槽セ

ル，プルトニウム濃縮液一

時貯槽セル及びプルトニウ

ム濃縮液計量槽セルの漏え

い液受皿の集液溝の液位警

報，プルトニウム精製塔セ

ル，プルトニウム濃縮缶供

給槽セル，油水分離槽セル

及び放射性配管分岐第 1 セ

ルの漏えい液受皿の集液溝

の液位警報(臨界)

A S 

精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備の塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系)の圧力警

報 

A S 

361



補 2-10-13 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈

安全上重要な施設 

（当初申請時）

耐震クラス※

備 考
当初 現

15 その他上記各系統等の

安全機能を維持するため

に必要な計測制御系統，

冷却水系統等

○冷却設備

（安全冷却水系から崩壊

熱除去用冷却水を必要

とする機器までの配

管）

外部ループの系統構成設備

（中間熱交換機を含む）
As S

以下の貯槽類冷却用の内部

ループ及び配管

プルトニウム精製設備の

プルトニウム溶液受槽，

油水分離槽，プルトニウ

ム濃縮缶供給槽，プルト

ニウム溶液一時貯槽，プ

ルトニウム濃縮液受槽，

プルトニウム濃縮液計量

槽，プルトニウム濃縮液

中間貯槽，プルトニウム

濃縮液一時貯槽，リサイ

クル槽，希釈槽

精製建屋一時貯留処理設

備の第 1 一時貯留処理

槽，第 2 一時貯留処理

槽，第 3 一時貯留処理槽

As S

注水槽 A C
安全上重要な施設以外

の施設

○水素掃気用配管

（水素掃気用空気を供給

する安全圧縮空  気

系から水素掃気用の圧

縮空気を供給する機器

までの水素掃気用の配

管）

プルトニウム精製設備のプ

ルトニウム溶液供給槽，抽

出塔，核分裂生成物洗浄

塔，逆抽出塔，ウラン洗浄

塔，補助油水分離槽，TBP

洗浄器，プルトニウム溶液

受槽，油水分離槽，プルト

ニウム濃縮缶供給槽，プル

トニウム濃縮缶，プルトニ

ウム溶液一時貯槽，プルト

ニウム濃縮液受槽，プルト

ニウム濃縮液計量槽，プル

トニウム濃縮液中間貯槽，

プルトニウム濃縮液一時貯

槽，リサイクル槽，希釈

槽，精製建屋一時貯留処理

設備の第 1 一時貯留処理

槽，第 2 一時貯留処理槽，

第 3 一時貯留処理槽

，第 7 一時貯留処理槽

As S

精製建屋一時貯留処理設備

の第 4 一時貯留処理槽
As S
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補 2-10-14 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

15 その他上記各系統等の

安全機能を維持するため

に必要な計測制御系統，

冷却水系統等 

 ○漏えい液回収系統 

精製建屋のプルトニウム濃

縮液受槽セル，プルトニウ

ム濃縮液一時貯槽セル，プ

ルトニウム濃縮液計量槽セ

ル 

A S  

 ○上記 12 の安全保護回路

により保護動作を行う

機器及び系統 

逆抽出塔溶液温度高による

加熱停止回路に係るしゃ断

弁 

As S  

建屋給気閉止ダンパ（精製

建屋） 
C C S クラス外理由④ 

 ○安全圧縮空気系から上

記 9，12，15 の計装用

空気を必要とする計測

制御設備までの配管 

計装用空気を必要とする計

測制御設備までの配管 
A S  

 ○上記 6 の閉じ込め機能

を支援する施設 

精製建屋換気設備の建屋給

気閉止ダンパ 
C C S クラス外理由④ 
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補 2-10-15 

（5）ウラン脱硝建屋及びウラン酸化物貯蔵建屋 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

9 熱的，化学的又は核的制

限値を維持するための系

統及び機器 

 ○形状寸法管理の機器 

脱硝塔，シール槽，UO
3
受

槽，規格外製品受槽，規格

外製品容器，UO
3
溶解槽 

B B S クラス外理由⑥ 

ウラン酸化物貯蔵容器 － － S クラス外理由② 

15 その他上記各系統等の

安全機能を維持するため

に必要な計測制御系統，

冷却水系統等 

 ○計測制御設備 

脱硝塔内部の温度低による

硝酸ウラニル濃縮液の供給

停止回路，ウラン酸化物貯

蔵容器充てん位置への検知

による UO
3
粉末の充てん起

動回路 

C C S クラス外理由⑤ 

 ○計測制御設備に係る動

作機器及び系統 

脱硝塔内部の温度低による

硝酸ウラニル濃縮液の供給

停止回路に係るしゃ断弁 

B B S クラス外理由⑤ 
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補 2-10-16 

（6）ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋及びｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

1 プルトニウムを含む溶液

又は粉末を内蔵する系統

及び機器 

硝酸プルトニウム貯槽，混

合槽，一時貯槽 
As S  

定量ポット，中間ポット，

脱硝装置 
A S  

焙焼炉，還元炉，固気分離

器，粉末ホッパ，粉砕機，

混合機，粉末充てん機 

B B S クラス外理由⑨ 

保管容器，粉末缶，混合酸

化物貯蔵容器 － － S クラス外理由② 

プルトニ

ウムを含

む溶液の

主要な流

れを構成

する配管 

硝酸プルトニウ

ム貯槽から混合

槽までの範囲，

一時貯槽から硝

酸プルトニウム

貯槽及び混合槽

までの範囲 

A S  

混合槽から定量

ポット，中間ポ

ット，脱硝装置

までの範囲 

A S  

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑを

含む粉末の

主要な流れ

を構成する

配管 

脱硝装置(脱硝

皿)から粉末充て

ん機までの範囲 

B B S クラス外理由⑨ 

3 上記 1 及び 2 の系統及び

機器の換気系統及びオフ

ガス処理系統 

ウラン・

プルトニ

ウム混合

脱硝建屋

塔槽類廃

ガス処理

設備 

硝酸ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ貯

槽，混合槽及び一

時貯槽から主排気

筒に至る範囲 

A S  

定量ﾎﾟｯﾄ，中間

ﾎﾟｯﾄ及び脱硝装

置からｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆ

ｳﾑ混合脱硝建屋

塔槽類廃ｶﾞｽ処理

設備の耐震 S ｸﾗｽ

施設に繋がるま

での範囲 

A S  

焙焼炉及び還元

炉からｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆ

ｳﾑ混合脱硝建屋

塔槽類廃ｶﾞｽ処理

設備の耐震S ｸﾗｽ

施設に繋がるま

での範囲 

B B S クラス外理由⑨ 

固気分離器からｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ

混合脱硝建屋換気設備のｸﾞﾛ

ｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ･ｾﾙ排気系統への接

続部までの系統 

B B S クラス外理由⑨ 
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補 2-10-17 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

4 上記 1 及び 2 の系統及び

機器並びにせん断工程を

収納するセル等 

ウラン・プルトニウム混

合脱硝設備の安全上重要

な施設の配管を収納する

二重配管の外管 

硝酸プルトニウム貯槽セ

ル，混合槽セル，一時貯槽

セル 

A S  

グローブボックス（硝酸 Pu

溶液配管） 
A S  

グローブボックス（定量ポ

ット），グローブボックス

（中間ポット，脱硝装置） 

A B S クラス外理由⑨ 

グローブボックス（脱硝皿

取扱装置），グローブボッ

クス（焙焼炉），グローブ

ボックス（還元炉），グロ

ーブボックス（粉砕機），

グローブボックス（保管ピ

ット），グローブボックス

（固気分離器），グローブ

ボックス（混合機），グロ

ーブボックス（粉末充てん

機），グローブボックス

（粉末缶払出装置） 

B B S クラス外理由⑨ 

硝酸プルトニウム貯槽から

混合槽までの範囲，一時貯

槽から硝酸プルトニウム貯

槽及び混合槽までの二重配

管の外管 

A S  

混合槽からグローブボック

ス（脱硝装置）までの二重

配管の外管 

A B S クラス外理由⑨ 

グローブボックス（脱硝皿

取扱装置）からグローブボ

ックス（粉末缶払出装置）

までの二重配管の外管 

B B S クラス外理由⑨ 
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補 2-10-18 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 
安全上重要な施設 

（当初申請時） 
耐震クラス※ 

備 考 
当初 現 

5 上記 4 の換気系統 

ウラン・

プルトニ

ウム混合

脱硝建屋

換気設備

の硝酸プ

ルトニウ

ム貯槽セ

ル等から

の排気系 

硝酸プルトニウ

ム貯槽セル，混

合槽セル及び一

時貯槽セルから

から主排気筒に

至る範囲 

A S  

グローブボック

ス（硝酸 Pu 溶液

配管）から上記

施設に繋がるま

での範囲 

A S  

グローブボック

ス（定量ポッ

ト，中間ポッ

ト，脱硝装置）

から耐震Ｓクラ

ス施設に繋がる

までの範囲 

A B S クラス外理由⑨ 

グローブボック

ス（脱硝皿取扱

装置，焙焼炉，

還元炉，粉砕

機，保管ピッ

ト，固気分離

器，混合機，粉

末充てん機，粉

末缶払出装置）

から耐震Ｓクラ

ス施設に繋がる

までの範囲 

B B S クラス外理由⑨ 
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補 2-10-19 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

6 上記のセル等を収納する

構築物及びその換気系統 

ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋 
－ －  

ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋換気設備 

 汚染のおそれのある区域

からの排気系 

C S  

8 非常用所内電源系統及

び安全上重要な施設の機

能の確保に必要な圧縮空

気等の主要な動力源 

非常用所内電源系統 

安全圧縮空気系 
As S  

9 熱的，化学的又は核的

制限値を維持するための

系統及び機器 

○核的制限値（形状寸法

管理の機器） 

硝酸プルトニウム貯槽，混

合槽，一時貯槽 
As S  

定量ポット，中間ポット，

脱硝装置（脱硝皿） 
A S  

凝縮廃液ろ過器，凝縮廃液

受槽，焙焼炉，還元炉，固

気分離器，粉末ホッパ，粉

砕機，混合機，粉末充てん

機 

B B S クラス外理由⑨ 

脱硝皿，保管容器，混合酸

化物貯蔵容器 
－ －  

粉末缶 MOX 粉末重量確認に

よる粉末缶払出装置の起動

回路 

C C S クラス外理由⑤ 

12 安全保護回路 

還元ガス受槽水素濃度高に

よる還元ガス供給停止回路 
C C S クラス外理由⑤ 

還元炉ヒータ部温度高によ

る加熱停止回路 
C C S クラス外理由⑤ 

焙焼炉ヒータ部温度高によ

る加熱停止回路 
C C S クラス外理由⑤ 
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補 2-10-20 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 
安全上重要な施設 

（当初申請時） 
耐震クラス※ 備 考 
当初 現 

15 その他上記各系統等の

安全機能を維持するため

に必要な計測制御系統，

冷却水系統等 
○計測制御設備 

○ウラン・プルトニウム混

合脱硝設備の計測制御系 
・脱硝装置の温度計及び照

度計によるシャッタの起

動回路 
・空気輸送終了検知及び脱

硝皿の重量確認による脱

硝皿取扱装置の起動回路 
・焙焼炉ヒータ部温度高に

よる加熱停止回路 
・保管容器充てん定位置の

検知によるＭＯＸ粉末の

充てん起動回路  
・粉末缶充てん定位置の検

知によるＭＯＸ粉末の充

てん起動回路 
・硝酸プルトニウム貯槽セ

ル，混合槽セル，一時貯

槽セルの漏えい液受皿の

集液溝の液位警報 

C C S クラス外理由⑤ 

○ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋塔槽類廃ガス

処理設備の圧力警報 
A S  

  ○冷却設備 

○安全冷却水系から崩壊熱

除去用冷却水を必要とす

る以下の機器までの配管 
・硝酸プルトニウム貯槽 
・混合槽 
・一時貯槽 

As S  

○ウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵建屋換気設

備 
 ・貯蔵室からの排気系 

As S  
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補 2-10-21 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 
安全上重要な施設 

（当初申請時） 
耐震クラス※ 

備 考 当初 現 

15 その他上記各系統等の

安全機能を維持するため

に必要な計測制御系統，

冷却水系統等（つづき） 
○水素掃気用配管 

○水素掃気用空気を供給す

る安全圧縮空気系から水

素掃気用の圧縮空気を供

給する以下の機器までの

水素掃気用の配管 
・硝酸プルトニウム貯槽 
・混合槽 
・一時貯槽 

As S  

○漏えい液回収系統 

○下記のセルからの漏えい

液を回収するための系統 
・硝酸プルトニウム貯槽セ

ル 
・混合槽セル 
・一時貯槽セル 

A S  

○上記 12 の安全保護回路

により保護動作を行う

機器及び系統 

還元ガス受槽水素濃度高に

よる還元ガス供給停止回路

に係るしゃ断弁 
C C S クラス外理由⑤ 

○安全圧縮空気系から上

記 9，12，15 の計装用空

気を必要とする計測制御

設備までの配管 

計装用空気を必要とする計

測制御設備までの配管 A S  

 

370



補 2-10-22 

（7）高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 
安全上重要な施設 

（当初申請時）  
耐震クラス※ 

備 考 
当初 現 

2 高レベル放射性液体廃
棄物を内蔵する系統及び
機器  

高レベル濃縮廃液貯槽，
不溶解残渣廃液貯槽，高
レベル廃液共用貯槽，高
レベル濃縮廃液一時貯槽
，不溶解残渣廃液一時貯
槽，高レベル廃液混合槽
，供給液槽，供給槽，ガ
ラス溶融炉 

As S  

3 上記 2 の系統及び機器
の換気系統（逆止弁，ダ
クト，洗浄塔，フィルタ
，排風機，主排気筒など
を含む。以下同じ。）及
びオフガス処理系統  

高レベル廃液ガラス固化

建屋塔槽類廃ガス処理設

備 
A S  

高レベル廃液ガラス固化

廃ガス処理設備 A/As S  

4 上記 2 の系統及び機器
並びにせん断工程を収納
するコンクリートセル，
グローブボックス及びこ
れらと同等の閉じ込めの
機能を有する施設（以下
「セル等」という。 

高レベル濃縮廃液貯槽セル
，不溶解残渣廃液貯槽セル
，高レベル廃液共用貯槽セ
ル，高レベル濃縮廃液一時
貯槽セル，不溶解残渣廃液
一時貯槽セル，高レベル廃
液混合槽セル，放射性配管
分岐セル，供給槽セル，固
化セル， 分配器セル 

A S  

5 上記 4 の換気系統  

高レベル廃
液ガラス固
化建屋換気
設備の 

高レベル濃縮
廃液貯槽セル
等からの排気
系 

Ａ S  

固化セル圧力
放出系 

Ａ S  

固化セル換気
系 

A S  

6 上記 4 のセル等を収納
する構築物及びその換気
系統  

高レベル廃液ガラス固化建
屋  

－ －  

高レベル廃液ガラス固化建
屋換気設備 
汚染のおそれのある区域か
らの排気系 

C S  
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補 2-10-23 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時）  

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

8 非常用所内電源系統及
び安全上重要な施設の機
能の確保に必要な圧縮空
気等の主要な動力源  

非常用所内電源系統 
安全圧縮空気系 

As S 
 

 安全蒸気系 A S 

11 高レベル放射性固体廃
棄物を保管廃棄するため
の施設  

高レベル廃液ガラス固化建
屋・第 1 ガラス固化体貯蔵
建屋の収納管及び通風管 

A S  

ガラス固化体除染室，ガラ
ス固化体検査室，貯蔵区域
，受入れ室の遮蔽設備 

－ －  

第 1 ガラス固化体貯蔵建屋
床面走行クレーン，トレン
チ移送台車の遮蔽設備 

A S  

12 安全保護回路 

固化ル移送台車上の質量高
によるガラス 
流下停止回路 

As S  

固化セル圧力高による固化
セル隔離ダンパ 
の閉止回路 

A S  

15 その他上記各系統等の
安全機能を維持するため
に必要な計測制御系統，
冷却水系統等  

 ○計測制御設備 

高レベル廃液ガラス固化建
屋 塔槽類廃ガス処理設備
（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系，不溶解残渣廃液廃
ガス処理系，高レベル廃液
ガラス固化廃ガス処理設備
）の系統の圧力警報 

A S  

 ○計測制御設備 

高レベル濃縮廃液貯槽セ
ル，不溶解残渣廃液貯槽セ
ル，高レベル廃液共用貯槽
セル，高レベル濃縮廃液一
時貯槽セル，不溶解残渣廃
液一時貯槽セル，高レベル
廃液混合槽セル，固化セル
の漏えい液受皿の集液溝の
液位警報

A S  

結合装置圧力信号による流
下ノズル加熱 
停止回路 

As S  

 ○冷却設備 
  

○安全冷却水系から崩壊熱
除去用冷却水を必要とする
以下の機器までの配管 
・高レベル濃縮廃液貯槽 
・不溶解残渣廃液貯槽 
・高レベル廃液共用貯槽， 
・高レベル濃縮廃液一時貯
槽 
・不溶解残渣廃液一時貯槽 
・高レベル廃液混合槽 
・供給液槽 
・供給槽

As S  

○安全圧縮空気系からガラ
ス溶融炉の流下停止系まで
の冷却空気用配管 

As S  
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補 2-10-24 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

15 その他上記各系統等の
安全機能を維持するため
に必要な計測制御系統，
冷却水系統等 

（つづき） 
 ○水素掃気用配管 

○水素掃気用空気を供給す

る安全圧縮空気系から水素

掃気用の圧縮空気を供給す

る以下の機器までの水素掃

気用の配管 

・不溶解残渣廃液貯槽 
・不溶解残渣廃液一時貯槽 
・高レベル廃液共用貯槽 

As S  

○水素掃気用空気を供給す

る安全圧縮空気系から水素

掃気用の圧縮空気を供給す

る以下の機器までの水素掃

気用の配管 

・高レベル濃縮廃液貯槽 
・高レベル濃縮廃液一時貯
槽 
・高レベル廃液混合槽 
・供給液槽 
・供給槽 

As S  

 ○漏えい液回収系統 

○下記のセルの漏えい液受
け皿からの漏えい液を回収
するための系統 
・高レベル濃縮廃液貯槽セ
ル 
・高レベル濃縮廃液一時貯
槽セル 
・高レベル廃液共用貯槽セ
ル 
・高レベル廃液混合槽セル 

A S  

○下記のセルからの漏えい
液を回収するための系統 
・不溶解残渣廃液貯槽セル 
・不溶解残渣廃液一時貯槽
セル 
・ 固化セル 

A S  
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補 2-10-25 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

15 その他上記各系統等の
安全機能を維持するため
に必要な計測制御系統，
冷却水系統等 

（つづき） 
 ○上記 12 の安全保護回

路により保護動作行う
機器及び系統 

ガラス溶融炉の流下停止系 As S  

固化セル隔離ダンパ Ａ S  

 ○上記 12 及び 15 計測制
御設備までの計装用空
気配管 

安全圧縮空気系から計装用
空気を必要とする計測制御
設備までの配管（高レベル
濃縮廃液廃ガス処理系の系
統の圧力警報等） 

A/As S  

 ○上記 3，5 及び 6 の放
射性物質の閉じ込め機能
を支援する施設 

高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備の吸収塔の純
水系 

Ａ S  

高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備の廃ガス洗浄
器，吸収塔及び凝縮器の冷
水系 

A S  

セル内クーラ A S  

固化セル隔離ダンパ A S  

 ○高レベル廃液ガラス固
化設備 

固化セル移送台車 As S  
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補 2-10-26 

（8）その他の主要な施設 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時）  

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

4 上記 1 及び 2 の系統及
び機器並びにせん断工程
を収納するセル等 

配管収納容器 A S  

6 上記 4 のセル等を収納
する構築物及びその換気
系統） 

分離建屋と精製建屋を接続

する洞道 
－ －  

精製建屋とウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋を接続

する洞道 

－ －  

分離建屋と高レベル廃液ガ

ラス固化建屋を接続する洞

道 

－ －  

8 非常用所内電源系統及
び安全上重要な施設の機
能の確保に必要な圧縮空
気等の主要な動力源  

非常用所内電源系統 As S 

 

安全蒸気系 A S 

安全圧縮空気系（かくはん
等のための圧縮空気を供給
する系統は除く） 

As S 

9 熱的，化学的又は核的制限
値を維持するための系統及
び機器 

分析済溶液受槽 B B 

S クラス外理由⑥ 

分析済溶液供給槽 B B 

濃縮液受槽 B B 

濃縮液供給槽 B B 

抽出液受槽 B B 

抽出残液受槽 B B 

分析残液受槽 B B 

分析残液希釈槽 B B 
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補 2-10-27 

（つづき） 

位置，構造等の基準に 

関する規則の解釈 

安全上重要な施設 

（当初申請時） 

耐震クラス※ 
備 考 

当初 現 

13 主排気筒 主排気筒 A S 

14 制御室等及びその換気

系統 

中央制御室 － － S クラス外理由③ 

制御建屋中央制御室換気設

備 
A S 

15 その他上記各系統等の
安全機能を維持するため
に必要な計測制御系統，
冷却水系統等 

安全冷却水系 As S 

ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ

処理建屋の貯蔵室の遮蔽設

備

A S 

ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋の貯蔵

プールの遮蔽設備
A S 

主排気筒の排気筒モニタ A S 
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